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目 的

本サーキュラーは、耐空証明等の航空機及び装備品等の検査に関する一般方針、申

請手続、提出書類等に関する細目を定めることを目的とする。

航空機等の検査に関しては、平成8年5月の航空法（以下「法」という。）改正によ

り、耐空証明、型式証明等の制度が大幅に改正されたことから、「新航空機検査制度

の手引き」を作成し、航空機の使用者等に新制度の内容及びその運用について周知し

てきたところであるが、今般、これらの制度の定着が図られてきたことを踏まえ、

「新航空機検査制度の手引き」の内容を基に本サーキュラーを設定するものである。

更に本サーキュラーの設定においては、平成11年6月の法改正及びその後の航空法施

行規則（以下「規則」という。）の改正（平成11年運輸省令第25号、平成11年運輸省

令第40号及び平成12年運輸省令第1号）に対応して、従来のサーキュラーの一部につい

て見直しを行い、その内容を採り入れたものである。
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第I部 耐空証明関係

1.概要

第Ⅰ部においては、耐空証明検査に関する一般的方針及び申請手続き、飛行規程

等の書類の作成等について定めるものである。

2.耐空証明検査の申請区分別の提出書類及び検査の概要

下表の申請区分に従い該当の分類項目を参照すること。

検査の実施
検 型式 基準適合証 法第10

又は輸出耐 条該当 設計 製造 現状 分類項目
査 証明 空証明 項目 過程

製造検査認 第６項 ＊ ＊ ＊ 2-1（１）
国 定の基準適 第１号
産 合証有り
新 有り
規 製造検査認 第５項 ＊ ＊ ○ 2-1（２）

定の基準適 第１号
合証無し

特定の外国 第６項 ＊ ＊ ＊ 2-2（１）
の輸出耐空 第２号
証明有り

有り
輸 ICAO締約国 第５項 ＊ ＊ ○
入 の輸出耐空 第１号
新 証明有り 第２号 2-2（２）
規

ICAO締約国 第５項 ＊ ＊ ○
無し の輸出耐空 第２号

証明有り

整備検査認 第６項 ＊ ＊ ＊ 2-3（１）
定の基準適 第３号

更 合証有り
新 －－

整備検査認 第５項 ＊ ＊ ○ 2-3（２）
定の基準適 第３号
合証無し

上記以外のもの 第４項 ○ ○ ○ －－－

＊＝検査を一部省略、○＝検査を省略せず実施
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2-1 国産航空機の新規耐空証明検査

(1)型式証明を受けた型式の航空機で、当該航空機の製造及び完成後の検査の能力

について国土交通大臣の認定を受けた者（航空機製造検査認定事業場）が、製造

及び完成後の検査（地上試験、飛行試験等）を実施し、基準への適合性を確認し

たもの（法第10条第6項第1号に掲げる航空機）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機は、国が型式証明によりその設計についての検査を終

えており、かつ、認定事業場が当該型式証明を受けた設計どおりに適切に製造

するとともに、完成後、地上試験、飛行試験等の検査をし、基準に適合するこ

とを確認したものであるので、国による耐空証明検査は、改めての実機検査は

原則行わず、当該認定事業場がその確認の証として発行する航空機基準適合証

その他の書類を確認することにより行う。

よって、航空機基準適合証が発行された後、耐空証明書が交付されるまでの

間に、何らかの改修を行った場合には、国の実機検査を省略する本項の適用は

受けられない。

なお、改修作業が航空機基準適合証の発行前に行われるものであって当該改

修作業が我が国の型式設計変更又は追加型式設計の承認を受けたものであり、

かつ、当該認定事業場の認定に係る作業の一部として認められている場合は、

本項の適用を受けられる。

航空機基準適合証は認定事業場が確認の証として発行する書類であって、こ

れにより飛行の許可を行うものではないので、耐空証明の申請を行い耐空証明

書の交付を受けるまでは飛行を行うことはできない。

耐空証明の検査希望時期（申請日と同日付けでよい。）は、当該航空機基準

適合証が交付された日から15日以内としなければならない。

(b)提出書類

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容

2第2項の表に

定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするも

類区分 の

1.航空機基準 航空機基準適合証

適合証 （検査希望時期以前15日以内に交付を

受けたものに限る｡）

2.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているものと同一の

場合は、飛行規程の提示又は基本飛行
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規程及び追加飛行規程の表紙等の写し

の提出でもよい。）

（付録I-2、5-2項参照）

3.航空機の重 以下の事項（型式証明を受けた形態か

量及び重心位 ら変更されていないものを除く。）を

置の算出に必 記載すること。ただし、当該事項が飛

要な事項を記 行規程に記載されている場合は、当該

載した書類 飛行規程をもって、本書類に代えるこ

とができる。

(1) 航空機の自重及び重心位置

(2) 装備品の名称、重量及び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能量及び重心

位置

(4) その他

4.前3号に掲 (1) 登録証明書の写し

げるもののほ (2) 航空機現況表 (様式Ⅰ-1)

か、参考事項 (3) 航空機経歴表 (様式Ⅰ-2)

を記載した書 (4) 耐空性改善通報実施状況

類 (様式Ⅰ-3)

(5) 飛行規程の状況 (様式Ⅰ-4)

(6) 運用様式限界及び無線航法機器等

装備状況表 (様式Ⅰ-5)

(2)我が国の型式証明を受けた国産航空機で(1)項に該当しないもの

（法第10条第5項第1号に掲げる航空機で同条第6項第1号に掲げる航空機以外の

もの）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機についての国による耐空証明検査は、提出書類の確認、

地上試験及び飛行試験の実機検査等の実施により行う。

なお、設計の変更が行われる場合にあっては、型式設計変更の承認が耐空証

明に先んじて行われる。

(b)提出書類

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容

2第2項の表に
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定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするも

類区分 の

1.製造計画書 製造計画書の概要

2.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているものと同一の

場合は、飛行規程の提示又は基本飛行

規程及び追加飛行規程の表紙等の写し

の提出でもよい。）

（付録I-2、5-2参照）

3.航空機の重 以下の事項（型式証明を受けた形態か

量及び重心位 ら変更されていないものを除く。）を

置の算出に必 記載すること。ただし、当該事項が飛

要な事項を記 行規程に記載されている場合は、当該

載した書類 飛行規程をもって、本書類に代えるこ

とができる。

(1) 航空機の自重及び重心位置

(2) 装備品の名称、重量及び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能量及び重心

位置

(4) その他

4.前3号に掲 (1) 航空機の現況表等

げるもののほ ・航空機現況表 (様式Ⅰ-1)

か、参考事項 ・航空機経歴表 (様式Ⅰ-2)

を記載した書 ・耐空性改善通報実施状況

類 (様式Ⅰ-3)

・飛行規程の状況 (様式Ⅰ-4)

・運用様式限界及び無線航法機器等

装備状況表 (様式Ⅰ-5)

(2) 製造記録

PIR(PRODUCTION INSPECTION

RECORD) BOOK（又はこれに相当する

もの）

型式証明検査における製造工程検

査の際提出されたもののうち、変更

又は追加分のみ。
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(3) 製造時の不具合処理記録

製造時の主要不具合及びその処理

状況を記載したもの

(4) 計測記録

重量及び重心の測定記録

(5) TCD（耐空性改善通報）、

EO（ENGINEERING ORDER ）、

SB（SERVICE BULLETIN）、改修指示

等の実施状況を記載したリスト

(6) 全機能検査、地上運転検査及び飛

行検査スペック

型式証明検査における製造過程検

査の際、提出されたもののうち変更

又は追加分のみとする

(7) 加工外注リスト

型式証明検査における製造過程検

査の際、提出されたもののうち変更

又は追加分のみとする

(8) 特殊工程検定状況リスト

型式証明検査における製造過程検

査の際、提出されたもののうち変更

又は追加分のみとする

(9) 品質管理手順書目録

型式証明検査における製造過程検

査の際、提出されたもののうち変更

又は追加分のみとする

(10)主要装備品の記録

原則として予備品証明対象部品及

び時間管理部品とし、型式名、部品

番号、製造番号及びTT、TSO、TSC、

並びに整備規程、整備基準、メンテ

ナンス・マニュアル、告示等に示さ
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れている限界使用時間を明記するこ

と

（回転翼航空機及びタービン発動機

にあっては、限界使用時間が定めら

れている部品を含む）

(11)騒音及び発動機排出物の基準への

適合性に係る資料

（適用の場合のみ）

発動機本体及びナセル周辺の減音

処理、排出燃料処理等を図示したも

の等

(12)社内地上試験記録及び不具合処理

記録

(a)社内地上試験記録

有資格整備士の確認のあるもの

(b)社内地上試験不具合処理記録

社内地上試験中に発見された不具

合の処理状況を記載したもの

(13)社内飛行試験記録及び不具合処理

記録

(a)社内飛行試験記録

担当操縦士の意見を添えた有資格

整備士の確認のあるもの

(b)社内飛行試験不具合処理記録

社内飛行試験中に発見された不具

合の処理状況を記載したもの

(14)官検時の地上試験記録及び不具合

処理記録

(a)官検時の地上試験記録

(b)官検時の地上試験不具合処理記録

官検時の地上試験中に発見された

不具合の処理状況を記載したもの

(15)官検時の飛行試験記録及び不具合

処理記録

(a)官検時の飛行試験記録
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(b)官検時の飛行試験不具合処理記録

官検時の飛行試験中に発見された

不具合の処理状況を記載したもの

2-2 輸入航空機の新規耐空証明検査

(1)我が国の型式証明を受けた型式の航空機で、国際民間航空条約の締約国たる外

国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明したもの。（対象となる外国及

び航空機は我が国と当該外国との間で航空機の耐空性等に関する相互承認協定又

はこれに相当する取極めを結ぶことにより特定されることになる。）

（法第10条第6項第2号に掲げる航空機）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機は、我が国の型式証明によりその設計についての検査

を終えており、かつ、輸出国において我が国と同等以上の検査が実施され、基

準に適合することが確認されているものであるので、国による耐空証明検査は、

改めての実機検査は原則行わず、当該輸出国の輸出耐空証明書その他の書類を

確認することにより行う。

よって、輸出耐空証明書が発行された後、耐空証明書が交付されるまでの間

に、次の場合を除き何らかの改修を行った場合には、原則、国の実機検査を省

略する本項の適用は受けられない。

① 航空機の輸送のための改修（空輸のための燃料増槽タンクの取付け・取

外し、海上輸送のための分解・組立等）

② 空輸又は上記作業に伴い発生した整備作業（保守、軽微な修理又は小修

理に限る。）

③領収検査（地上検査及び飛行検査）に伴い発生した整備作業（保守、軽微

な修理又は小修理に限る。）

①、②及び③の作業は当該航空機の有資格整備士、整備改造認定事業場又は

当局が特に認めた者により行われなければならない。

なお、輸出耐空証明書が発行される前に実施された改修作業であって、かつ、

当該改修作業が我が国の型式設計変更又は追加型式設計の承認を受けたもの

（当該輸出国の承認を受けたものであっても、我が国の承認が必要。）である

場合は、本項の適用を受けられる。

耐空証明の検査希望時期は、当該輸出耐空証明書が発行された日から原則2

か月以内としなければならない。

(b)提出書類

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容

2第2項の表に
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定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするも

類区分 の

1.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているものと同一の

場合は、飛行規程の提示又は基本飛行

規程及び追加飛行規程の表紙等の写し

の提出でもよい。）

（付録I-2、5-2項参照）

2.製造国の政 輸出耐空証明書

府機関で発行 （輸出耐空証明書の発行日が検査希望

した当該航空 時期以前2か月以内であること。ただ

機の耐空性、 し、当局が別途認めた場合は除く。）

騒音又は発動

機の排出物に

ついて証明す

る書類

3.航空の用に 過去の経歴 航空機及び現在装備

供した航空機 （製造後に実施した定時点検整備（使 している発動機、プ

については、 用時間が500 時間を超えると必要とな ロペラの航空日誌

整備又は改造 る点検に相当する以上の点検のみとす

に関する技術 る。）、大規模修理及び改造の一覧で

的記録並びに 、実施年月日、整備、修理又は改造の

総飛行時間及 内容、有資格整備士氏名、TT(TOTAL

び前回分解検 TIME､総飛行時間)､TSO(TIME SINCE

査後の飛行時 OVERHAUL､オーバーホール後の使用時

間を記載した 間）等を記載したもの）

書類

4.航空機の重 以下の事項（型式証明を受けた形態か

量及び重心位 ら変更されていないものを除く。）を

置の算出に必 記載すること。ただし、当該事項が飛

要な事項を記 行規程に記載されている場合は、当該

載した書類 飛行規程をもって、本書類に代えるこ

とができる。

(1) 航空機の自重及び重心位置

(2) 装備品の名称、重量及び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能量及び重心
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位置

(4) その他

5.前各号に掲 (1) 登録証明書の写し

げるもののほ (2) 航空機現況表（様式Ⅰ-1)

か、参考事項 (3) 航空機経歴表 (様式Ⅰ-2)

を記載した書 (4) 耐空性改善通報実施状況

類 (様式Ⅰ-3)

(5) 飛行規程の状況（様式Ⅰ-4)

(6) 運用様式限界及び無線航法機器等

装備状況表 (様式Ⅰ-5)

(7) 新規輸入航空機現状報告書

（輸出耐空証明書及び輸出耐空証明

書発行後の作業に関する事項並びに

当該機の有資格整備士又は整備改造

認定事業場による現状報告を含むも

の。）(様式Ⅰ-6)

(2)国際民間航空条約の締約国たる外国が証明した輸入航空機（(1)項以外の輸入

航空機）（法第10条第5項第2号に掲げる航空機で同条第6項第2号に掲げる航空機

以外のもの）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機についての国による耐空証明検査は、提出書類の確認、

地上試験及び飛行試験の実機検査等の実施により行う。

(b)提出書類

我が国の型式証明を受けた航空機又は耐空証明を受けたことのある航空機と

同一の型式の航空機（同型式機）の新規耐空証明検査時には、4、6及び7に規

定するもののほか、1.(6) の一部、1.(11)の(c)及び(d) 、並びに2及び3の書

類を各一部提出すればよい。なお、同型式機であっても仕様の異なる場合には、

1及び5の各書類１部が必要である。

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容

2第2項の表に

定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするも

類区分 の

1.航空機が法 (1) 当該航空機の型式証明書（写し）
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第10条第4項

の基準に適合 (2) STC(SUPPLEMENTAL TYPE

することを CERTIFICATE) （該当する場合）

証明するに足 （写し）

る書類及び図

面 (3) 航空機、発動機及びプロペラの承

認されたスペック（TCデータシート

等）及び型式証明のための審査基準

（特別要件又は適用除外要件を含

む）

(4) 航空機の技術的説明資料

（設計思想及び必要な図面を含む

もの。）

(5) 航空機、発動機及びプロペラに適

用される耐空性基準に基づく適合性

審査表(CERTIFICATION COMPLIANCE

TABLE)

(6) 主要構造部材の荷重解析を含む実

際の試験又は計算による強度証明及

び電気負荷解析の資料

(7) 発動機の次の項目に関する証明資

料（タービン発動機の場合のみ）

(a)ストレス・レベル

(b)ローサイクル・ファティグ

(c)耐久

(d)着氷

(e)インジェスション

(f)ブレード・コンティンメント

(8) 航空機の各系統の概略図、説明及

び故障解析の資料

(9) タイプ・フライト・テスト・レポ

ート

(10)型式証明審査会の議事録及びイッ
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シューペーパー

(11)騒音及び発動機排出物の基準への

適合性に係る資料

（適用の場合のみ）

(a)騒音値及び発動機の排出物値を記

載したもの

(b)騒音及び発動機の排出物の測定、

解析、計算等について記載したもの

(c)発動機本体及びナセル周辺の減音

処理、排出燃料処理等を図示したも

の等

(d)騒音及び発動機の排出物に影響を

及ぼす修理又は改造に関する技術的

記録

(12)その他型式設計に関して必要と認

められる資料

2.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているものと同一の

場合は、飛行規程の提示又は基本飛行

規程及び追加飛行規程の表紙等の写し

の提出でもよい。）

（付録I-2、5-2項参照）

3.製造国の政 (1) 航空機の輸出耐空証明書

府機関で発行

した当該航空 (2) 騒音及び発動機排出物の基準への

機の耐空性、 適合性を証明するもの

騒音又は発動 （適用の場合のみ、国際民間航空条

機の排出物に 約附属書16と同等以上の基準への適

ついて証明す 合を証明するもの）

る書類

4.航空の用に 過去の経歴 航空機及び現在装備

供した航空機 （製造後に実施した定時点検整備（使 している発動機、プ

については、 用時間が 500時間を超えると必要とな ロペラの航空日誌
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整備又は改造 る点検に相当する以上の点検のみとす

に関する技術 る。）及び改造の一覧で、実施年月日

的記録並びに 、整備又は改造の内容、有資格整備

総飛行時間及 士氏名、TT(TOTAL TIME､総飛行時間)､

び前回分解検 TSO(TIME SINCE OVERHAUL､オーバーホ

査後の飛行時 ール後の使用時間）等を記載したもの

間を記載した ）

書類

5.整備手順書 メンテナンス・マニュアル等

（付録I-3参照）

6.航空機の重 以下の事項を記載すること。ただし、

量及び重心位 当該事項が飛行規程に記載されている

置の算出に必 場合は、当該飛行規程をもって、本書

要な事項を記 類に代えることができる。

載した書類 (1) 航空機の自重及び重心位置

(2) 装備品の名称、重量及び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能量及び重心

位置

(4) その他

7.前各号に掲 (1) 航空機現況表 (様式Ⅰ-1) (a) 登録証明書

げるもののほ

か、参考事項 (2) 航空機経歴表 (様式Ⅰ-2)

を記載した書

類等 (3) 耐空性改善通報実施状況

(様式Ⅰ-3)

(4) 飛行規程の状況 （様式Ⅰ-4)

(5) 運用様式限界及び無線航法機器等

装備状況表 (様式Ⅰ-5)

(6) 受検準備のため実施した整備作業 作業点検表等で今回

の概要 実施した点検作業に

受検準備として実施した主要作業 関するもの

の概略を記載したもの

(7) 不具合処理記録 受検準備作業中に処

受検準備作業中に発見された主要 理した不具合の内容
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不具合及びその処理状況を記載した を記載したもの

もの

(8) 計測記録

重量及び重心の測定記録

(9) 耐空性改善通報(TCD)一覧及び実 サービス・ブレテ

施記録（該当するTCD 一覧） ィン等の一覧及び実

機体、発動機及びプロペラ並びに 施記録（該当するSB

装備品別とし、発行番号、発行年月 等の一覧）

日、発効年月日、実施時期、内容の 機体、発動機及び

概略、該当の有無、関連資料番号、 プロペラ（装備品に

実施年月日等が明記されていること ついては必要に応じ

。ただし、繰返検査が要求されてい ）別とし、発行番号

るもののうち点検表等に繰入れられ 、発行年月日、発効

たものについては、初回実施年月日 年月日、実施時期、

並びに当該点検表の番号及び繰入れ 適用度、適用種別、

年月日を記載してあればよい。 内容の概略、該当の

有無、関連資料番号

、実施年月日等が明

記されていること。

ただし、繰返検査が

要求されているもの

のうち点検表等に繰

入れられたものにつ

いては初回実施年月

日並びに当該点検表

の番号及び繰入れ年

月日を記載してあれ

ばよい。

（航空運送事業用の

航空機であって、別

途、上記についての

SBの管理が整備規程

の下で行われている

場合には、不要とす

る。）

(10)主要装備品の記録

原則として予備品証明対象部品及
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び時間管理部品とし、型式名、部品

番号、製造番号及びTT、TSO、TSC並

びに整備規程、整備基準、メンテナ

ンス・マニュアル、告示等に示され

ている限界使用時間を明記すること

（回転翼航空機及びタービン発動機

にあっては、限界使用時間が定めら

れている部品を含む。）

(11)その他

(a)航空機、発動機、プロペラ及び主

要装備品のパーツ・カタログ、オペ

レーティング・マニュアル、メンテ

ナンス・マニュアル、オーバーホー

ル・マニュアル、リペア・マニュア

ル及びサービス・ブレティン

（型式証明を受けた航空機及び同型

式機の場合は不要。）

(b)公差を含むプロダクション・フラ

イト・テスト要領

（型式証明を受けた型式の航空機及

び同型式機の場合は前号機から変更

されている場合のみ必要）

(12)社内地上試験記録及び不具合処理

記録

(a)社内地上試験記録

有資格整備士の確認のあるもの

(b)社内地上試験不具合処理記録

社内地上試験中に発見された不具

合の処理状況を記載したもの

(13)社内飛行試験記録及び不具合処理

記録

(a)社内飛行試験記録

担当操縦士の意見を添えた有資格

整備士の確認のあるもの

(b)社内飛行試験不具合処理記録

社内飛行試験中に発見された不具
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合の処理状況を記載したもの

(14)官検時の地上試験記録及び不具合

処理記録

(a)官検時の地上試験記録

(b)官検時の地上試験不具合処理記録

官検時の地上試験中に発見された

不具合の処理状況を記載したもの

(15)官検時の飛行試験記録及び不具合

処理記録

(a)官検時の飛行試験記録

(b)官検時の飛行試験不具合処理記録

官検時の飛行試験中に発見された

不具合の処理状況を記載したもの

2-3 更新耐空証明検査

(1)航空機の整備及び整備後の検査の能力について国土交通大臣の認定を受けた整

備事業者（航空機整備検査認定事業場）が整備（FAR PART 43 Appendix D Annu

al Inspection に相当する整備点検（以下、「年次点検」という。）又はこれと

同等以上の整備）及び整備後の検査（地上試験、飛行試験等）を実施し、基準へ

の適合性を確認したもの。（法第10条第6項第3号に掲げる航空機）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機は、認定事業場が航空機の構造並びに装備品及び系統

の状態について年次点検（付録I-3、3項参照）を実施するとともに、整備後、

地上試験、飛行試験等の検査をし、基準に適合することを確認したものである

ので、国による耐空証明検査は、改めての実機検査は原則行わず、当該認定事

業場がその確認の証として発行する航空機基準適合証その他の書類を確認する

ことにより行う。

認定事業場は、当該点検整備、地上試験、飛行試験を自ら行い、基準不適合

要素のないことを自ら確認することが求められているので、他の者が同等の整

備や試験を行った場合であっても、当該認定事業場がその整備、試験の一部を

省略することはできない。

航空機基準適合証は認定事業場が確認の証として発行する書類であって、こ

れにより飛行の許可を行うものではない。ただし、有効な耐空証明書を有して

いる場合は、当該航空機基準適合証の発行後、耐空証明の申請を行い、新耐空

証明書の交付を受けるまでの間も、飛行を行うことができる。

なお、新耐空証明書が交付されたときは、旧耐空証明書は返納しなければな
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らない。

耐空証明の検査希望時期（申請日と同日付けでよい。）は、当該航空機基準

適合証が交付された日から15日以内としなければならない。

(b)提出書類

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容

2第2項の表に

定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするも

類区分 の

1.航空機基準 航空機基準適合証

適合証 （検査希望時期以前15日以内に交付を

受けたものに限る。）

2.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているものと同一の

場合は、飛行規程の提示又は基本飛行

規程及び追加飛行規程の承認書の写し

の提出でもよい。）

3.航空機の重 以下の事項（前回の検査から変更され

量及び重心位 ていないものを除く。）を記載するこ

置の算出に必 と。ただし、当該事項が飛行規程に記

要な事項を記 載されている場合は、当該飛行規程を

載した書類 もって、本書類に代えることができ

る。

(1) 航空機の自重及び重心位置

(2) 装備品の名称、重量及び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能量及び重心

位置

(4) その他

4.前3号に掲 (1) 登録証明書の写し

げるもののほ (2) 旧耐空証明書の写し

か、参考事項 (3) 旧運用限界等指定書の写し

を記載した書 (4) 航空機現況表 (様式Ⅰ-1)

類 (5) 航空機経歴表 (様式Ⅰ-2)

(6) 耐空性改善通報実施状況

(様式Ⅰ-3)
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(7) 飛行規程の状況 (様式Ⅰ-4)

(8) 運用様式限界及び無線航法機器等

装備状況表 (様式Ⅰ-5)

(2) (1)以外の航空機

（法第10条第5項第3号に掲げる航空機で同条第6項第3号に掲げる航空機以外のも

の）

(a)検査の概要

本項に該当する航空機についての国による耐空証明検査は、提出書類の確認、

地上試験及び飛行試験の実機検査等の実施により行う。

国の実機検査を受ける場合、受検前に、受検者による年次点検又はこれと同

等以上の整備（付録I-3、3項参照）及び不具合の是正並びに地上試験及び飛行

試験の実施が必要である。

(b)提出書類

規則第12条の 左欄の書類、図面等の内容 備考

2第2項の表に

定める添付書 提出を必要とするもの 提示を必要とするもの

類区分

1.飛行規程 飛行規程

（既に承認を受けているも

のと同一の場合は、飛行規

程の提示又は基本飛行規程

及び追加飛行規程の表紙等

の写しの提出でもよい。）

（付録I-2、5-3項参照）

2.整備又は改 (1) 過去の経歴 過去の経歴 注１

造に関する技 前回耐空検査後の定時 (a) 前回耐空証明検査後

術的記録並び 点検整備、大規模修理及 の定時点検整備等の実

に総飛行時間 び改造の一覧で、50時間 施記録

及び前回分解 、100 時間、1000時間等 (b) 航空機及び現在装備

検査後の飛行 の点検時間の別（整備の している発動機及びプ

時間を記録し 場合）、実施年月日、有 ロペラの航空日誌

た書類 資格整備士氏名、TT（総

飛行時間）、TSO（オー
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バーホール後の使用時

間）、TSC（点検後の使

用時間）等を記載したも

の

(2) 前回耐空検査後の不具 前回耐空検査後処理した 注１

合処理記録 不具合の内容を記載した

前回耐空検査後の主要 もの

不具合及びその処理状況

を記載したもの

(3) 前回耐空検査後の主要 前回耐空検査後の主要装 注１

装備品交換記録（部品を 備品交換記録（部品を含

含む） む）

部品のTT、TSO、TSC (a) 交換部品の証明書類

等、又、予備品証明対象 予備品証明書、基準適

部品の場合にあっては証 合証等

明書類の番号を記載した (b) 機能試験記録等

もの

（注１）連続式耐空証明を有する航空機にあっては、

受検前1年間の記録でよい。

3.使用中止中 保存整備等の実施年月日 保存整備等の実施記録

の保管の状況 、有資格整備士氏名等を記

を記載した書 載したもの。2.(2) に含め

類 て記載してよい。

4.航空機の重 以下の事項（前回の検査か

量及び重心位 ら変更されていないものを

置の算出に必 除く。）を記載すること。

要な事項を記 ただし、当該事項が飛行規

載した書類 程に記載されている場合

は、当該飛行規程をもっ

て、本書類に代えることが

できる。

(1) 航空機の自重及び重心

位置

(2) 装備品の名称、重量及

び重心位置
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(3) 燃料タンクの使用可能

量及び重心位置

(4) その他

5.前各号に掲 (1) 登録証明書の写し

げるもののほ (2) 旧耐空証明書の写し

か、参考事項 (3) 旧運用限界等指定書の

を記載した書 写し

類等 (4) 航空機現況表

(様式Ⅰ-1)

(5) 航空機経歴表

(様式Ⅰ-2)

(6) 耐空性改善通報実施状

況 (様式Ⅰ-3)

(7) 飛行規程の状況 作業点検表等で今回実施

(様式Ⅰ-4) した点検及び計測作業に

(8) 運用様式限界及び無線 関するもの

航法機器等装備状況表

(様式Ⅰ-5)

(9) 受検準備のため実施し 受検準備作業中に処理し

た整備作業の概要、受検 た不具合の内容を記載し

準備として実施した計測 たもの

作業その他の主要作業の

概略を記載したもの

(10)不具合処理記録 過去に発行された耐空性

受検準備作業中に発見 改善通報（TCD）一覧及

された主要不具合及びそ び実施記録 注２

の処理状況を記載したも 機体、発動機及びプロペ

の ラ並びに装備品別とし、

発行番号、発行年月日、

(11)耐空性改善通報(TCD) 発効年月日、実施時期、

一覧及び実施記録 内容の概略、該当の有

（前回耐空証明検査後発 無、関連資料番号、実施

行及び実施したTCD のリ 年月日等が明記されてい

スト、なお、未実施のも ること。ただし、繰返検

のはその理由について記 査が要求されているもの

載すること。） のうち点検表等に繰入れ

初回実施年月日並びに当
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該点検表の番号及び繰入

れ年月日を記載してあれ

ばよい。

過去に発行されたサービ

ス・ブレティン(SB)等

の全一覧及び実施記録

機体、発動機及びプロ

ペラ（装備品については

必要に応じ）別とし、発

行番号、発行年月日、発

効年月日、実施時期、適

用度、適用種別、内容の

概略、該当の有無、関連

資料番号、実施年月日等

が明記されていること。

ただし、繰返し検査が要

求されているもののうち

点検表等に繰入れられた

ものについては、初回実

施年月日並びに当該点検

表の番号及び繰入れ年月

日を記載してあればよ

い。

（航空運送事業用の航空

機であって、別途、上記

についてのSBの管理が整

備規程の下で行われてい

る場合には、不要とす

る。）

２）連続式耐空証明を有する航空機にあっては、

受検前1年間の記録でよい。

(12)主要装備品の記録

原則として予備品証明

対象部品及び時間管理部
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品とし、型式名、部品番

号、製造番号及びTT、TS

O、TSC並びに整備規程、

整備基準、メンテナンス

・マニュアル、告示等に

示されている限界使用時

間を明記すること

（回転翼航空機及びター

ビン発動機にあっては、

限界使用時間が定められ

ている部品を含む。）

(13)騒音及び発動機排出物

の基準への適合性に係る

資料

（適用の場合のみ）

(a)騒音及び発動機排出物

に影響を及ぼす修理又は

改造に関する技術的記録

(b)発動機本体及びナセル

周辺の減音処理、排出燃

料処理等の現状を図示し

たもの等

(14)社内地上試験記録及び

不具合処理記録

(a)社内地上試験記録

有資格整備士の確認の

あるもの

(b)社内地上試験不具合処

理記録

社内地上試験中に発見

された不具合の処理状況

を記載したもの

(15)社内飛行試験記録及び

不具合処理記録

(a)社内飛行試験記録

担当操縦士の意見を添

えた有資格整備士の確認
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のあるもの

(b)社内飛行試験不具合処

理記録

社内飛行試験中に発見

された不具合の処理状況

を記載したもの

(16)官検時の地上試験記録

及び不具合処理記録

(a)官検時の地上試験記録

(b)官検時の地上試験不具

合処理記録

官検時の地上試験中に

発見された不具合の処理

状況を記載したもの

(17)官検時の飛行試験記録

及び不具合処理記録

(a)官検時の飛行試験記録

(b)官検時の飛行試験不具

合処理記録

官検時の飛行試験中に

発見された不具合の処理

状況を記載したもの
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3. 耐空証明関係手続き

3-1 申請書の記載要領及び申請書類の提出先

(1)耐空証明申請書の記載要領

(a)申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

申請の航空機の使用者を原則とするが、当該航空機の所有者、受検を委任さ

れた事業者等その代理人でもよい。（参考サーキュラー TCL-144）

(b)所有者氏名又は名称及び所有者住所

申請時点の当該航空機の所有者名及び所有者住所を記載する。

(c)航空機の種類、国籍記号及び登録記号、登録番号、型式、型式証明書番号、

製造番号、製造年月日、最大離陸重量、耐空類別、適用される法第10条第4項

の基準、製造者氏名又は名称、製造者住所、所持する耐空証明書番号及び有効

期間

検査を受検する際に提出する書類等と整合するものでなければならない。

(d)手数料の区分

政令に定められる手数料区分を記入する。

(e)騒音又は発動機の排出物の実測を行う検査の有無

当該検査において騒音又は発動機の排出物の実際の測定を必要とする場合は、

「有」として必要な測定項目（「騒音」、「発動機の排出物」又は「騒音及び

発動機排出物」）を明記する。

(f)検査希望場所

検査希望場所を記載すること。ただし、法第10条第6項第1号及び第3号に規

定する航空機の場合は以下の通りとし、同項第2号に規定する航空機の場合は

記載不要とする。

a.地方局運用課からの交付を受ける場合については、検査を担当する地方局

検査官室の名称を記載すること。

b.以下の駐在検査官室における交付を希望する場合については、当該駐在検

査官室の名称を記載すること。

（i） 東京航空局大田区駐在航空機検査官室

〒144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－１東京空港事務所内

ＴＥＬ ０３－５７５７－３０００

（ⅱ）東京航空局成田市駐在航空機検査官室

〒282-8602 千葉県成田市古込字込前１３３ 新東京空港事務所内

ＴＥＬ ０４７６－３０－２１７７

（ⅲ）東京航空局名取市駐在航空機検査官室

〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港事務所内

ＴＥＬ０２２－３８３－１３８１

（ⅳ）大阪航空局豊山町駐在航空機検査官室

〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場 名古屋空港内
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ＴＥＬ ０５６８－２９－１９８５～６

（ⅴ）大阪航空局八尾市駐在航空機検査官室

〒581-0043 大阪府八尾市空港２－１２ 総合ビル内

ＴＥＬ ０７２９－９２－７９８３

(g)検査希望時期

検査希望時期を記載する。なお、法第10条第6項に規定する航空機の場合

（地方局運用課からの交付を受ける場合に限る。）は申請日と同一の日を記載

してよい。

(h)備 考

申請に係る連絡先（氏名、電話番号）を記入すること。

耐空証明書の交付を郵送で受ける場合は本欄にその旨も明示する。

法第10条第5項及び第6項に規定する航空機の場合は、申請書の備考欄に、該

当する条項号を記入すること（記入例：法第10条第6項第3号に規定する航空

機）。

(2)耐空証明申請書類の提出先

(a)型式証明を受けていない新型式航空機の検査の場合又は受検希望地が外国の

場合

国土交通省航空局安全部航空機安全課 航空機検査官

東京都千代田区霞ヶ関２－１－３

TEL ０３－５２５３－８７３５

(b) (a)以外の検査で受検希望地が新潟、長野、静岡以東の場合

東京航空局保安部運用課検査乗員係

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第二合同庁舎

TEL ０３－５２７５－９２９２

(c) (a)以外の検査で受検希望地が富山、岐阜、愛知以西の場合

大阪航空局保安部運用課検査乗員係

大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館

TEL ０６－６９４９－６２１１
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3-2 申請書類の提出から検査、耐空証明書の交付までの流れ

(1)現状検査を省略する国産航空機の新規検査（法第10条第6項第1号に規定する航

空機）又は更新検査（法第10条第6項第3号に規定する航空機）の場合

①耐空証明更新検査のた

めの整備及び検査依頼

航空機使用者 （更新検査のみ） 認定事業場

（申請者） （製造及び検査又

は整備及び検査）

②基準適合証交付

(代行申請)

③申請 ⑥証明書

（代行可） 交付、 ⑦旧証明書返納

発送 （更新検査の場合のみ）

地方局運用課 ④申請書、基準適合証 地方局検査官室

及び添付書類 駐在検査官室

受 付 耐空証明検査

交 付 ・現状の検査

⑤発行伺い日付け記入 ：書類検査

(a)検査希望時期（地方局運用課からの交付を受ける場合については、申請日と

同日付けでよい。）は、航空機基準適合証の交付日から15日以内とすること。

(b)認定事業場による申請の代行を認める。

（参考サーキュラーTCL-144）

(c)耐空証明書の郵送を希望する場合は、申請書の備考欄にその旨を明示すると

ともに、宛て先を明記し書留郵送料相当の切手を貼った郵送用封筒（日本工業

規格A5版用紙が同封可能であること。）を添付すること。

(d)航空機使用者は航空日誌へ耐空証明書の交付日及び番号の記載を行うこと。

（法第58条、規則第142条）

(e)更新検査の場合、航空機使用者は新耐空証明書受領後、速やかに旧耐空証明

書を返納すること。（規則第16条の3）

(f)上記「⑥証明書交付」について、駐在検査官室における交付を希望する場合

には、使用者（又は申請代行者）は、地方局運用課への上記「③申請」を行う

際に、当該駐在検査官室と実施可能な検査日について調整すること。
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(2)現状検査を省略する輸入航空機の新規検査（法第10条第6項第2号に規定する航

空機）の場合

航空機使用者 輸出国当局（相互

（申請者） ①輸出耐空証明書 承認協定締結国）

②申請（代行可） ⑤証明書交付、発送

地方局運用課 ③申請書、輸出耐空証明書 地方局検査官室
及び添付書類

受 付 耐空証明検査
交 付 ・現状の検査

④発行伺い日付け記入 ：書類検査

(a)検査希望時期（申請日と同日付けでよい）は、輸出耐空証明書の発行日から

2か月以内であること。ただし、当局が別途認めた場合は除く。

(b)耐空証明書の郵送を希望する場合は、申請書の備考欄にその旨を明示すると

ともに、宛て先を明記し書留郵送料相当の切手を貼った郵送用封筒（日本工業

規格A5版用紙が同封可能であること。）を添付すること。

(c)航空機使用者は航空日誌へ耐空証明書の交付日及び番号の記載を行うこと。

（法第58条、規則第142条）

市販の航空日誌であって記入欄が小さい又はない場合には、別紙に記載して

添付すること。

(3)現状検査を省略しない航空機（法第10条第5項に規定する航空機で同条第6項に

規定する航空機を除く）の場合

航空機使用者

（申請者） ⑤証明書交付

（検査場所及び検査日の調整） （検査官により

①申請(代行可) ⑥旧証明書返納（更新検査のみ） 現地交付）

地方局運用課 ②申請書及び 地方局検査官室
添付書類

受 付 耐空証明検査
・設計及び製造過程の検査

証明書作成 ③発行伺い ：省略又は書類検査
・現状の検査

：地上検査及び飛行検査
④証明書

(a)受検を委任された事業者等による申請の代行を認める。

（参考サーキュラー TCL-144）
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4.法改正に伴う経過措置

「航空法施行規則の一部を改正する省令（平成9年省令第24号）」による改正後

の規則の施行（平成9年10月1日）の際に、「航空法の一部を改正する法律（平成

8年法律第35号）」による改正前の航空法の規定による耐空証明を受けている航空

機であって、新たに環境基準の適用を受けるもののうち、当該基準に適合するよ

うに改造することが困難であると国土交通大臣が認めた航空機については、新た

な環境基準に適合しなくても耐空証明を受けることができる。
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様式Ⅰ－１

航 空 機 現 況 表

1 登 録 （登録記号）ＪＡ （登録番号） （登録年月日）

2 耐空証明 （旧耐空証明書番号） (旧耐空証明書有効期間）

3 （欠 番）

4 運用限界 （旧運用限界等指定書発行年月日） (飛行規程）

章 章 章 章 追加□ その他□

5 定置場・検査 （定置場） （検査実施検査官室） （検査場所）

実施検査官室等 室コード[ ]

6 検査・事業区分 （検査区分） 新規□ 定期□ 修改□ （事業区分）運送□ 使用□ 自家□

7 作業内容 （官検前作業内容）

8 使用者等 （航空機使用者） （日常整備担当者）

9 作業者 （官検前作業実施者）

10 型 式

11 機 耐空類別

12 製造番号 （製造番号） （製造年月日）

・年月日

13 体 最大重量 （最大離陸重量） kg （最大着陸重量） kg

14 使用時間 （T.T.） （T.S.C.） （点検の種類） （実施年月日）

hr hr

15 型式・ （型式名） （製造番号）

№ 製造番号

１

16 使用時間 （T.T.） hr （T.S.O.） hr

発

17 型式・ （型式名） （製造番号）

№ 製造番号

２

18 使用時間 （T.T.） hr （T.S.O.） hr

動

19 型式・ （型式名） （製造番号）

№ 製造番号

３

20 使用時間 （T.T.） hr （T.S.O.） hr

機

21 型式・ （型式名） （製造番号）

№ 製造番号

４

22 使用時間 （T.T.） hr （T.S.O.） hr

23 騒音基準 （ＩＣＡＯ Ａｎｎｅｘ１６ Ｖｏｌ．１該当章） 章

24 ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ/ﾛｰﾀｰ （プロペラ／メインローター型式）

25 騒 騒音値 （離陸） （側方） （進入） （上空通過）

26 音 基準値 （離陸） （側方） （進入） （上空通過）

27 発動機排出物 （排出燃料規制）適用有□ （排出ガス規制）適用有□

28 申請者氏名又は （申請者氏名又は名称） （作成年月日）

名称・作成年月

室コード 本省１、東京２、羽田３、調布４、成田５、大阪６、名古屋７、八尾８、仙台９
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様式Ⅰ－２

ＪＡ

航 空 機 経 歴 表

番号 合格年月日 検査 耐空（騒音） Ｔ．Ｔ．(hr) 作 業 内 容

区分 証明番号

検査区分コード １：新規耐空証明検査 （４：新規騒音基準適合証明検査）

２：定期耐空証明検査 （５：定期騒音基準適合証明検査）

３：修理改造検査 （６：騒音関係修理改造検査）
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様式Ⅰ－３

ＪＡ

耐空性改善通報実施状況

頁数 ／ 年 月 日 現在

初 回 処 置 繰 返 処 置

番号 該当ＴＣＤ番号 処置 適用 備 考

終了 未実施 （実施年月日） 有 終了処置（実施年月日） 区分

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

適用区分コード Ａ：機体 Ｅ：発動機 Ｐ：プロペラ Ｃ：その他

注：前回提出からの追加分及び前回提出から実施状況に変更のあったものについて記入又は訂正すること。
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様式Ⅰ－４

ＪＡ

飛 行 規 程 の 状 況

基本飛行規程 基本飛行規程承認年月日： ＴＣ又は原飛行規程：□

追加飛行規程

番号 追加飛行規程 ＴＣ、ＳＴＣ又 追 加 飛 行 規 程 名

承認年月日 は原飛行規程

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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様式Ⅰ－５

ＪＡ

運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表

運用様式限界

□計器飛行方式 □有視界飛行 □高高度飛行

□計器飛行 □昼間 □着氷気象状態

□計器航法 □夜間 □その他

無線航法機器等装備状況

ＶＨＦ ＣＯＭ： ＨＦ ＣＯＭ： ＥＬＴ： ＡＣＡＲＳ： ＳＡＴＣＯＭ：

ＡＤＦ： ＶＯＲ/ＬＯＣ： ＤＭＥ： Ｇ/Ｓ： Ｍ/Ｂ：

ＬＯＲＡＮ(Ａ)： ＬＯＲＡＮ(Ｃ)： ＯＭＥＧＡ： ＧＰＳ： ＩＮＳ/ＩＲＳ：

Ｔ/Ｐ(Ａ)： Ｔ/Ｐ(Ｃ)： Ｔ/Ｐ(Ｓ)： Ｅ/ＡＬＴ： ＴＣＡＳ：

ＲＡＤＩＯ ＡＬＴ： ＷＸＲＡＤＥＲ： Ａ/ＰＩＬＯＴ： ＧＰＷＳ： ＦＭＳ：

ＣＶＲ： ＦＤＲ： ＣＰＤＬＣ： ＥＦＩＳ：
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様式Ⅰ－６

新規輸入航空機現状報告書

国籍記号及び登録記号 ＪＡ 製造番号

航

空 航空機型式及び製造者

機

所有者氏名又は名称

発 行 番 号 発行日 西暦 年 月 日

輸 輸出耐空証明に含まれる追加型式設計（ＳＴＣ）による改修

出

耐 外国の証明番号 我が国の承認番号 表 題

空

証

明

（注）１．原則として検査希望時期は輸出耐空証明書の発行日から２か月以内である

こと。

２．ＳＴＣについては、必ず我が国の承認を受けていること。受けていない場

合は、国の実機検査を省略する申請区分の適用は受けられない。

輸 次の①、②及び③の作業が実施された場合はそれについての記録を記載すること

出 （同内 容の記録を添付してもよい）。実施されていない場合は「なし」と記載する

耐 こと。

空 ①、②及び③以外の作業が実施されている場合は、原則として国の実機検査を省略

証 する申請区分の適用は受けられない。

明 ① 航空機の輸送のための改修（空輸のための燃料増槽タンクの取付け・取外し、

書 海上輸送のための分解・組立等）

発 ② 空輸又は上記作業に伴い発生した整備作業（保守、軽微な修理又は小修理に限

行 る。）

後 ③ 領収検査（地上検査及び飛行検査）に伴い発生した整備作業（保守、軽微な修

の 理又は小修理に限る。）

作

業 作業年月日／場所 作業概要／準拠書類等／作業確認者又は組織／その他

記

録

添付書類の有無 有 ／ 無

上記の航空機について、輸出耐空証明書発行後実施された作業は適切なものである

こと及び現状は特に不具合がないことを報告する。

西暦 年 月 日 氏名又は名称 ,

（当該航空機の有資格整備士又は整備改造認定事業場)
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付録I-1 航空機現況表等の記載要領

1.概要

耐空証明検査等の申請に際して提出を要する航空機現況表等について、対象とな

る書類様式及び適用関係は2項のとおりであり、3項にその記入要領を示す。

2.適用

2-1 航空機現況表（様式I-1）

この書類は耐空証明検査及び修理改造検査の際に提出する。

2-2 航空機経歴表（様式I-2）、耐空性改善通報実施状況（様式I-3）、

飛行規程の状況（様式I-4）及び運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表

（様式I-5）

これらの書類は耐空証明検査の申請の際に航空機現況表とともに提出する。

2-3 新規輸入航空機現状報告書（様式I-6）

この書類は法第10条第6項第2号に掲げる輸入航空機の現状検査を一部省略する

新規耐空証明検査の申請の際に提出する。

3.記入要領

3-1 一般

(1)年月日は西暦表記とし、例えば「2000/02/01」と記入する。

(2)使用時間は、時間と分の間に「+」を挿入し、例えば400時間5分は「400+05」

と記入する。

(3)選択形式のものは該当する個所に「レ」を記入する。

(4)当該航空機に該当しない部分は空欄のままとする。

3-2 航空機現況表（様式I-1）

(1)登録及び耐空証明（登録記号、登録番号、登録年月日、旧耐空証明書番号及び

旧耐空証明書有効期間）

航空機登録証明書及び耐空証明書を参照して記入する。

(2)運用限界（旧運用限界等指定書発行年月日及び飛行規程）

飛行規程の項は運用限界等指定書に基づき運用限界として指定される飛行規程

の該当章番号を記入する。運用限界として追加飛行規程の一部又は全部が指定さ

れている場合は「追加」の、又、基本飛行規程及び追加飛行規程以外の附則等が

指定されている場合は「その他」の各該当個所に「レ」を記入する。

(3)定置場・検査実施検査官（定置場、検査実施検査官室及び検査場所）

定置場及び検査場所は該当する飛行場等の名称を記入する。検査実施検査官室

は検査を担当することになる検査官室の室コード（様式I-1最下段参照）を記入
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する。

なお、法第10条第6項の現状検査を一部省略する耐空証明検査は、東京（大手

町）航空局又は大阪（大手前）航空局のいずれかが担当する。

(4)検査・事業区分（検査区分及び事業区分）

各々の該当個所に「レ」を記入する。

(5)作業内容（官検前作業内容）

受検準備及び関連作業として直近に実施された点検整備の種類又は名称等（年

次点検、100 HR CK 、B CK等）を記入する。修理改造検査対象作業の場合は、欄

の枠の範囲内で、大項目から順に、例えば「DME装備」のように記入する。

(6)使用者等及び作業者（航空機使用者、日常整備担当者及び官検前作業実施者）

各々の該当する氏名又は名称を記入する。

(7)機体の型式、耐空類別及び製造番号・年月日（製造番号及び製造年月日）

航空機に搭載される書類等と整合するものでなければならない。

(8)機体の最大重量及び使用時間（最大離陸重量、最大着陸重量、T.T.､ T.S.C.

及びその点検の種類並びに実施年月日）

重量はkg単位とし、小数点以下は四捨五入し整数部分のみを記入する。（例

5320.3 kg は「5320」と記入する。）

T.S.C.の欄は(5)項の直近の点検実施後の飛行時間を記入する。

(9)発動機の型式・製造番号及び使用時間（型式名、製造番号、T.T.及びT.S.O.）

申請時点でのデータを記入する。

(10)騒音基準（ICAO Annex 16 Vol.1 該当章）

附属書第２により騒音規制が適用される場合、該当するICAO Annex 16 Vol.1

の章番号を記入する。

(11)プロペラ／ローター（プロペラ／メインローター型式）

該当する型式名を記入する。

(12)騒音値及び基準値（離陸、側方、進入及び上空通過）

飛行規程に記載されている騒音値及び附属書第２(ICAO Annex 16 Vol.1) に規

定されている基準値を記入する。値は、小数点２桁を四捨五入して小数点１桁ま

でを記入する。（例 90.25 EPN dBは「90.3」と記入する。）

(13)発動機排出物（排出燃料規制及び排出ガス規制）

附属書第3（ICAO Annex 16 Vol.2）により発動機排出物規制が適用される場合、

排出燃料規制及び排出ガス規制の各々について適用該当個所に「レ」を記入する。

(14)申請者氏名又は名称・作成年月日

申請者氏名又は名称は申請書の記載と整合するものでなければならない。作成

年月日は当該航空機現況表の作成年月日を記入する。

3-3 航空機経歴表（様式I-2）

(1)登録記号

3-2(1)項を参照し右最上段に登録記号を記入する。

(2)番号、合格年月日、検査区分、耐空（騒音）証明番号、T.T.及び作業内容
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当該航空機が受検した官検（耐空証明検査、修理改造検査、航空法の一部を改

正する法律（平成8年法律第35号）の施行前に受検した騒音基準適合証明又は騒

音関係修理改造検査）について、合格年月日の順に最初の検査から前回検査まで

の検査合格年月日、検査区分コード（様式最下段参照）、耐空（騒音）証明番号、

T.T.及び作業内容を航空日誌等から調査の上、記載する。

各々の項目の記載要領の解説は 3-2項に準ずる。

なお、不明の過去の記録は記入しなくてよい。

欄が足りない場合は用紙が2枚以上になってもよい。

3-4 耐空性改善通報実施状況（様式I-3）

(1)登録記号

3-2(1)項を参照し右最上段に登録記号を記入する。

(2)番号、該当TCD番号及び処置終了

当該航空機に該当するTCDを記載する。記載順序は原則としてTCD番号順とする。

「処置終了」の欄は初回処置、繰返処置を含めてTCDの処置が全て終了してい

る場合に「レ」を記入する。

(3)初回処置

TCDによる実施時期指定等により初回処置が申請時点で未実施（未着手）の場

合は、「未実施」の欄に「レ」を記入する。

実施年月日の欄には、初回処置として複数の処置が指定されている場合も含め

て全ての処置が完了している場合に、初回処置としての最後の処置を実施した日

付けを記入する。

(4)繰返処置

TCDにより繰返処置が指定されている場合に「有」の欄に「レ」を記入し、繰

返処置の終了処置が完了している場合に終了処置実施年月日の欄に実施した日付

けを記入する。

(5)適用区分及び備考

適用区分の欄は適用区分コード（様式I-3最下段参照）を記入し、備考欄には、

初回処置の実施時期又は繰返処置の間隔等の特記事項があれば、それを記入する。

(6)その他

用紙が2枚以上になるときは、上欄に「頁数1/2」等と記入する。

3-5 飛行規程の状況（様式I-4）

(1)登録記号

3-2(1)項を参照し右最上段に登録記号を記入する。

(2)基本飛行規程の承認年月日及び当該飛行規程の種類

当該航空機の基本飛行規程の承認年月日を記入し、当該基本飛行規程が型式証

明飛行規程又は原飛行規程である場合は該当欄に「レ」を記入する。

(3)番号、追加飛行規程の承認（装備）年月日、当該飛行規程の種類及び追加飛行

規程名
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当該航空機に適用となる追加飛行規程がある場合には、それらの承認年月日及

び規程名を承認年月日の順に記入する。

各々の追加飛行規程について、当該追加飛行規程が型式証明飛行規程、 追加

型式証明飛行規程又は原飛行規程である場合は該当欄に「レ」を記入する。

3-6 運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表（様式I-5）

(1)登録記号

3-2(1)項を参照し右最上段に登録記号を記入する。

(2)運用様式限界

該当する項目の全てに「レ」を記入する。飛行規程の記載事項と整合するもの

でなければならない。

(3)無線航法機器等装備状況

該当する無線航法機器等の全てについて、その装備個数を記入する。

3-7 新規輸入航空機現状報告書（様式I-6）

(1)国籍記号及び登録記号、製造番号、航空機型式及び製造者、所有者氏名又は名

称

航空機登録証明書を参照して記入する。

(2)輸出耐空証明書発行番号及び発行日

輸出国の当局により発行された当該証明書の発行番号及び発行年月日を記入す

る。

法第10条第6項第2号に掲げる輸入航空機の現状検査を省略する新規耐空証明検

査を受けるためには、原則として検査希望時期（申請日と同日付けでよい）は輸

出耐空証明書の発行日から2か月以内であること。

(3)輸出耐空証明に含まれる追加型式設計による改修

当該機に対して既に実施され輸出耐空証明に含まれる追加型式設計（Supplem

ental Type Certificate, STC）による改修について、外国の証明番号(Orignal

STC)、我が国の承認番号及び表題を記入する。

我が国の承認を受けていないSTCによる改修が実施されている場合には国の実

機検査を省略する申請区分の適用は受けられない。

(4)輸出耐空証明書発行後の作業記録

輸出耐空証明書発行以後、我が国の耐空証明を申請するまでの間に実施された

作業であって、様式I-6の当該欄に規定された作業の記録として、該当の作業年

月日、場所、作業概要、準拠書類等、作業確認者又は組織、その他の特記事項を

記載する。様式I-6のみでは記録欄が不足の場合は、同様の記録欄を設定したA4

版の用紙に記入し、これを添付する。

なお、同様の項目が記録されている航空日誌等があれば、様式I-6の記録欄に

は「添付航空日誌（写し）参照」等と記入し、当該航空日誌等の写しを添付して

もよい。

該当する作業が実施されていない場合は、記録欄に「なし」と記入する。
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(5)添付書類の有無

添付書類の有無について該当する方を丸で囲む。

(6)報告者の氏名又は名称

法第10条第6項第2号に掲げる輸入航空機の現状検査を省略する新規耐空証明検

査を受けるためには、当該報告書の報告者は当該航空機の有資格整備士又は整備

改造認定事業場（当局が特に認めた場合は、その者）でなければならない。
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付録I-2 飛行規程の作成、管理要領

1. 目 的

飛行規程は、耐空証明、修理改造検査、型式証明又は追加型式設計承認の申請に

際しての提出書類の１つであり規則第12条の2第2項、第17条第2項、第23条第2項、

第25条）、記載すべき事項は規則第5条の4に規定されている。

本サーキュラーは飛行規程の作成、管理及び承認の手続き等に関する細目を定め

るものである。

2. 飛行規程の種類と作成・管理者

飛行規程は、個々の航空機に付随するものであり、その内容について当局の承認

を要するものであるが、同一の型式の航空機であればその基本部分の飛行規程の内

容も同一であることから、次のように飛行規程の種類分けを行い、その作成・管理

者について規定するとともに、当局の承認を効率的に行うこととする。

2-1 型式証明飛行規程（法第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機の飛行規程

であって、当該型式証明を受けた者が作成・管理するもの。以下「TC飛行規程」

という。）

型式証明を受けた型式の航空機については、型式証明を受けた者が飛行規程の

作成及び変更の管理を行うこととする。

2-2 原飛行規程（輸入航空機であって、型式証明を受けていない型式のものの飛行

規程で、特定の作成・管理者が同一型式の航空機に対して作成・管理を行う飛行

規程）

型式証明を受けていない型式の航空機であっても、同一の型式の航空機につい

ては、その飛行規程の内容も同一となる場合がある。この場合、当該型式の航空

機の輸入代理店等が、当該飛行規程の作成及び変更の管理を行うことができる。

2-3 個別飛行規程（TC飛行規程又は原飛行規程の適用を受けない航空機に対して、

個別に作成・管理を行う飛行規程）

2-1項又は2-2項のいずれの適用も受けない航空機の飛行規程については、個々

の航空機使用者等が飛行規程の作成及び変更の管理を行うこととする。

2-4 追加型式設計承認飛行規程（法第13条の2第1項の追加型式設計承認に係る飛行

規程。以下「STC飛行規程」という。）

型式証明を受けた型式の航空機について、追加型式設計により飛行規程の変更

を行った場合、上記のTC飛行規程の変更を行う必要が生じる場合がある。

通常、このような場合には、TC飛行規程そのものは変更を行わず変更を必要と

する部分のみを記述した飛行規程（後述の追加飛行規程）を作成することになる。
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当該航空機の飛行規程については、原則として追加型式設計承認を受けた者が

飛行規程の作成及び変更の管理を行うこととする。

なお、以下において、型式証明を受けていない型式の航空機に対する同等追加

型式承認（TCL-164による。）に係る飛行規程の取扱についても、STC飛行規程の

取扱と同じとする。

3. 飛行規程の構成

3-1 基本飛行規程

標準装備の航空機に対する飛行規程を基本飛行規程と呼ぶ。

基本飛行規程の構成は次の通りとする。

(1)表紙等

飛行規程の構成、承認状況等を明確にするため、様式の定められた次の頁を冒

頭に配置する。ただし、輸入航空機のTC飛行規程の場合等、他の様式をもって同

等の内容が示されるときは、この限りではない。

(a)表紙（様式 I-2-1）

航空機型式等を記入する。（個別飛行規程については、適用を受ける航空機

の国籍記号及び登録記号を記入すること。）

TC飛行規程又は原飛行規程の場合は、下段に型式証明保有者名又は原飛行規

程管理責任者名を記載する。

(b)飛行規程承認書（様式 I-2-2）

5項に従って交付された飛行規程承認書又は当該飛行規程を承認したことを

示す書類（5-1(2)の適用を受ける飛行規程については、当該飛行規程に係る航

空機又は装備品等の設計国の当局が承認したことを示す書類）。変更の承認を

受けた場合は最新のものをファイルする。

(c)頁一覧表（様式 I-2-3）

全頁ごとに承認日を記入する。承認対象外頁の承認日欄には変更日を記入す

るとともに、「対象外」と記入する。なお、頁一覧表は表紙を除く全ての頁か

ら構成され、飛行規程承認書、章別の目次及び本文頁等が明記されていること。

（注）輸入航空機の飛行規程については、当該飛行規程が準拠した当該航空機

の製造国又は設計国が承認したFlight Manual等の最新の改訂番号が頁一覧

表等に示されること（別途、変更状況表を作成することにより示してもよ

い。）。

(d)TCD挟み込み状況表（様式 I-2-8）

TCDの指示による飛行規程改訂（第5-6項(2)）の際の、TCDの挟み込み/除去状

況を記入する。本表は、承認対象外とする。本表は、平成13年11月1日以降最初

にTCDの指示による飛行規程改訂を実施する際までに配置すること。

(2)本文

規則第5条の4に規定された次の事項について記載し、承認を受けるものとする。
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ただし、輸入航空機の飛行規程の記載事項（航空機の限界事項、航空機の騒音に

関する事項及び発動機の排出物に関する事項を除く。）に関しては、当該飛行規

程が準拠するFlight Manual等に記載されている事項に係るもののうち、当該航

空機の製造国が承認していない事項に係るものついては、承認の対象とはしない。

第１章 航空機の概要

第２章 航空機の限界事項

第３章 非常操作（非常の場合にとらなければならない各種装置の操作そ

の他の措置）

第４章 通常操作（通常の場合における各種装置の操作方法）

第５章 航空機の性能

第６章 航空機の騒音に関する事項

第７章 発動機の排出物に関する事項

（注）1.各章の間にはセパレータを挿入し、見出しをつけること。

2.各頁に、航空機型式及び承認日（承認対象外頁は変更日）を記入す

ること。ただし、4-2(2)の適用を受ける輸入航空機の飛行規程につ

いては、承認日は当該航空機の製造国又は設計国等が承認した日で

もよい。（様式 I-2-4：ただし書きの飛行規程については、当該製

造国又は設計国等が承認した様式でもよい。）

3.｢ABNORMAL､ NONNORMALな操作｣ がある場合には、非常操作若しくは

通常操作の章中に別途の区分を設けて、又は、別章を設けて記載す

ること。

4.「航空機の騒音に関する事項」及び「発動機の排出物に関する事

項」は、「航空機の性能」に含めて記載してもよい。

5. 4-2(2)の適用を受ける航空機の飛行規程に関しては、

・「航空機の概要」の一部又は全てを他の章に記載又は追加飛行規

程として作成してもよい。

・「航空機の限界事項」、「非常操作」、「通常操作」、「航空機

の性能」、「航空機の騒音に関する事項」又は「発動機の排出物

に関する事項」の一部を追加飛行規程として別途作成してもよい。

3-2 追加飛行規程

追加飛行規程は、特殊装備、任意装備等のために基本飛行規程を補足又は変更

する事項を記載したもので、基本飛行規程と対になって完全な飛行規程となる。

（外国では、｢Supplemental Flight Manual｣､｢Appendix｣ 等として構成されてい

る例が多い。）

原則として、各特殊装備、任意装備毎といったように１つの目的毎に追加飛行

規程を作成することとする。

追加型式設計を受けようとする場合に、飛行規程の変更がある場合には、追加

飛行規程を設定するものとする。（2-4参照）
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追加飛行規程の構成は次の通りとする。

(1)追加飛行規程一覧表（様式 I-2-5）

当該航空機が適用できる追加飛行規程を明確にすることを目的とした表である。

当該航空機の有資格整備士又は認定事業場の確認主任者は、当該航空機に適用

する追加飛行規程の番号、表題、装着年月日を記入し、確認印を捺印する。装着

年月日は当該追加飛行規程に係る修理改造検査等の合格日（検査を受ける必要の

ない場合は法第19条又は第19条の2の確認を行った日）とする。

航空機に改造等を実施することに伴って適用となる追加飛行規程については、

当該改造等を実施した後に飛行規程に追加し、確認を行うこと。（当該航空機の

飛行規程がTC飛行規程又は原飛行規程であって、管理者から当該航空機に適用さ

れない追加飛行規程が送付された場合であっても、本一覧表装着年月日欄は空欄

とするとともに、当該追加飛行規程そのものも飛行規程から除外しておくこ

と。）

(2)表紙等

飛行規程の構成、承認状況等を明確にするため、様式の定められた次の頁を冒

頭に配置する。ただし、輸入航空機のTC飛行規程及び外国の装備品製造者等によ

る追加型式設計承認に係るSTC飛行規程の場合、他の様式をもって同等の内容が

示されるときは、この限りではない。

(a)表紙（様式 I-2-6）

航空機型式等を記入する。（個別飛行規程については、適用を受ける航空機

の国籍記号及び登録記号を記入すること。）

タイトルがある場合には、タイトル（「○○装置」等）を記入する。

TC飛行規程、STC飛行規程又は原飛行規程の場合は、下段に型式証明保有者

名、追加型式設計承認保有者名又は原飛行規程管理責任者名を記載する。

(b)飛行規程承認書（様式 I-2-2）

5項に従って、追加飛行規程の項目毎に交付される飛行規程承認書又は当該

飛行規程を承認したことを示す書類（5-1(2)の適用を受ける飛行規程について

は、当該飛行規程に係る航空機又は装備品等の設計国の当局が承認したことを

示す書類）。変更の承認を受けた場合は最新のもののみをファイルする。

(c)頁一覧表（様式 I-2-3）

全頁ごとに承認日を記入する。承認対象外頁の承認日欄には変更日を記入す

るとともに、「対象外」と記入する。なお、頁一覧表は表紙を除く全ての頁か

ら構成され、飛行規程承認書、章別の目次及び本文頁等が明記されていること。

（注）輸入航空機の飛行規程又は外国の装備品製造者等による追加型式設計承

認に係るSTC飛行規程等については、当該飛行規程が準拠した当該航空機

又は装備品の製造国又は設計国が承認したFlight Manual等の最新の改訂

番号が頁一覧表等に示されること（別途、変更状況表を作成することに
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より示してもよい。）。

(3)本文

規則第5条の4に規定された事項について、基本飛行規程の内容を変更又は追加

する事項を記載するものとする。

（注）1.各章の間のセパレータは省略してもよい。

2.各頁に、航空機型式及び承認日（承認対象外頁は変更日）を記入する

こと。ただし、4-2(2)の適用を受ける航空機の追加飛行規程について

は、承認日は当該追加飛行規程を承認した外国が承認した日でもよい。

（様式 I-2-4：ただし書きの追加飛行規程については、当該外国が承

認した様式でもよい。）

3-3 飛行規程の各種構成例

3-2項に示したとおり、飛行規程は基本飛行規程と追加飛行規程から構成される

が、これに3-1項の管理形態別の飛行規程の種類を組み合わせると、次のような各

種構成が考えられる。

(1)型式証明を受けた型式の航空機

TC基本飛行規程

＋TC追加飛行規程（基本形態で追加飛行規程がある場合）

＋STC飛行規程（追加型式設計承認による改造等を行った場合）

（＋原追加飛行規程（追加型式設計承認以外による改造等を行った場合で飛行規

程の管理者がいる場合）

＋個別追加飛行規程（独自の改造等を行った場合）)

（注）型式証明を受けた型式に対し、航空機の型式設計変更による以外の改

造を行う場合には、基本的には追加型式設計承認を取得することを推

奨する。

(2)型式証明を受けていない型式の航空機で基本形態の飛行規程の管理者がいる場

合

原基本飛行規程

＋原追加飛行規程（基本形態で追加飛行規程がある場合又は改造等を行った場

合で飛行規程の管理者がいる場合）

＋個別追加飛行規程（独自の改造等を行った場合）

(3)型式証明を受けていない型式の航空機で基本形態の飛行規程の管理者がいない

場合又は独自の改造等を行って上記の基本飛行規程を適用できない場合

個別基本飛行規程＋個別追加飛行規程
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4. 飛行規程の作成方法

4-1 基準

耐空性審査要領に規定されている要件に合致するように作成するものとする。

輸入航空機等であって、製造国政府が承認した飛行規程がある場合には、これ

を参考にすること。

航空機の仕様書、パイロット・オペレーティング・ハンドブック、機体に装着

されているプラカードやマーキング等と整合していること。

4-2 言語

(1)日本語で記述するものとする。ただし、航空運送事業の用に供する飛行機にあ

っては、4-3 (1)(b)及び(d)、並びに(6)(a)～(c)については、英文併記とするこ

と。

(2)当該航空機に飛行規程に代え国土交通大臣の認可を受けた運航規程が搭載され

ることが認められている航空運送事業者のみが使用することが想定される航空機

の飛行規程については、英語で記述してもよい。

4-3 記載事項

飛行規程の記載事項は以下によることとする。ただし、設計の特質又はその他

の理由により、本項に示された事項の一部が不要である場合又はこれ以外の事項

について記載する必要がある場合がある。

(1)航空機の概要

航空機の概要は以下の事項について記載することとする。

(a)航空機の製造者の氏名

当該製造者が法人である場合には、その名称とする。なお、表紙等において

当該製造者の氏名又は法人名が示される場合には、特に記載しなくてもよい。

(b)適用となる航空機の製造番号

(c)耐空類別又はこれが判別できる耐空性の証明基準

(d)発動機及びプロペラの型式

装備されている場合に限る。また、限界事項等に記載されている場合を除く。

(e)当該飛行規程に用いられる用語の定義及び当該飛行規程の解釈に必要な換算

表又は図

(2)航空機の限界事項

航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項と

ともに、当該航空機に必要とされる事項が記載されること。

(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、別表の運用様式限界等判

定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。なお、その際

に「この航空機は必要な装備を施した場合、次の運用様式に適する。」という
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前文を付すこと。なお、別表の運用様式限界等判定表を添付する場合は、不要

な項目を削除すること。

計器飛行方式による飛行

計器飛行

計器航法による飛行

計器航法による飛行以外の有視界飛行

夜間飛行

昼間飛行

着氷気象状態における飛行

高高度飛行

滑空機にあっては、ウインチ曳航、飛行機曳航等の曳航方法及び許容された

飛行方法（曲技飛行等）も記載する。

(b)「搭乗者限界」として、耐空類別が輸送Tの飛行機にあっては、承認された

最大の搭乗者数、座席数又は座席配置図面（図面番号の記載でもよい）を、ま

た、それ以外の航空機にあっては、承認された搭乗者数を記載する。ただし、

航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類に同等の記載が

ある場合は、これを引用することでもよい。

搭乗位置等に制限がある場合には、ここで記載する。

(3)非常操作（非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置）

非常操作には、耐空性審査要領に規定される事項とともに、当該航空機に必要

とされる事項が記載されること。

(4)通常操作（通常の場合における各種装置の操作方法）

通常操作には、耐空性審査要領に規定される事項とともに、当該航空機に必要

とされる事項が記載されること。

(5)航空機の性能

航空機の性能には、耐空性審査要領に規定される事項とともに、当該航空機に

必要とされる事項が記載されること。

(6)航空機の騒音に関する事項（規則附属書第2の適用を受ける航空機に限る。）

以下について記載されること。

(a)当該航空機に適用される国際民間航空条約の附属書16第1巻に定める基準の

区分

(b)国際民間航空条約の附属書16第1巻に定める方法により測定された騒音値

(c)適用される基準へ適合するために改造等を実施した場合には、当該改造等の

概要

(d)回転翼航空機にあっては、上空通過測定点における騒音値の測定に使用した

速度（最大水平速度又は超過禁止速度のいずれに基づくものか明記するこ
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と。）

なお、国際航行に従事する航空機にあっては、国際民間航空条約の附属書16第

1巻ATTACHMENT Gの「騒音証明に関する標準書式」の取り入れに伴い、上記の内

容が以下の書式に従って記載されること。（国際航行に従事しない航空機であっ

ても、希望する場合は、上記の内容を以下の書式に従って記載されてもよい。）

表の書式は必要に応じ変更してよい（例えば、航空運送事業の用に供する大型

航空機等で、複数の最大離陸重量（A値、B値、C値）を設定している場合には、

最大離陸重量毎に場合分けして記載すること。）が、記載するにあたっては、I

CAOの標準書式に準拠していることを明確とするため、和文・英文併記すると共

に、項目番号と記載内容を必ず一致させること。
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ICAO標準書式に基づく記載内容

この騒音に関する文書は、国際民間航空条約の附属書16第1巻ATTACHMENT Gの規定（以下「ICAO書式」という。）に従い作成したもの

であり、日本国として、飛行規程の一部として承認したものである。

日本国においては、騒音基準への適合性は耐空証明の一部として実施しており、騒音証明書は発行しておらず、騒音に関する事項は飛

行規程に記載していることから、この騒音に関する文書も飛行規程に取り入れることとした。

従って、ICAO書式で記載が求められているものの、飛行規程に取り入れる上で適当でない項目１８「国際民間航空条約の附属書16第1

巻の適合に関する声明」、項目１９「発行年月日」及び項目２０「署名」は削除している。

また、飛行規程が型式として管理されている場合には、項目４「国籍及び登録記号」及び項目６「航空機製造番号」の記入が省略され

ている場合がある。

This Noise Document is made pursuant to Annex 16, Volume I, Attachment G to the Convention on International Civil Aviation

(hereinafter referred to as “ICAO Format”) and approved as a part of Aircraft Flight Manual.

In Japan, Compliance to the Noise Requirement is certified as a part of Airworthiness Certification. Noise Certificate is

not issued and Noise Characteristics are described in Aircraft Flight Manual. Therefore, Japan determined to incorporate

this Noise Document into the Aircraft Flight Manual.

Accordingly, Item 18 “Statement of Compliance”, Item 19 “Date of Issuance” and Item 20 “Signature”, which are parts

of “ICAO Format” but not appropriate for inclusion in the Aircraft Flight Manual, are deleted.

In respect of the Aircraft Flight Manual which is published and managed by Aircraft Type, it may be a case that Item 4 “N

ationality and Registration Marks” and Item 6 “Aircraft Serial Number” are blank.

１ 登録国 ３ 文書番号（必要な場合）
State of Registry Document Number(If needed):

日本国（Japan）

２ 騒音に関する文書
NOISE DOCUMENT

４ 国籍及び登録記号 ５ 航空機型式及び製造者 ６ 航空機製造番号
Nationality and Manufacturer and Manufacturer’s Aircraft Serial Number:

Registration Marks: Designation Of Aircraft:

７ 発動機 ８ プロペラ*
Engine: Propeller:*

９ 最大離陸重量 １０ 最大着陸重量* １１ 騒音証明基準
Maximum Take-Off Mass: Maximum Landing Mass:* Noise Certification Standard:

１２ 適用を受ける騒音証明基準に適合する目的で行われた追加の改造
Additional modifications incorporated for the purpose of compliance

with the applicable noise certification Standards:

１３ 側方測定点 １４ 進入測定点 １５ 離陸測定点 １６ 上空通過測 １７ 離陸測定点
における離陸中の における着陸中の における離陸中の 定点における通過 における離陸中の
騒音値* 騒音値* 騒音値* 中の騒音値* 騒音値*
Lateral/Full-Power Approach Noise Flyover Noise Overflight Noise Take-off Noise

Noise Level:* Level:* Level:* Level:* Level:*

備考
Remarks:

*この欄は騒音証明基準によっては省略することが可能。

*These boxes may be omitted depending on noise certification Standard.
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なお、具体的な記入の仕方は以下の通りとする。

１ 登録国(State of registry)

１番には「日本国(Japan)」と記載すること。

２ 騒音に関する文書(NOISE DOCUMENT)

２番には「騒音に関する文書(NOISE DOCUMENT)」と記載すること。

３ 文書番号（Document Number）

３番には必要な場合には「本文書の管理番号」を記載すること。なお、必要でな

い場合には「NA」と記載すること。

４ 国籍及び登録記号(Nationality and Registration Marks)

４番には「各航空機の国籍（JA）及び登録記号」を記載すること。なお、飛行規

程が型式として管理されている場合には、記入なしでもよいこととする。

５ 航空機型式及び製造者(Manufacturer and Manufacturer’s Designation Of Air

craft)

５番には「航空機の型式及び航空機の製造者」を記載すること。

６ 航空機製造番号(Aircraft Serial Number)

６番には「航空機製造番号」を記載すること。なお、飛行規程が型式として管理

されている場合には、記入なしでもよいこととする。

７ 発動機(Engine)

７番には「発動機の製造者、型式」を記載すること。

８ プロペラ(Propeller)

８番にはプロペラ機にあっては、「プロペラの製造者、型式」を記載すること。

なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。

９ 最大離陸重量(Maximum Take-Off Mass)

９番には「最大離陸重量(単位：kg（lbsを併記してもよい。))」を記載すること。

10 最大着陸重量(Maximum Landing Mass)

10番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第2章～第5章又は第14章が適用される

航空機にあっては、「最大着陸重量(単位：kg（lbsを併記してもよい。）)」を記

載すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。
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11 騒音証明基準(Noise Certification Standard)

11番には「国際民間航空条約の附属書16第1巻のどの章が適用される航空機である

か」を記載すること。ただし、第２章、第８章、第10章又は第11章が適用される

航空機にあっては、章及び該当する項まで記載すること。具体的には、添付資料

１「プロペラ飛行機に対する騒音基準の適用」、添付資料２「回転翼航空機に対

する騒音基準の適用」又は添付資料３「ターボジェット又はターボファン発動機

を装備する飛行機に対する騒音基準の適用」の矢印を順番にたどり、最後の四角

の中の「項」に記載されている数字を記載すること（例えば、添付資料１におい

て、「最大離陸重量が8,618kgを超える」がYes、「原型機についての最初の耐空

証明等の申請が1977年10月6日以後に受理された」がNo、「当該航空機についての

最初の耐空証明等が1981年11月26日以後に発行された」がYesの場合には、「2.4.

1」と記載すること）。なお、騒音基準の適用を受けない航空機については、「N

A」と記載すること。

12 適用を受ける騒音証明基準に適合する目的で行われた追加の改造(Additional mo

difications incorporated for the purpose of compliance with the applicab

le noise certification Standards)

12番には「11番で適用される章の規定を満足する為に行われた追加の改造」につ

いて記載すること。なお、追加の改造がない場合は「None」と記載すること。

13 側方測定点における離陸中の騒音値(Lateral/Full-Power Noise Level)

13番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第2章～第5章又は第14章が適用される

航空機にあっては、「側方測定点における離陸中の騒音値（単位：EPNdBなど）」

を記載すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。

14 進入測定点における着陸中の騒音値(Approach Noise Level)

14番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第2章～第5章、第8章又は第14章が適

用される航空機にあっては、「進入測定点における着陸中の騒音値（単位：EPNd

Bなど）」を記載すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載するこ

と。

15 離陸測定点における離陸中の騒音値(Flyover Noise Level)

15番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第2章～第5章又は第14章が適用される

航空機にあっては、「離陸測定点における離陸中の騒音値（単位：EPNdBなど）」

を記載すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。

16 上空通過測定点における通過中の騒音値(Overflight Noise Level)

16番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第8章又は第11章が適用される航空機

にあっては、「上空通過測定点における通過中の騒音値（単位：EPNdB、dB(A)な

ど）」を、国際民間航空条約の附属書16第1巻第6章が適用される航空機にあって
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は、「測定点における水平飛行中の騒音値（単位：EPNdB、dB(A)など）」を記載

すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。

17 離陸測定点における離陸中の騒音値(Take-off Noise Level)

17番には国際民間航空条約の附属書16第1巻第8章又は第10章が適用される航空機

にあっては、「離陸測定点における離陸中の騒音値（単位：EPNdB、dB(A)な

ど）」を記載すること。なお、その他の航空機にあっては「NA」と記載すること。

(7)発動機の排出物に関する事項

以下について記載されること。

(a)国際民間航空条約の附属書16第2巻に定める発動機の排出燃料の基準への適

合性

(b)国際民間航空条約の附属書16第2巻に定める煤煙数値基準への適合性

(c)国際民間航空条約の附属書16第2巻に定める炭化水素数値基準、一酸化炭素

数値基準及び窒素酸化物数値基準への適合性

(d)適用される基準へ適合するために改造等を実施した場合には、当該改造等の

概要

(e)発動機の定格出力

(f)発動機の圧縮比

（注）(a)については、規則附属書第3第1章の適用を受ける航空機に限る。

(b)から(f)については、規則附属書第3第2章の適用を受ける航空機に限る。

4-4 追加飛行規程

追加飛行規程の冒頭（「航空機の概要」の前）には、「本追加飛行規程により

変更又は追加される事項を除き、基本飛行規程はそのまま適用される。」と記載

する。

ただし、4-2(2)の英文の追加飛行規程を除く。

5. 飛行規程の承認手続

5-1 型式証明若しくは型式設計変更承認（飛行規程の変更がある場合）、又は追加

型式設計承認若しくは追加型式設計変更承認（飛行規程の変更がある場合）を行

う場合

標記の証明又は承認を受けようとする者は、規則第17条第2項、規則第21条第1

項、規則第23条第2項又は規則第23条の4第1項の規定により提出書類の1つとして

飛行規程の提出を行う。

国土交通大臣（飛行規程の承認は航空機安全課長が行う。以下同じ。）は型式

証明又は型式設計変更の承認を行う際に、また、地方航空局長（飛行規程の承認
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は先任航空機検査官が行う。以下同じ。）は追加型式設計承認又は追加型式設計

変更承認を行う際に、当該飛行規程の承認を行う（輸入航空機の本サーキュラー

第Ⅱ部「型式証明関係」5-1(1)(b)b.及びc.並びに本サーキュラー第Ⅲ部「追加型

式設計の承認関係」4-1(b)b.及びc.の適用を受ける設計変更の場合は、当該飛行

規程の承認のみ行う。）。なお、型式設計変更及び追加型式設計変更に伴う飛行

規程の改正については、飛行規程変更申請書は提出しなくてもよい。

型式証明書、型式設計変更承認書又は追加型式設計承認書とともに飛行規程承

認書が交付される。ただし、輸入航空機のTC飛行規程、及び外国の装備品製造者

等によるSTCに係る飛行規程に関しては、以下の通り取り扱うこととする。

(1)飛行規程承認書又は当該飛行規程を承認したことを示す書類を交付する。

又は、

(2)当該航空機の設計国又は当該STCに係る装備品等の設計国の当局と我が国当局

との間において、当該飛行規程に係る要件及び承認手続きについて、予め確認

がなされている場合であって、当該飛行規程が当該設計国の当局の承認を得て

いるものについては、我が国の承認を必要としない。なお、本規定に該当する

型式の航空機については、サーキュラーNo.7-003「我が国の承認を必要としない飛

行規程が適用される航空機型式の一覧」に示す。

5-2 新規の耐空証明を受ける場合

航空機の使用者は規則第12条の2第2項の規定に従い、飛行規程の提出が必要で

あるが、飛行規程の種類により、その取扱いは次の通りとする。

(1)承認済みのTC飛行規程又は原飛行規程の場合

飛行規程の内容についての実質的な審査は終了しているので、飛行規程の提示

又は3-1(1)及び3-2(2)の「表紙等((a)～(c)のすべて）」の写しの提出でもよい。

地方航空局長は、耐空証明を行う際に、当該飛行規程が承認済みのTC飛行規程

又は原飛行規程であることを確認する。当該確認により当該飛行規程の承認は行

われたものとみなす。

この場合、飛行規程承認書は交付されない。

(2)未承認の原飛行規程又は個別飛行規程の場合

飛行規程の提出が必要である。

国土交通大臣又は地方航空局長は耐空証明を行う際に、当該飛行規程の承認を

行う。

耐空証明書とともに飛行規程承認書が交付される。

（注）承認済み型式証明（又は原）飛行規程＋未承認の個別追加飛行規程の場

合は、承認済み飛行規程については、(1)の場合同様、提示又は「表紙

等」の写しの提出でよい。未承認の個別追加飛行規程については、提出が

必要である。
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当該追加飛行規程に関してのみ飛行規程承認書が交付される。

5-3 更新の耐空証明を受ける場合

航空機の使用者は規則第12条の2第2項の規定に従い、飛行規程の提出が必要で

あるが、飛行規程の変更の有無により、その取扱いは次の通りとする。

(1)飛行規程の変更がない場合又は変更部分が承認済みのTC飛行規程、STC追加飛

行規程若しくは原飛行規程の場合、新たに審査を行う必要はないので、飛行規程

の提示又は 3-1(1)及び3-2(2)の「表紙等（(a)～(c)のすべて）」の写しの提出

でもよい。

国土交通大臣又は地方航空局長は、耐空証明を行う際に、当該飛行規程が既に

承認を受けたものであることを確認する。当該確認により当該飛行規程の承認は

行われたものとみなす。

この場合、飛行規程承認書は交付されない。

(2)飛行規程の変更があり、変更部分が個別飛行規程である場合、飛行規程の提出

が必要である。

国土交通大臣又は地方航空局長は耐空証明を行う際に、当該飛行規程の承認を

行う。

耐空証明書とともに飛行規程承認書が交付される。

5-4 修理改造検査（飛行規程の変更がある場合）を受ける場合

修理改造検査を受けようとする者は、飛行規程の変更がある場合には、規則第

25条の規定に従い、飛行規程の提出が必要であるが、飛行規程の種類により、そ

の取扱いは次の通りとする。

(1)当該変更部分の飛行規程が、承認済みのTC飛行規程、STC追加飛行規程又は原

飛行規程の場合

飛行規程の内容についての実質的な審査は終了しているので、飛行規程の提示

又は 3-1(1)及び 3-2(2)の「表紙等（(a)～(c)のすべて）」の写しの提出でもよ

い。

地方航空局長は、修理改造検査の合格の判定を行う際に、当該飛行規程が承認

済みのTC飛行規程、STC飛行規程又は原飛行規程であることを確認する。当該確

認により当該飛行規程の承認は行われたものとみなす。

この場合、飛行規程承認書は交付されない。

(2)当該変更部分の飛行規程が未承認の原飛行規程又は個別飛行規程の場合飛行規

程の提出が必要である。

地方航空局長は修理改造検査の合格の判定を行う際に、当該飛行規程の承認を
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行う。

飛行規程承認書が交付される。

5-5 整備改造認定事業場が確認を行った改造等に伴う飛行規程の変更

整備改造認定事業場が改造等の確認を行う場合は、当該改造に係る飛行規程が、

承認済みのTC飛行規程、STC追加飛行規程又は原飛行規程である場合を除き、先任

航空機検査官あて飛行規程変更申請書（様式 I-2-7）に飛行規程の変更部分等を

添付して担当の航空機検査官室に提出し、承認を得ること。

認定事業場の確認主任者は、改造等の確認に際して、承認済みの追加飛行規程

を適切に追加するとともに追加飛行規程一覧表に必要事項を記入し、確認印を捺

印すること。（3-2(1)参照）（基本飛行規程の場合は適切に差替えること。）

航空局への手続は不要である。

5-6 上記以外の場合で飛行規程の変更をする場合

上記以外の場合で飛行規程の変更をしようとする場合は、飛行規程変更申請書

（様式 I-2-7）に飛行規程の変更部分等を添付して飛行規程の変更申請を行うも

のとし、その取扱いは次の通りとする。

（申請は、基本飛行規程、追加飛行規程の各項目毎に行うこと。）

(1)我が国の型式証明を受けていない輸入航空機であって、製造国政府の承認によ

り原本の飛行規程が変更された場合

2項の飛行規程作成管理者は、速やかに当該変更に相当する部分の変更を行う

べく、先任航空機検査官あて飛行規程変更申請書（様式 I-2-7）に飛行規程の変

更部分等を添付して担当の航空機検査官室に提出し、承認を得ること。

飛行規程承認書が交付される。

原飛行規程を使用する一般の航空機使用者は、原飛行規程の作成管理者から本

承認を受けた飛行規程の配付を受け、これを適切に差し替えること。

（当該変更が修理改造検査に係る場合には、 5-4(1)の手続によること。）

(2)耐空性改善通報（TCD）による飛行規程の改訂

TCDにより飛行規程の改訂が指示された場合には、サーキュラーNo.3-003及び

個々のTCDの指示に従って当該TCD写しを飛行規程に挟み込むとともに、TCD挟み

込み状況表に記入すること。2項の飛行規程作成管理者は、TCDの指示する飛行規

程改訂期限までに速やかに当該変更を行うべく、先任航空機検査官あて飛行規程

変更申請書（様式 I-2-7）に飛行規程の変更部分等を添付して担当の航空機検査

官室に提出し、承認を得ること。

飛行規程承認書が交付される。TCDによる改訂の場合、当該承認書には、TCDと

の適合性が記述される（「TCD-xxxx-xxxxに適合」等）。

TC飛行規程、STC飛行規程又は原飛行規程を使用する航空機使用者は、TC飛行

規程、STC飛行規程又は原飛行規程の作成管理者から本承認を受けた飛行規程の
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配付を受け、これを適切に差し替えればよい。

なお、挟み込まれたTCD写しは、サーキュラーNo.3-003に従って適切に除去し、

TCD挟み込み状況表に除去した日付を記入すること。

なお、TCDにより、別途指示があった場合は、それに従うこと。

（ただし、当該変更が修理改造検査に係る場合には、その後5-4(1)の手続を踏

むこと。）

5-7 臨時で発行される飛行規程について

飛行規程本文等に対する差込等による臨時の飛行規程がある場合には、これも

併せて当該飛行規程本文等に対する飛行規程（変更）承認書をもって、承認する

こととする。その場合、承認書の「構成による区分」の基本又は追加の欄に当該

臨時飛行規程の項目を示すこととする。

6.飛行規程の管理

6-1 TC飛行規程（作成・管理者：型式証明の保有者）

(1)航空機使用者への飛行規程の提供

当該航空機の使用者に対しては、承認を受けたTC飛行規程を提供しなければな

らない。

その際の3-1(1)(b)又は3-2(2)(b)の飛行規程承認書とは、5-1(1)により交付さ

れた承認書若しくは当該TC飛行規程が承認を受けたことを示す書類の写し、又は

5-1(2)の適用を受ける場合の当該TC飛行規程が設計航空当局の承認を受けている

ことを示す書類の写しでよい。

(2)飛行規程の変更の管理

TC飛行規程の変更を行おうとする場合には、本サーキュラー第Ⅱ部「型式証明

関係」5-1(1)(b)のb.及びc.の適用を受ける場合並びに第Ⅰ部「耐空証明関係」

5-1(2)の適用を受ける場合を除き、型式設計変更の申請を行い、型式設計変更の

承認にあわせて当該TC飛行規程の変更の承認を受けるものとする。なお、本サー

キュラー第Ⅱ部「型式証明関係」5-1(1)(b)のb.及びc.の適用を受ける型式設計

変更であって、TC飛行規程の変更を行おうとする場合は、飛行規程変更申請書に

より申請を行い、当該TC飛行規程の変更の承認を受けるものとする。

申請先は航空局安全部航空機安全課長とする。

承認を受けた場合には、当該承認を受けたTC飛行規程の変更部分とそれに係る

飛行規程承認書又は当該飛行規程が承認を受けたことを示す書類の写しを使用者

に配付しなければならない。

（当該飛行規程の変更に伴い、個々の航空機について修理改造検査を受ける必

要がある場合は、その旨も通知すること。）

(3)航空局への飛行規程の届出

航空局安全部航空機安全課あてに、当該承認を受けたTC飛行規程（変更の場合
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はその変更部分）及び配付先使用者リストを届け出ること。

6-2 原飛行規程（作成・管理者：原飛行規程作成管理者）

(1)航空機使用者への飛行規程の提供

飛行規程の提供について契約等を結んだ当該航空機の使用者に対しては、承認

を受けた原飛行規程を提供しなければならない。

その際の 3-1(1)(b)又は 3-2(2)(b)の飛行規程承認書とは、5-2(2)により交付

された承認書の写しでよい。

(2)飛行規程の変更の管理

原飛行規程管理者は、航空機の設計者等（飛行規程の原本（Flight Manual

等）作成者）から、当該飛行規程原本の変更状況についての情報を遅滞なく入手

しなければならず、原飛行規程の変更を行う必要がある場合には、飛行規程変更

の申請を行い、その承認を受けるものとする。

申請書類の提出先は、当該原飛行規程管理担当の地方航空局検査官室とする。

承認を受けた場合には、当該承認を受けた原飛行規程の変更部分とそれに係る

飛行規程承認書の写しを使用者に配付しなければならない。

（当該飛行規程の変更に伴い、個々の航空機について修理改造検査を受ける必

要がある場合は、その旨も通知すること。）

(3)航空局への飛行規程の届出

当該原飛行規程担当の地方航空局検査官室あてに、当該承認を受けた原飛行規

程（変更の場合はその変更部分）及び配付先使用者リストを届け出ること。

6-3 個別飛行規程（作成・管理者：個々の航空機使用者）

(1)航空機使用者としての飛行規程の作成

3-1(1)(b)又は 3-2(2)(b)の飛行規程承認書とは、5-2(2)により交付された承

認書とする。

(2)飛行規程の変更の管理

当該使用者は、航空機の設計者等（飛行規程の原本（Flight Manual等）作成

者）から、当該飛行規程原本の変更状況についての情報を入手し、修理改造検査

を受けて変更を行う場合は修理改造検査の申請を行い、また、修理改造検査を受

けずに変更を行う場合には、飛行規程変更申請を行い、その承認を受けるものと

する。

(3)航空局への飛行規程の届出

必要ない。

6-4 STC飛行規程（作成・管理者：追加型式設計承認の保有者）
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(1)航空機使用者への飛行規程の提供

当該追加型式設計による変更を行う航空機の使用者に対しては、承認を受けた

STC飛行規程を提供しなければならない。

その際の3-1(1)(b)又は3-2(2)(b)の飛行規程承認書とは、5-1(1)により交付さ

れた承認書若しくは当該STC飛行規程が承認を受けたことを示す書類の写し、又

は5-1(2)の適用を受ける場合の当該STC飛行規程が当該STCに係る装備品等の設計

国当局の承認を受けたことを示す書類の写しでよい。

(2)飛行規程の変更の管理

STC追加飛行規程の変更を行おうとする場合には、本サーキュラー第Ⅲ部「追

加型式設計の承認関係」4-1(b)のb.及びc.の適用を受ける場合並びに第Ⅰ部「耐

空証明関係」5-1(2)の適用を受ける場合を除き、追加型式設計変更の申請を行い、

追加型式設計変更の承認にあわせて当該STC追加飛行規程の変更の承認を受ける

ものとする。なお、本サーキュラー第Ⅲ部「追加型式設計の承認関係」4-1(b)の

b.及びc.の適用を受ける追加型式設計変更であって、STC飛行規程の変更を行お

うとする場合、飛行規程変更申請書により申請を行い、当該STC飛行規程の変更

の承認を受けるものとする。

申請先は当該追加型式設計担当の地方航空局検査官室とする。

承認を受けた場合には、当該承認を受けたSTC追加飛行規程の変更部分とそれ

に係る飛行規程承認書又は当該飛行規程が承認を受けたことを示す書類の写しを

使用者に配付しなければならない。

（当該飛行規程の変更に伴い、個々の航空機について修理改造検査を受ける必

要がある場合は、その旨も通知すること。）

(3)航空局への飛行規程の届出

当該追加型式設計担当の地方航空局検査官室あてに、当該承認済みSTC追加飛

行規程（変更の場合はその変更部分）及び配付先使用者リストを届け出ること。

7.その他

7-1 輸入航空機の飛行規程について

輸入航空機の飛行規程の原本は、通常、製造者が英語で作成している場合がほ

とんどであると考えられる。

当該航空機について、我が国の型式証明又は耐空証明を受ける場合、4-2(1)項

の規定により、4-2(2)項の場合を除き、日本語の飛行規程が必要となるが、当該

日本語飛行規程の管理については次のとおりとする。

(1)型式証明を受けた型式の航空機の場合

型式証明を受けた型式の航空機の日本語飛行規程は型式証明に際して承認され

ることになり、その管理責任も当該型式証明の保有者に帰属する。日本語への翻
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訳業務を我が国の輸入商社等に委託することは差し支えないが、飛行規程の管理

責任を移行することはできない。

型式証明を受けた型式の航空機を我が国に輸出する際には、当該型式証明保有

者は当該日本語飛行規程を購入者に提供しなければならない。

(2)型式証明を受けていない型式の航空機の場合

型式証明を受けていない型式の航空機の日本語飛行規程に関する管理責任は、

耐空証明の申請者である個々の航空機使用者に帰属する。

当該型式の航空機について原飛行規程が作成され管理されている場合には、当

該原飛行規程管理者が個々の航空機使用者の代理人としてその管理を行っている

と考えることができる。

よって、当該航空機を購入した場合でもその原飛行規程を入手する場合には当

該原飛行規程管理者との別途の契約等が必要である。

航空機使用者はできる限り原飛行規程管理者から当該原飛行規程の提供を受け

ること。

7-2 飛行規程の構成等の特例

飛行規程の構成、様式等の特例について、特に事情がある場合には、3項の趣旨

に反しない限りにおいて認めることとする。

8.経過措置

8-1 4-2(1)項ただし書きの規定、並びに4-3(6)(c)及び(d)項の規定に関する記載事

項ついては、本サーキュラー適用の日から起算して1年を経過する日までの間は、

飛行規程に記載されなくてもよい。

8-2 3-1(1)(c)及び3-2(2)(c)項の規定による頁一覧表、並びに4-3(7)項の規定によ

る発動機の排出物に関する事項については、本サーキュラー適用の日から起算し

て1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

8-3 国際民間航空条約の附属書16第1巻ATTACHMENT Gの「騒音証明に関する標準書式」の取

り入れ

8-3-1 4-3(6)項なお書きの記載事項の飛行規程への取り入れに関する適用航空機及び適用

時期については、原則次の通りとするが、製造会社による飛行規程の変更作業について

時間を要する場合等は、この限りでない。

① 2005年11月24日以降に新規に耐空証明書を取得する航空機であって、国際航行に従事

するものについては、新規に耐空証明書を取得する際に適用すること。

② 2005年11月24日以前に耐空証明を取得している航空機であって、国際航行に従事する

ものについては、2005年11月24日以降最初に国際航行を行う時期までに適用すること。
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③ 耐空証明書を取得している又は今後取得する航空機であって、国際航行に従事しない

ものについては適用しない。（ただし、申請があれば、承認を行うものとする。）

8-3-2 4-3(6)項なお書きの記載事項の取り入れ方法は、以下の通りとする。

① 現状において、「我が国航空機の騒音に関する事項」が、飛行規程の内容として製造

会社により作成され、製造国政府の承認を受けている型式であって、今回の措置が必

要なものについては、原則製造会社が作成した「我が国航空機の騒音に関する事項」

の内容に代えて、4-3(6)項なお書きの記載事項を記載するものとする。ただし、製造

会社が4-3(6)項なお書きの記載事項の取り入れに同意しない場合には、製造会社が作

成した「我が国航空機の騒音に関する事項」の内容に加えて、4-3(6)項なお書きの記

載事項を追加作成するものとする。

② 現状において、「我が国航空機の騒音に関する事項」が、飛行規程の内容として製造

会社により作成されていない型式であって、今回の措置が必要なものについては、原

則4-3(6)項なお書きの記載事項を追加作成するものとする。ただし、製造会社が4-3

(6)項なお書きの記載事項の取り入れに同意する場合には、製造会社が新たに作成する

「我が国航空機の騒音に関する事項」の中に、4-3(6)項なお書きの記載事項を記載す

るものとする。

8-3-3 国際民間航空条約の附属書16第1巻ATTACHMENT Gの「騒音証明に関する標準書式」の

取り入れに伴い、飛行規程の変更を必要とする飛行規程の管理者は、当該変更に相当す

る部分の変更を行うべく、先任航空機検査官あて飛行規程変更申請書（様式I-2-7）に飛

行規程の変更部分及び変更内容の根拠資料を添付して担当の航空機検査官室に提出し、

承認を得ること。

飛行規程承認書が交付される。
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様式 I-2-1

☆☆☆☆式○○○○型

飛行規程

型式証明飛行規程

又は、

原飛行規程（管理責任者：□□□□□会社）

又は、

個別飛行規程（JA◇◇◇◇）

（上記のうち該当するものを記載する。）
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様式 I-2-2

第 号

飛行規程承認書

種 類

航 型 式 及 び 製 造 者

空 国籍記号及び登録記号 JA 製造番号

機 型 式 証 明 書 番 号

耐 空 証 明 書 番 号

及 び 有 効 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

作 成 管 理 者

作成管理者による種類 □TC □原 □個別 □STC

飛 構 成 に よ る 区 分 □基本

行 □追加（表題： ）

規 □型式証明 □型式設計変更

程 承 認 事 由 □追加型式設計承認 □追加型式設計変更承認

□耐空証明（新規） □耐空証明（更新）

□修理改造検査 □その他

上記の航空機の飛行規程について承認する。

航 空 機 安 全 課 長

先任航空機検査官 印

承認年月日 年 月 日
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様式 I-2-3

☆☆☆☆式○○○○型

頁 一 覧 表

頁 年 月 日 頁 年 月 日 頁 年 月 日
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様式 I-2-4

☆☆☆☆式○○○○型

航 空 局 承 認

年 月 日

（当該頁が承認頁の場合のみ

航空局承認と記入する。）
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様式 I-2-5

☆☆☆☆式○○○○型

追 加 飛 行 規 程 一 覧 表

JA◇◇◇◇

番号 表 題 装 着 年 月 日 確認印
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様式 I-2-6

☆☆☆☆式○○○○型

追加飛行規程○

（追加飛行規程一覧表の

項目番号を記載する。）

★★★★★装置

（型式等を含む表題を記載する。）

型式証明追加飛行規程

又は、

追加型式設計承認追加飛行規程

（追加型式設計承認書番号：第△△△号）

又は、

原追加飛行規程(管理責任者：□□□□□会社)

又は、

個別追加飛行規程（JA◇◇◇◇）

（上記のうち該当するものを記載する。）
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様式 I-2-7

飛行規程変更申請書

年 月 日

航空機安全課長

先任航空機検査官 殿

住所又は主たる事務所の所在地

氏名又は名称 印

下記の航空機の飛行規程変更について承認を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。

種 類

航 型 式 及 び 製 造 者

空 国籍記号及び登録記号 JA 製造番号

機 型 式 証 明 書 番 号

耐 空 証 明 書 番 号

及 び 有 効 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

作成管理者による種類 □TC □原 □個別 □STC

飛 構 成 に よ る 区 分 □基本

行 □追加（表題： ）

規 □整備改造認定事業場による改造等

程 変 更 事 由 □製造者による原本の変更

□耐空性改善通報（TCD）による改訂指示

□その他（ ）

変 更 の 内 容

（別紙でも良い。）

備 考
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様式1-2-8

TCD挟み込み状況表

TCD番号 挟み込み日 担当者 除去日 担当者 備考

（除去の根拠等）
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運用様式限界等判定表（運用様式の区分ごとに必要な装置等）

運 用 様 式 区 分

装 置 等 最低数量 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

ジャイロ式姿勢指示器 1（注2） ○ ○

ジャイロ式方向指示器 1 ○ ○

ジャイロ式旋回計 1（注3) ○ ○

すべり計 1 ○ ○

注8

精密高度計 1（注2） ○ ○ ○

昇降計 1 ○ ○

ピトー管凍結防止装置付速度計 1（注2） ○ ○

外気温度計 1 ○ ○ ○

秒刻み時計 1 ○ ○ ○

機上DME装置 1（注4） ○ ○ ○

方向探知器、VOR受信装置、 注5 注6 注6

機上タカン装置 1（注2） ○ ○ ○

航空灯 ○

注7

衝突防止灯 ○

凍結防止装置 ○

酸素供給装置（注1） ○

なお、以上に掲げる装備品等に限らず、航空法施行規則等による装備要件についても、これを遵守する必要

がある。
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運用様式区分

A 計器飛行方式による飛行(管制の指示に常時従う飛行)

B 計器飛行(計器気象状態における飛行)

C 計器航法による飛行(有視界気象状態で規則第66条に定める距離又は時間をこえて

行なう雲上又は洋上飛行)

D 計器航法による飛行以外の有視界飛行

E 夜間飛行

F 昼間飛行

G 着氷気象状態における飛行(型式証明で認められたもの)

H 高々度飛行(3,000m以上の高度)

(注1)酸素供給装置として次の容量を有するもの。

(1)与圧装置を有しない航空機

(ｲ) 3,000mから4,000mまでの高度で飛行する場合は、当該飛行に係る飛行時間

から30分を減じた飛行時間中航空機乗組員全員が必要とする量。

(ﾛ) 4,000mをこえる高度で飛行する場合は、当該飛行に孫る飛行時間中搭乗者

全員が必要とする量。

(2)与圧装置を有する航空機

3,000mをこえる高度で飛行する場合に限り、当該飛行にかかわる高度の最高

の予定高度から3,000mの高度に達するまでの飛行時間中航空機乗組員全員が必

要とする量。(航行の安全上4,000m をこえる高度で飛行を継続する必要がある

場合は、当該飛行を継続する時間中搭乗者全員が必要とする量を加えた量)

(注2)航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機にあっては

2である。

(注3)航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備し

ている航空機にあっては装備しなくてもよい。

(注4)航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機(VOR受信装

置を装備しなければならないこととされているものに限る)以外の航空機にあって

は装備しなくてもよい。

(注5)方向探知機、VOR受信装置、機上タカン装置のうち、その飛行に係る飛行の経

路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR又はタカンからの電波を受信する

ためのもの。

(注6)方向探知機、VOR受信装置、機上タカン装置のうち、その飛行中常時、NDB、V

OR又はタカンからの電波を受信することが可能となるもの。

(注7)最大離陸重量5,700kg以上の航空機及び平成15年1月17日以降に新たに耐空証明

を取得する最大離陸重量5,700kg未満の航空機は必要。

(注8)航空局長達、空航第551号(昭和46年12月9日)｢高度計の規格について｣により高

度16,000FT以上の場合必要となる。
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最大離陸重量が8,618kgを超える

原型機（注1）についての最初の耐空証明等（注2）の申
請の受理等が1975年1月1日以後になされた

原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等
が1977年10月6日以後になされた

当該航空機についての最初
の耐空証明等が1980年1月1
日以後になされた

原型機の最初の耐空証明等の申請の受理
等又は当該型式の航空機についての設計
の変更（注3）がなされている場合には、
当該設計の変更の受理等（注4）が1988
年11月17日以後になされた

規制なし 条（注5）6章
省（注6）4章

条6章
省4章

原型機の最初の耐空証明等の申請
の受理等又は当該型式の航空機に
ついての設計の変更がなされてい
る場合には、当該設計の変更の受
理等が1993年11月17日以後になさ
れた

条6章又は条10章4a
省4章又は省6章6-1

単発の水上飛行機若しくは水陸両用飛行機又は多発機

条10章4a
省6章6-1

原型機

原型機についての耐空証明等の申
請の受理等が1999年11月4日以後
になされた

当該型式の航空機についての設計
の変更の申請の受理等が1999年11
月4日以後になされた

条10章4a
省6章6-1

条10章4a
省6章6-1

原型機についての耐空証
明等の申請の受理等が
1999年11月4日以後になさ
れた

条10章4b
省6章6-2

条10章4b
省6章6-2

条10章4a（注7）又は4b
省6章6-1（注7）又は6-2

当該航空機についての最
初の耐空証明等が1981年
11月26日以後になされた

原型機についての最初の耐空証
明等の申請の受理等が1985年1月
1日以後になされた

規制なし 条2.4.1
省1章

条5章
省3章

条3章
省2章

省2章の2の適用を受けよ
うとする

原型機についての最初の耐空証
明等の申請の受理等が2006年1月
1日以後になされた

条4章
省2章の2

原型機についての最
初の耐空証明等の申
請の受理等が2017年
12月31日以後になさ
れた

最大離陸重量が55,000kgに満たない

原型機についての最初の耐
空証明等の申請の受理等が
2020年12月31日以後になさ
れた

条14章
省8章

省8章の適用を受
けようとする

条4章
省2章の2

プロペラ飛行機に対する騒音基準の適用

添付資料１

以下の注は注釈部分に加え、添付資料1全体に係る。
（注1）原動機
当該航空機と同一の系列に属する航空機のうち、耐空証明等の申請の
受理その他の行為が最初になされた航空機
（注2）耐空証明等
法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国た
る外国による耐空証明その他の行為をいう。
その他の行為には、法第12条第1項の規定による型式証明又は国際民間
航空条約の締約国たる外国による型式証明を含む。
（注3）設計の変更
騒音値を0.1dB(A)以上増加させるものをいう。ただし、原動機からの
騒音値の増加の累積が明らかである場合は、当該累積が0.3dB(A)以上
となるものに限る。

（注4）設計の変更の申請の受理等
法第13条第1項の規定による設計の変更の申請の受理又は
国際民間航空条約の締約国たる外国による設計の変更の申請の受理そ

の他の行為をいう。
その他の行為には、法第13条の2第1項の規定による追加型式設計の申
請の受理、法第13条の2第3項の規定による追加型式設計の変更の承認
のための申請の受理及び法第16条第1項の規定による修理改造検査のた
めの申請の受理を含む。
（注5）条
国際民間航空条約の附属書16第1巻をいう。
（注6）省
航空法施行規則附属書第2をいう。
（注7）設計の変更の申請の受理等が2004年11月4日以前になされ、か
つ、省6章6-2の表の騒音基準に適合しないものに限る。

Yes

No

条14章
省8章
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最大離陸重量が3,175kgを超える

原型機についての最初の耐空証明等の申
請の受理等が2002年3月21日以後になさ
れた

原型機についての最初
の耐空証明等の申請の
受理等が2002年3月21日
以後になされた

条(注7) 8章 8.4.1

省(注8) 5章 5-1

規制なし

条8章 8.4.1

省5章 5-1

条 8章 8.4.2

省 5章 5-3

条 8章 8.4.1 又は 条11章 11.4.1

省 5章 5-1 又は省7章 7-1

条 8章 8.4.2 又は条11章 11.4.2

省 5章 5-3 又は省7章 7-2

回転翼航空機に対する騒音基準の適用

原型機(注1)についての耐空証明等(注2)の申請の受理等が1985年1月1日以後になされた

当該航空機の型式の設計について、法第13条第1項の規定による設計の変更（騒音値を0.3dB(注3)以上増加させるものに限る。
以下本枠内において同じ。）の申請の受理又は国際民間航空条約の締約国たる外国による設計の変更の申請の受理その他の
行為(注4)の申請が1988年11月17日以後になされた

又は

原型機についての耐空証明等が1993年11
月11日以後になされた

当該航空機の型式の設計について、法第
13条第1項の規定による設計の変更の承認
（騒音値を0.3dB(注5)以上増加させるも
のに限る。以下本枠内において同じ。）
又は国際民間航空条約の締約国たる外国
による設計の変更の承認その他の行為(注
6)が1993年11月11日以後になされた

又は

Yes

No

以下の(注3)から(注6)は注釈部分にのみに、それ以外の
部分は、注釈部分に加え添付資料２全体係る。

(注1) 原型機

当該航空機と同一の系列に属する航空機のうち、耐空
証明等の申請の受理その他の行為が最初になされた航空
機

(注2) 耐空証明等

法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空
条約の締約国たる外国による耐空証明その他の行為をい
う。

その他の行為には、法第12条第1項の規定による型式証
明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による型式証
明を含む。

(注3)0.3dB

国際民間航空条約の附属書16に定める方法により測定さ
れたものとし、単位はEPNdBとする。

(注4)その他の行為

法第13条の2第1項の規定による追加型式設計の申請の受
理、法第13条の2第3項の規定による追加型式設計の変更
の承認のための申請の受理及び法第16条第1項の規定に
よる修理改造検査のための申請の受理を含む。

(注5)0.3dB

国際民間航空条約の附属書16に定める方法により測定さ
れたものとし、単位はSELdBとする。

(注6)その他の行為

法第13条の2第1項の規定による追加型式設計の承認、法
第13条の2第3項の規定による追加型式設計の変更の承認
及び法第16条第1項の規定による修理改造検査の合格を
含む。

(注7) 条

国際民間航空条約の附属書16第1巻をいう。

(注8) 省

航空法施行規則附属書第2巻をいう。

添付資料２
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原型機(注1)についての最初の耐空証明等(注2)の申請の受理等が2006年1月1日以後になされた

省2章の2の適用を受けようとする

条（注3）3章
省（注4）2章

条4章
省2章の2

ターボジェット又はターボファン発動機を装備する飛行機に対する騒音基準の適用

添付資料３

最大離陸重量が55,000kg以上

省8章の適用を受けようとする

原型機についての最初の耐
空証明等の申請の受理等が
2020年12月31日以後になさ
れた

原型機についての最初の耐
空証明等の申請の受理等が
2017年12月31日以後になさ
れた

条14章
省8章

条4章
省2章の2

省8章の適用を受
けようとする

以下の注は注釈部分に加え、添付資料1全体に係る。
（注1）原動機
当該航空機と同一の系列に属する航空機のうち、耐空証明等の
申請の受理その他の行為が最初になされた航空機
（注2）耐空証明等
法第10条第1項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締
約国たる外国による耐空証明その他の行為をいう。
その他の行為には、法第12条第1項の規定による型式証明又は国
際民間航空条約の締約国たる外国による型式証明を含む。
（注3）条
国際民間航空条約の附属書16第1巻をいう。

（注4）省
航空法施行規則附属書第2をいう。

Yes

No
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付録I-3 整備手順書について

1.目的

耐空証明、修理改造検査、型式証明又は追加型式設計承認の申請の際の添附書類

の１つである「整備手順書」は、航空機の使用者がその整備を行うに当たり基本的

指針とすべきものであり、その内容は規則第5条の5に次のとおり定められている。

(1)航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明

(2)航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航

空機の整備に関する事項

(3)航空機に装備する発動機、プロペラ及び規則第31条第1項の装備品の限界使用

時間

(4)その他必要な事項

本付録は、上記の記載事項に関し、特に航空機の耐空証明の更新を受けるに際し、

必要となる年次点検等の方法について、その基準となる点検事項等を明確にするも

のである。

2.規則第5条の5の記載事項

2-1 航空機の構造並びに装備品及び系統に関する説明

航空機の整備に必要な全般的事項の説明（いわゆるメンテナンス・マニュア

ル）であって、次の項目を含むものとする。

(1)航空機の諸元、性能その他整備に必要な情報の説明

(2)航空機の構造並びに装備品及び系統に関する概要

(3)装備品及び系統に関する操作及び作動の説明（特殊な手順及び制限事項を含

む。）

(4)保守点検及び補給の個所、タンク容量、作動油の種類、各系統の作動圧、アク

セス・パネルの位置、潤滑個所及び潤滑剤、保守点検及び補給のための機材類、

牽引、係留、持上げ並びにレベリングに関する説明

2-2 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航

空機の整備に関する事項

航空機の整備の方法についての規定（いわゆるメンテナンス・インストラクシ

ョン）であって、次の項目を含むものとする。

(1)整備の要件及び作業の実施についての説明

(a)清掃、点検、調整、試験及び潤滑等の要目及び実施間隔、点検の程 度、摩

耗許容基準並びに当該時期に推奨される作業等についての説明複雑な装備品で

特殊な技術又は試験機器類を要する装備品については、当該装備品の製造者に

よる情報を引用すること。対象となる航空機により、推奨されるオーバーホー

ル間隔、参照すべき限界事項の章、又は点検の頻度と程度を含む点検プログラ
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ム等を含むこと。

(b)想定される不具合、その認識の方法、是正処置に関する事項等を含む故障探

究についての説明

(c)装備品、部品等の取外し、交換の方法及び必要な注意事項等についての説明

(d)地上試運転、バランス・チェック、重量重心測定、吊上げ、支え及び貯蔵限

界等についての説明

(2)アクセス・プレートの図表、アクセス・プレートがない場合のアクセスの方法

等の説明

(3)放射線検査、超音波検査を含む特殊検査方法等の説明

(4)検査後の構造部材の防錆等の予防処置に関する説明

(5)構造の結合部品に関する、識別、廃棄基準及び締付トルク等の説明

(6)特殊工具類のリスト

2-3 発動機、プロペラ及び規則第31条第1項の装備品の限界使用時間

標記装備品を含む限界使用時間が設定されている装備品の限界使用時間、必要

処置等についての説明

3.耐空証明の更新を受けるに際し必要となる年次点検等の方法

耐空証明の更新において国の実機検査を受ける場合は、原則として3-1項に示す航

空機の構造並びに装備品及び系統の状態についての点検（以下「年次点検」とい

う。）を耐空証明検査の直前に実施することが必要である。

なお、3-2項に示す年次点検と同等以上の整備を実施した航空機については、当該

年次点検を改めて実施しなくてもよいこととする。

3-1 年次点検

(1)準備作業

点検にあたっては、必要な点検口、アクセス・ドア、フェアリング、及びカウ

リングを取外すか、開口する。また当該航空機及び発動機の全般にわたって必要

な清掃を行う。

(2)胴体関係

(a)羽布及び外板：劣化、ゆがみ、損傷、取付部のゆるみ等

(b)系統及び装備品：装着、損傷、作動等

(c)燃料タンク：状態（漏れ、通気孔のつまり）

(3)客室及び操縦室関係

(a)清掃状態、また操縦系統に悪影響を及ぼすような装置のゆるみ

(b)座席及び安全ベルト：状態（ほつれ等）

(c)窓及び風防：劣化、損傷

(d)計器：状態、取付け、マーキング、作動

(e)操縦系統及びエンジン操作系統：取付け、作動、ケーブルの状態、安全線
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(f)バッテリー：取付け、充電状態

(g)すべての系統：取付け、状態

(4)エンジン及びナセル関係

(a)エンジン：滑油、燃料、作動油の漏れ

(b)スタッド及びナット：締付トルク、損傷

(c)エンジン内部：（レシプロ・エンジン）シリンダの圧縮圧力点検、 スクリ

ーン及びサンプ・ドレン・プラグの金屑又は異物、圧縮圧力の低い場合は内部

の状態

(d)エンジン・マウント：亀裂、取付けのゆるみ

(e)ショック・マウント・ラバー：劣化、状態

(f)エンジン操作系統：損傷、作動範囲、安全線

(g)配管、ホース及びクランプ：漏れ、状態

(h)排気管：亀裂、取付け

(i)補機：取付け

(j)すべての系統：取付け、状態

(k)カウリング：亀裂、損傷

(5)着陸装置関係

(a)すべての部品：状態、取付け

(b)緩衝装置：オレオの作動油量

(c)リンク、トラス及び構成部材：摩耗、疲労、変形

(d)脚引込み及びロック機構：作動

(e)油圧配管：こすれ、作動油の漏れ

(f)電気系統：こすれ

(g)車輪：亀裂、損傷、ベアリングの状態

(h)タイヤ：摩耗

(i)ブレーキ：調整

(j)フロート及びスキー：取付け、損傷

(6)翼及び胴体中央部のすべての構成部品の一般的な状態、羽布又は外板の劣化、

ねじれ、ゆがみ、破損の徴候、取付けのゆるみ及び構成部品の作動を点検する。

(7)尾部のすべての構成部品及び系統について一般的な状態、羽布又は外板の劣化、

ねじれ、ゆがみ、破損の徴候、取付けのゆるみ及び構成部品の作動を点検する。

(8)プロペラ関係

(a)プロペラ・アセンブリー：亀裂、刻み目、曲り、滑油漏れ

(b)ボルト：締付トルク、安全線

(c)防氷装置：作動、損傷

(d)制御装置：作動、取付け、行程

(9)無線機器関係

(a)ラジオ及び電子装備品：取付け、ゆるみ

(b)配線及び導管：経路、取付け、損傷

(c)結合及び絶縁：取付け、状態
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(d)アンテナ：取付け、状態、作動

(10)その他の系統については、装置及び作動を点検する。

(11)回転翼航空機にあっては、当該製造者の定めた取扱要領に従って、以下の系

統を点検する。

(a)ドライブ・シャフト又は同様の系統

(b)トランスミッション

(c)主回転翼

(d)補助回転翼

3-2 年次点検と同等以上の整備

(1)航空機の製造者が、航空機の設計に基づき耐空性を維持するための整備の方法

として推奨する整備プログラム（Continuous Airworthiness Inspection Progr

am等）に基づく整備方式

本整備方式が、当局により承認されており、これに基づく整備が過去1年間継

続して実施されている場合には、当該整備を3-1項の年次点検と同等以上の整備

とみなす。具体的には、次の航空機を年次点検と同等以上の整備を実施された航

空機とみなす。

① 航空運送事業者が、承認を受けた整備規程に当該整備方式を設定しており、

これに基づく整備を過去1年間継続して適切に実施している航空運送事業の用に

供する航空機

② 航空機の使用者が当該整備方式を設定している場合に、当該航空機の整備を

受託している航空機の整備検査認定（法第20条第1項第2号）を受けた事業者が、

当該整備方式を承認を受けた業務規程に設定し、これに基づく整備を過去1年間

継続して適切に実施している航空機

(2)年次点検を分割実施する Progressive Inspection Program に基づく整備方式

本整備方式が、当局により承認されており、これに基づき過去1年間にすべて

の年次点検の項目が適切に実施されている場合には、当該整備を3-1項の年次点

検と同等以上の整備とみなす。具体的には、上記①又は②の事業者が、承認を受

けた整備規程又は業務規程に当該整備方式を設定しており、これに基づき適切に

実施した整備がこれに相当する。

(3)その他当局が特に認めた整備

上記(1)及び(2)の方式に基づく直近の整備は、検査を実施する日から遡って90日

以内に実施されていること。
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第II部 型式証明関係

1.概要

第Ⅱ部においては、法第12条の型式証明及び法第13条の型式設計変更の検査に関

する一般方針、申請手続き、提出書類等について定める。

なお、国産航空機に係る型式証明等については、サーキュラー№1-003「国産航空機の型

式証明等について」に当該部に係る業務の詳細が記載されている。

また、航空法第20条第1項第1号の能力について認定を受けたものが行う当該業務の詳細

については、前述のサーキュラー№1-003及びサーキュラー№2-001「事業場認定に関する

一般方針」を参照すること。

2.定義

型式証明の範囲には、次のものが含まれる。

(1)適用基準への適合性が示された航空機等の形態及び設計の特徴を定義するために必要な

図面、仕様書及びそれらの一覧

(2)定義された航空機の形態への一致を実現するために必要な、材料、加工及び製造工程

/検査手順

(3)航空法施行規則第５条の５で指示する整備手順書について適用基準への適合性の証明が

必要な部分（耐審第7章で要求する耐空性を継続するための指示書）

(4)その他、耐空性、環境適合性を保証するために必要な全ての事項

「型式証明」は、型式証明の設計、運用限界、ＴＣデータ・シート、適用基準が含まれ

る。

3.型式証明の意義

型式証明を受けた型式の航空機については、耐空証明における設計、製造過程及

び現状についての検査のうち、設計及び製造過程の検査の一部が省略される。

更に、国産航空機については国の認定を受けた製造者が製造及び完成後の検査を

行った場合、また、輸入航空機については検査の基準及び手続きが我が国と同等以

上と認められる外国が当該基準及び手続きに基づき証明した場合は、設計、製造過

程に加え、現状についての検査も一部省略される。

（注）1.初めて我が国の耐空証明を受ける場合は、原則として型式証明を取得する

ものとする。

2.耐空証明の検査省略の詳細は、「I.耐空証明関係」を参照。

3.輸出国における我が国と同等以上の検査の基準及び手続きの内容について

は、輸出国と我が国との当局間で締結する航空機等の証明に係る相互承認

協定等による。我が国と外国当局との間で締結した相互承認協定等につい

ては、サーキュラーNo.7-001「外国との航空安全に関する相互承認協定等
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について」を参照すること。

4.型式証明の申請区分別の提出書類及び検査の概要

4-1 国産航空機等

（輸入航空機であって、外国が型式証明を行っていない又は行う予定が不明の航

空機を含む）

(1)提出書類

型式証明申請書に添付すべき書類の内容は、以下のとおりとする。

(a)設計計画書

以下の事項を記載すること。

a.概要

b.動力装置に関する事項

c.性能に関する事項

d.主要構造についての概略の説明

e.装備に関する事項

f.特殊な製作方法があればその説明

g.試験に関する事項

(b)設計書

下記は、設計書の例であるがこれらに限られるものではない。

a.重量算定、重心位置計算書

b.性能計算書

c.安定性及び操縦性計算書

d.基礎荷重計算書及び同強度計算書

e.疲労荷重計算書及び同強度計算書

f.騒音値又は発動機排出物値の計算書

g.発動機、プロペラその他の重要な装備品の仕様書

h.各種系統（操縦、操作、電気、計器、吸排気、冷却、燃料、滑油、高圧油、

空気圧、真空、空気調和、防除氷、消火、酸素、無線、航法装置等）の負

荷解析、強度計算、性能算定、主要線図（ブロックダイヤグラム）、仕様、

FAILURE ANALYSIS等の設計資料

i.在来のものと異なる特殊な構造や装備品が使用される場合は、それらに関

する設計資料

j. 各種の試験及び測定方案並びにこれらの成績及び結果を記載した書類。例

として強度・疲労試験、地上・飛行試験及び騒音・発動機排出物測定等が

ある。
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(c)図面目録

図面目録は、申請に係る航空機の型式の設計に関するすべての図面番号、名

称等を含むものであること。

(d)設計図面

設計図面とは、三面図をいう。

(e)部品表

航空機の型式設計に含まれる、すべての標準装備品及び航空機の使用者が運

航方式等に応じて随意に装着する任意装備品の部品について、部品名、部品の

型式、製造者名、重量、機体の重心基準線に対する位置、承認規格名等を各部

品に対して記載すること。

(f)製造計画書

下記の事項を記載すること。

a.申請に係る航空機及びその構成品等の製造場所及び主要下請製造者名

b.申請に係る航空機及びその構成品等の製造の日程

(g)仕様書

仕様書とは次の事項を記載した書類をいう。

a.申請に係る航空機の種類、等級及び型式

b.発動機、プロペラ又は回転翼の型式及び数

c.申請に係る航空機の製造者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び主たる

事務所の所在地）

d.耐空類別及び法第10条4項（法第10条の2第2項において準用する場合を含

む。）の基準及び耐空性審査要領の準拠年月日

e.操縦面の舵角範囲を含む申請に係る航空機の主要諸元

f.最大離陸重量、最大着陸重量、重心許容範囲、重量分布、床面強度等の重量

及び重心位置に関する説明及び必要な図表

g.制限荷重倍数

h.超過禁止速度、常用運用限界速度、着陸装置操作速度等の対気速度に関する

限界

i.錐揉等曲技飛行、その他申請に係る航空機に特有な許容できる飛行特性

j.運用高度限界又は自動回転着陸高度限界

k.出力又は推力、発動機回転速度、回転翼航空機にあっては回転翼回転速度、

発動機が有効に運転できる大気温度等動力装置の運転に関する諸元及び必要

な図表

l.燃料等級、滑油規格

m.燃料、滑油等の総容量、使用不能量

n.特殊装備品の型式、数、使用方法及びそれらを装備した場合の各種限界並び
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に必要な図表

o.装備品及び部品の種類（標準装備品及び任意装備品についての名称及び規格

若しくは仕様）

p.横風速度限界

q.搭乗者限界

r.水上条件限界

s.該当製造番号

t.必要な標識及び掲示板

u.構造部材の安全寿命

v.騒音値

w.発動機排出物値

（注）航空機の等級とは、陸上単発、陸上多発、水上単発、水上多発の区分を

いう。

(h)飛行規程

規則第5条の4に掲げる事項を記載すること。作成方法等については、「耐空

証明関係の付録I-2」を参照。

(i)整備手順書

規則第5条の5に掲げる事項を記載すること。作成方法等については、「耐空

証明関係の付録I-3」を参照。

(j)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

以下の事項を記載すること。ただし、当該事項が飛行規程に記載されている

場合は、あらためて作成する必要はない。

a.航空機の自重及び重心位置

b.装備品の名称、重量及び重心位置

c.燃料タンクの使用可能量及び重心位置

d.その他

(k)規則第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類

（規則第18条第2項第2号に掲げる航空機に限る。）

(l)その他参考事項を記載した書類

(2)検査の概要等

(a)申請

申請者は、航空法施行規則第17条第2項の区分2に従って、型式証明申請書の

添付書類を所定の時期までに国土交通省航空局安全部航空機安全課（霞ヶ関）
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に提出しなければならない。

(b)型式証明の基準

申請のあった型式の証明に適用される基準は、航空法施行規則付属書第１、

第２及び第３に規定する以下の基準である。

航空法施行規則付属書第１の基準への適合性を証明するための要領又は方法

については、原則として、当該型式証明の申請が受理された時点で有効な耐空

性審査要領を適用する。

但し、当該型式機の設計に新技術あるいは特殊な設計の採用などがあって、

当該要領の全てあるいは一部の適用が困難であるか又は合理性に欠ける場合に

は、特別要件、適用除外又は同等安全性の証明を設定することがある。

また、安全性の基準への適合性を証明する上で必要が生じた場合には、改め

て申請書の受理後に改訂された最新の要領又は方法を適用することができる。

4-2 輸入航空機（航空機の型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国

が型式証明その他の行為をした航空機）

航空機の型式の設計について（国際民間航空条約の締約国たる）外国へ型式証

明その他の行為の申請をしている航空機（国際共同開発機等）の場合は、当該外

国当局との協議・調整により、必要に応じ 4-1項に掲げる提出書類の追加を求め

ることがある。

(1)提出書類

型式証明申請書に添付すべき書類の内容は原則、以下のとおりである。

(a)航空機が法第10条第4項の基準（耐空性並びに騒音及び発動機の排出物の基

準）に適合することを証明するに足る書類及び図面

a. 我が国の適用基準（特別要件、特別付加要件、同等安全性及び適用除外

を含む。）に対する適合性証明方法（Means of Compliance)及び適合性

審査表（Compliance Check List）その他適合性を証明する書類

b. 試験方案及び試験報告書

c. 飛行試験方案及び飛行試験報告書

d. 系統安全性評価書

（注）b.～d.については4-2(2)(c)項で設定するValidation Itemにより指定

する。

e. 騒音基準への適合性を示す報告書であって、以下の事項を含むもの

(i) 航空法施行規則附属書第2に基づいて証明された最大騒音値

(ii) 補正の方法を含む騒音の測定方法及び分析の方法

(iii) 適用される騒音証明基準に適合する目的で行われた追加の改造に関

する記載

f. （タービン発動機を装備する航空機の場合のみ）航空法施行規則附属書
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第3の基準で要求される排出燃料の基準への適合性を示す報告書

g. （ターボジェット又はターボファン発動機の場合のみ）航空法施行規則

附属書第3の基準で要求される排出ガスへの基準への適合性を示す報告

書

(i) 航空法施行規則附属書第3の基準に基づいて証明された煤煙数値及び

排出ガス値

（注）航空法施行規則附属書第3に準拠した測定方法又は計算方法による、

炭化水素、窒素酸化物及び一酸化炭素の数値を添付すること。

(ii) 適用される排出ガスの基準に適合する目的で行われた追加の改造に

関する記載

h. 設計国当局の型式証明審査会の議事録

i. 設計国当局の適合性見解書（Issue Papers）

j. 日本語プラカードに係る図面又は設計文書

(b)当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを

証明する書類

(c)図面目録

(d)部品表

(c)及び(d)については、必要な事項が記載されたMaster Drawing Listを提

出してもよい。

(e)仕様書

a. 設計の概要（当該国が適用した耐空性、騒音及び発動機の排出物の基準、

特別要件、同等安全性、適用除外、予定される運用形態並びに運用限界

を含む。）

b. 当該国の型式証明データ・シート

c. 新技術又は特殊な設計の概要

(f)飛行規程

（注）1. 飛行規程の言語は、飛行規程に代え、国土交通大臣の認可を受け

た運航規程が搭載されることが認められている航空運送事業者の

みが使用することが想定される航空機の飛行規程を除き、日本語

であること。

2. 航空局の承認を受けるための飛行規程は、航空法施行規則附属書

第2及び第3に規定された騒音、排出燃料及び排出ガスの基準に適

合すること及び騒音値に関する記載を含むこと。

(g)整備手順書

耐空性を継続するための指示書

(h)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

(i)その他参考事項を記載した書類

a. 製造に関する文書

(i) Production Flight Test Procedure

b. 以下の技術資料
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(i) オペレーティング・マニュアル

(ii) パーツ・カタログ

(iii) 航空機、発動機又は装備品、及びその主要装備品に適用されるサー

ビス・ブレティンのリスト及びその概要

(iv) 航空機、発動機又は装備品及びその主要装備品に適用される耐空性

改善命令（Airworthiness Directive）のリスト及びその概要

c. 技術資料の最新版の電子データ等を航空局に提供する方法を示す文書

(2)検査の概要等

(a)申請

a.申請者は当該航空機の原型式証明の保有者又は原型式証明をこれから取得し

ようとする者とする。商社等の代行手続きは認められるが、検査は上記の者

が受けることになる。

b.申請者は当該型式設計に責任を持たなければならない。

c.申請は原則、設計国の当局を通して行う。

d.飛行規程を除き、申請添付書類は日本語又は英語とする。

e.飛行規程については、「耐空証明関係」の付録I-2による。

f.我が国の型式証明取得希望時期及び日本への輸入予定（可能であれば、我が

国の具体的な顧客名及び我が国への導入形態を含むこと。）を示すこと。

(b)型式証明の基準

a.申請者は航空機の概要、証明方法、設計上又は証明に当たっての特記事項等

について説明を行う。必要に応じて、設計国の当局、航空局及び申請者の三

者による、証明手続、適用基準、新技術、特殊な設計等を議論するための会

合を開催する。航空局は上記の会合等を踏まえ、型式証明チームを決定する。

b.耐空性に係る基準は、原則として原設計国が当該型式証明の申請を受理した

時に有効であった我が国の耐空性基準とする。

我が国が独自に特別要件及び特別付加要件を規定する場合には、設計国の当

局及び申請者と協議の上、決定する。

『特別要件』（Special Conditions) とは、新しく特異な航空機の設計に対

して安全性確保の見地から、輸入国の基準に追加して、又は基準の一部を変

更して設定された耐空性の基準である。

『特別付加要件』(Additional Special Requirements) とは、輸入国と輸出

国の基準の一部に相違がある等の理由により、輸入国の基準に適合させるた

め、輸出国の基準もしくは仕様に追加して、又はこれらを変更して設定され

た耐空性及び環境に係る基準である。

c.環境（騒音及び発動機排出物）に係る基準は、航空法施行規則附属書第 2
及び第 3 の基準である。

d.プラカ－ド表示は日本語とする。

ただし、航空法の一部を改正する法律（平成11年法律第72号）による改正前
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の航空法における定期航空運送事業者等の航空機においては、非常脱出、保

安装備品等に関するプラカ－ド以外は英語でもよい。

（サーキュラーNo.1-008 参照）

e.航空局は、我が国の型式証明の基準、特別な輸入要件、適合性証明方法、同

等安全性、特別要件、特別付加要件、適用除外等の項目について、必要に応

じて設計国の当局と調整した上で、適合性見解書を発行し、設計国を通じて

申請者に通知する（サーキュラー No.1-304 参照）。ただし、航空局と設計国

の当局の見解が同じ場合は、設計国の当局が発行する適合性見解書を活用す

ることができる。

(c)検査の概要

検査は、設計国の当局の証明を活用して行われ、設計国当局の要件、検査の

内容に応じて一部省略される。航空局は、必要に応じて、新技術又は特殊な設

計、新規の適合証明方法等に関する事項のうち、航空局が特別な審査を行う報

告書、試験、関心分野等を「認証項目 (Validation Item)」として適合性見解書を

発行し、設計国を通じて申請者に通知する。環境（騒音及び発動機排出物）に

係る基準への適合性に関する検査においては、我が国が承認した試験計画に従

って実施された立会い試験、及び外国当局を通じて提出された全てのデータ、

適合性実証報告書及び適合性判定(Compliance Statements)の審査及び承認に

基づき、航空法施行規則附属書第2及び第3への適合性の認定を行う。

a.設計の検査

・Compliance Check List により、基準への適合性の証明状況の確認

・設計国当局の証明の際のTC Board Minutes、Issue Paper 、Flight Manu

al, Airworthiness Limitation等に関する資料の点検

・Compliance Check List に示されている設計国当局の証明資料の確認

b.製造過程の検査

・製造国の当局による製造過程への関与の具体的方法、製造者による製造方

法、検査方法（特殊工程含む。）、治工具管理及び品質保証の方法等の確

認

・我が国への輸出に当たって、製造者及び製造国の当局が行う検査等の要件

の確認。

・製造施設等の確認（必要と認められる場合に限る。）

c.現状の検査

当該型式の航空機について、完成後の外観検査、地上試験及び飛行試験を

行う。

試験は設計国の当局の証明を活用し、PFTP(Production Flight Test Pro

cedure) の内、必要な項目を実施する。

d.その他

型式証明デ－タ・シ－トを作成する。

提出された飛行規程の内容を確認し、承認を行う。
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(d)証明書の交付

航空局は 、次の事項が確認 され た場合に型式証明書及び型式証明デー タ ・

シ ー ト を 設計国の当局に送付す る 。

a. 申請者が、我が国の型式証明の適用基準への適合性を実証していること。

b. 設計国の当局が、航空局に対して、航空局が追加要求した資料を含み我

が国の適用基準への適合性を証明していること。

c. 設計国の当局が型式証明書を発行していること。

(e)航空機の運航及び整備要件の評価

航空機の運航及び整備要件について、航空局が独自の評価を行う場合にあっ

ては、申請者は次に掲げる事項について情報を提供すること。

a. 整備方式審査会報告書（MRBR）

b. 操縦士等の訓練・試験・技能審査要件

c. 原運用許容基準（MMEL）

d. 航空法施行規則で要求される装備品が搭載されていることを示す報告書

4-3 輸入航空機であって、我が国の耐空証明を受けたことのある型式の航空機

(1)提出書類

4-2(1)に掲げる提出書類と同じ。

ただし、図面目録、部品表、仕様書、飛行規程、日本語プラカードを記載した

書類以外の書類については、当該航空機の耐空証明時に同様のものが提出されて

いれば再度提出する必要はない。

(2)検査の概要

(a)申請

4-2(2) (a)に同じ。

(b)型式証明の基準

a.我が国が当該型式の航空機に対し、耐空証明を行った時に適用した基準を基

本とする。

b.環境（騒音及び発動機排出物）に係る基準は、航空法施行規則附属書第 2
及び第 3 に規定された騒音、排出燃料及び排出ガスの基準である。

(c)検査の概要

a.設計の検査

4-2(2) (c)a.に同じ。

ただし、当該航空機の耐空証明検査時に確認したものについては、省略す

る。

b.製造過程の検査
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4-2(2) (c)b.に同じ。

ただし、当該航空機の耐空証明検査時に確認したものについては、省略す

る。

c.現状の検査

4-2(2) (c)c.に同じ。

ただし、当該航空機の耐空証明検査時に確認したものについては、省略す

る。

d.その他

4-2 (c)d.に同じ。

(d)証明書の交付

4-2 (d)に同じ。

(e) 航空機の運航及び整備要件の評価

4-2 (e)に同じ。

ただし、当該航空機の耐空証明検査時に航空局が評価を行ったものについ

ては、省略する。



- 89 -

（参考１）型式証明における発動機及びプロペラの取扱い

(1)取扱指針

我が国の航空法上、発動機及びプロペラは型式証明の対象ではなく、航空法施行

規則第14条の規定により装備品等型式承認（以下「型式承認」という。）の対象で

ある。

航空機の型式証明取得にあたっては、その装備品である発動機及びプロペラに関

して当該適用基準（安全性基準及び該当する場合には発動機排出物基準）に適合し

ていることの検査が必要であるが、この場合、航空法上、発動機及びプロペラを含

め型式承認の取得が義務でないため、次のいずれかの取扱いが必要になる。いずれ

を選択するかは、航空機の型式証明申請者と発動機又はプロペラの設計者との間で

調整を行った上、決定することが必要である。

(a)発動機又はプロペラの設計者が型式承認を別途申請する。

航空機の設計者は型式承認が取得された発動機及びプロペラを装備する航空機

として型式証明を取得する。

(b)航空機の設計者が当該航空機に装備される発動機及びプロペラを含め航空機の

型式証明を申請する。

この場合、型式証明の申請者が発動機及びプロペラの評価のため必要となる証

明書類を提出しなければならない。

(2)提出書類

上記(a)の場合、4項における発動機又はプロペラの適合性の証明に関する書類の

提出は必要としない。

（注）1.発動機及びプロペラが国産の場合、原則として型式承認を取得すること

とする。

2.型式承認の方法等については、サーキュラーNo.1-004を参照。



- 90 -

（参考２）ライセンス生産航空機の型式証明

(1)取扱指針

我が国の製造者が、外国の設計者との間でライセンス生産の契約を結び、当該設

計者が設計した航空機を製造する場合の、当該航空機の型式証明については、次の

いずれかの取扱いとなる。

しかしながら、いずれを適用するかは、我が国製造者と外国設計者との契約関係、

我が国当局と外国当局との証明当局としての責任関係等を検討した上で決定すべき

ものであるので、事前の調整が必要である。

(a)輸入航空機としての型式証明の取得

当該外国の設計者が申請者となり、輸入航空機として我が国の型式証明を取得

する。

設計の一部を我が国の製造者が変更する場合の当該設計変更については、当該

製造者が追加型式設計の承認(STC)を取得するものとする。

(b)国産航空機としての型式証明の取得

当該我が国の製造者が申請者となり、国産航空機として我が国の型式証明を取

得する。

(2)提出書類

上記の選択により、4-1 項、4-2 項が適用される

（注）既に我が国の型式証明を取得しているライセンス生産航空機については、

従来通りの取扱いを継続して行う。
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5.型式設計変更

5-1 型式設計変更の取扱い

型式証明を受けた者は、型式証明を受けた航空機の設計の変更をしようとする

時は、国土交通大臣の承認を受ける必要がある。（法第13条）型式設計変更の分

類とその承認について、以下のように取扱う。

なお、型式設計変更は、2.定義の型式証明の範囲に含まれる部分に係わる変更

で、航空機の仕様、運用に係る限界、装備を含む形態の変更及び追加等であるが、

型式証明等の申請書の添付資料の変更及び当該検査において検査を受けた製造の

工程の変更等は、これに該当する。

(1)型式設計変更の承認

型式設計変更については、以下のように承認を行う。

なお、新規製造機に対し型式設計変更を行う場合は、耐空証明検査完了までに、

承認を受ける必要がある。

(a)国産航空機等

承認を受けなければならない。

なお、航空法第20条第1項第1号の能力について認定を受けたもの（設計検査認定事

業場）が確認を行った当該変更は、同法第13条第4項の規定より国土交通大臣の承認

を受けたものとみなされ、国の検査の対象とならない。

(b)輸入航空機

設計国の当局（権限を委譲されたものを含む）が当該設計変更について承認

を行っている、又は行うことが必要である。その上で、設計変更が耐空性及び

環境適合性に与える影響の大きさに応じて、「航空局の承認が必要な設計変

更」、「航空局への通知が必要な設計変更」又は「航空局への通知が不要な設

計変更」に区分される。

（ 注 ） サ ー キ ュ ラ ー No.1-302 「 耐 空 性 審 査 要 領 等 の 適 用 に 係 る 指

針 」 の 4項 の 手 順 2に 規 定 さ れ る 設 計 変 更 等 の 内 容 の 規 模 の 判 断

に お い て 、 「 明 ら か に 大 規 模 （ Substantial Change） で あ る 場

合 」 に 該 当 す る 場 合 は 、 新 た な 型 式 と し て 型 式 証 明 の 申 請 が 必

要 と な る 。

a. 航空局の承認が必要な設計変更

航 空 局 へ の 通 知 が 不 要 な 設 計 変 更 以 外 の 設 計 変 更 で あ っ て 、

次 に 掲 げ る も の に つ い て は 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 申

請 者 は 設 計 国 の 当 局 を 経 由 し て 型 式 設 計 変 更 を 申 請 す る こ と 。

(i)主 要 な 大 変 更

i.飛 行 規 程 の 限 界 事 項 の 変 更 に 係 る も の
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ii.耐 空 性 を 継 続 す る た め の 指 示 書 に お け る 耐 空 性 限 界 の 内 容

（ Certification Maintenance Requirementを 含 む 。 ） の

変 更 に 係 る も の （ 記 載 事 項 の 誤 記 訂 正 等 を 除 く 。 ）

iii.型 式 証 明 デ ー タ ・ シ ー ト の 変 更 （ 製 造 番 号 の 追 加 を 除

く 。 ） に 係 る も の

iv.原 運 用 許 容 基 準 （ Master Minimum Equipment List (MME

L)） 及 び Configuration Deviation Listに 影 響 す る 設 計 変

更

v.型 式 証 明 時 に 設 定 し た 適 用 基 準 の 変 更 を 要 す る も の （ 新 た

に 特 別 要 件 （ Special Condition） 、 特 別 付 加 要 件 、 同 等

の 安 全 性 （ Equivalent Level of Safety） 及 び 適 用 除 外

（ Exemption） を 設 定 す る 場 合 を 含 む 。 ）

vi.型 式 証 明 時 に 承 認 さ れ た 適 合 証 明 方 法 （ Means of Complia

nce） の 変 更 又 は 新 た な 適 合 証 明 方 法 を 設 定 す る も の

vii.サ ー キ ュ ラ ー No.1-302「 耐 空 性 審 査 要 領 等 の 適 用 に 係 る 指

針 」 の 4項 の 手 順 ４ に 示 さ れ る 「 重 要 な 設 計 の 変 更 等 （ Sig

nificant Change） 」 に 該 当 す る も の

(ii)航 空 局 指 定 項 目

i.型 式 証 明 時 に 航 空 局 が 指 定 す る 認 証 項 目 に 影 響 の あ る 設 計

の 変 更

ii.航 空 法 施 行 規 則 第 22条 の 2第 1項 第 1号 又 は 第 2号 （ 騒 音 及 び

排 出 物 の 基 準 ） に 該 当 す る 設 計 変 更

iii.以 下 に 示 す 客 室 仕 様 の 重 大 な 変 更

Ÿサ ー キ ュ ラ ー No.1-008に 該 当 す る 客 室 に 取 り 付 け ら れ る 日

本 語 の マ ー キ ン グ 及 び プ ラ カ ー ド が 変 更 さ れ る 場 合

Ÿ客 室 配 置 の 変 更 （ た だ し 、 ① 非 常 脱 出 及 び 乗 員 ・ 乗 客 の 安

全 性 に 影 響 を 与 え な い 客 室 装 備 品 ・ 調 理 室 の 装 備 品 そ の 他

の 小 物 の 設 置 、 移 設 及 び 取 り 外 し 、 ② 素 材 の 変 更 を 伴 わ な

い 客 室 イ ン テ リ ア の 変 更 、 ③ エ ン タ ー テ イ メ ン ト シ ス テ ム

の ソ フ ト ウ ェ ア の 変 更 、 ④ サ ー キ ュ ラ ー No.1-008に 該 当 し

な い マ ー キ ン グ 及 び プ ラ カ ー ド の 変 更 を 除 く 。 ）

b. 航空局への通知が必要な設計変更

a.又はc.のいずれにも該当しない設計変更は、設計国の当局から航空局

に対して、設計変更の概要並びに当該国及び我が国の基準に適合してい

る旨の通知が必要であるが、疑義が生じない場合に限り、原則として航

空局の承認を取得したものと見なされる。

c. 航空局への通知が不要な設計変更
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重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさな

い変更については、設計国の当局から航空局への通知は不要であり、原則として航空

局の承認を取得したものと見なされる。

5-2 提出書類

当該設計変更及び変更によって影響を受ける航空機の設計について、型式証明

の場合に準じて書類を提出する。

5-3 検査の概要等

(1)申請

(a)申請者は、当該型式の航空機の型式証明を保有している者とする。代理人に

よる手続きは可能である。

(b)輸入機の場合、原則として、申請は設計国の当局を通して行う。

(c)申請書、申請添付事項については、型式証明の場合に準じる。

(2)型式設計変更の基準

既に型式証明を受けたことのある型式（型式証明を受けたことのある型式と同

一の系列に属する型式の航空機の型式証明を含む）の設計変更を行う場合には、

当該設計変更の申請が行われた時点で有効な最新の耐空性審査要領等を適用する。

ただし、当該型式設計変更が派生型航空機の追加に該当する場合等は、変更に

よって影響を受ける装備品又は部位に直接関係する最新の耐空性審査要領等の適

用の可能性について、申請者及び設計国の当局（輸入機の場合）と協議の上、決

定する。

(3)検査の概要

型式証明の場合に準じて検査を行う。

輸入機の場合、原則、書類により検査を行うが、必要と認められる場合には、

実機検査を行う。

飛行規程の変更がある場合には、提出された飛行規程の内容を確認し、承認を

行う。

(4)証明書等の交付

型式設計変更の承認を行った場合の証明書の交付については、以下のように取

扱う。（規則第22条）

(a)国産航空機等

申請者に対し、新たに型式証明書を交付する。

(b)輸入航空機の場合

a. 航空局の承認が必要な設計変更の場合
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申請者に対し、新たに型式証明書を交付する。ただし、当該型式設計変更

が派生型航空機の追加に該当する場合等、型式証明書の記載事項の追加又

は変更を行う場合以外の場合には、申請者に対し、型式設計変更を承認し

た旨の書簡を交付することとする。

b. 航空局への通知が必要な設計変更の場合

申請者に対し、新たな型式証明書は交付しない。

c. 航空局への通知が不要な設計変更の場合

申請者に対し、新たな型式証明書は交付しない。

5-4 サ－ビス・ブレティン（SB）の取扱い

我が国の型式証明を取得した型式の航空機に対するSBを以下のように取扱う。

(1)国産航空機等

サーキュラー№1-013に基づいて承認対象を判断する。

(2)輸入航空機

輸入航空機の SB については、型式設計変更として取り扱うこととしSB単独

の承認は行わない。

6.型式証明関係手続き

6-1 型式証明申請書、型式設計変更申請書及び型式設計変更届出書の記載要領並び

に申請等書類の提出先

(1)申請書の記載要領

(a)型式証明申請書

a.申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

当該航空機の原型式証明の保有者又は原型式証明をこれから取得しようと

する者について記入する。

代行手続きの場合には、当該代行者の当該事項についても合わせて記入す

る。

b.航空機の種類、型式、製造番号、耐空類別、適用される法第10条第4項の基

準、設計者氏名又は名称、設計者住所、製造者氏名又は名称、製造者住所

検査を受ける航空機及び検査を受ける際に提出する書類と整合するもので

なければならない。

(b)型式設計変更申請書及び型式設計変更届出書

a.申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

当該航空機の型式証明の保有者について記入する。
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代行手続きの場合には、当該代行者の当該事項についても合わせて記入す

る。

b.航空機の種類、型式、型式証明書番号、製造番号、耐空類別、適用される法

第10条第4項の基準、設計者氏名又は名称、設計者住所、製造者氏名又は名

称、製造者住所

検査を受ける航空機及び検査を受ける際に提出する書類と整合するもので

なければならない。

c.変更事由

設計変更が必要となった事由を記入する。

(2)申請書の提出先

東京都千代田区霞が関２－１－３

国土交通省航空局安全部航空機安全課

（電話） ０３－５２５３－８７３５
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6-2 申請等書類の提出から検査、型式証明書類の交付までの流れ

(1)型式証明

事前調整 ・担当官と検査スケジュールについても調整を行うこと。

申請書の提出 ・必ずしもこの時点で、関係書類は添付しなくてよ

い。

型式証明の基準の決定 ・申請者及び設計国の当局（外国の型式証明を有

する場合）と調整の上、決定する。

（特別要件等を含む）

関係書類の提出 ・調整されたスケジュ－ルに従って、書類を提出する。

検査の実施 ・書類検査、立会検査、実機検査を実施する。

経済産業大臣への意見聴取

型式証明書の交付 ・合わせて、飛行規程の承認を行う。
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(2)型式設計変更

事前説明 ・担当検査官と検査スケジュ－ルについても調整を行うこと。

申請書の提出 ・必ずしもこの時点で、関係書類は添付しなくてよい。

設計変更承認の ・派生型航空機の追加に該当する場合は申請者及び

基準の決定 設計国の当局と調整の上、決定する。

関係書類の提出 ・調整されたスケジュ－ルに従って、書類を提出す

る。

検査の実施 ・書類検査、必要に応じて立会検査、実機検査を実

施する。

経済産業大臣への意見聴取

型式証明書の交付 ・飛行規程の変更又はSBの作成を行う場合には、

又は承認書の交付 合わせて、飛行規程又はSBの承認を行う。

7.型式証明保有者のその他の業務

型式証明保有者は以下の業務についても、実施することが必要である。

(1)型式設計変更の承認の取得（法第13条）

(2)運航中の航空機に関する不具合等情報の収集、当局への情報の提供

(3)設計、製造に関する不具合等が発生した場合の技術対策等の是正措置

(4)デ－タ（設計デ－タ、図面、試験報告書、航空製品の検査証明書）の維持、保管

(5)マニュアルの作成、改訂、保管及び航空機の使用者への提供

(6)耐空性の継続（耐空性の維持に関する取扱手順書の提供、改訂を含む）
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(7) 技術資料（Aircraft Flight Manual、Aircraft Maintenance Manual、原運用許

容基準、整備方式審査会報告書、Scheduled maintenance requirements、Fault I

solation Manual、Wiring Diagram Manual、Standard Wiring Practices Manual、

Structural Repair Manual等）を改訂した場合、速やかに航空局に対し、電子媒体

を提供すること。提供する方法は航空局がオンラインでアクセスできるウェブサイ

トへの掲載が望ましいが、紙媒体又はCD-ROM等の電子媒体による提供も可能とする。
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第Ⅲ部 追加型式設計の承認関係

1.概要

第Ⅲ部においては、法第13条の2の追加型式設計承認（STC）に関する一般的方針、

申請手続き、提出書類等について定める。

2.追加型式設計承認の適用範囲と意義

2-1 適用範囲

型式証明を受けた航空機の設計変更を行う場合は、その変更の程度にかかわら

ず、追加型式設計承認の申請を行うことができる。

2-2 意義

追加型式設計承認を受けた設計変更がなされた航空機については、型式証明を

受けた航空機の設計と同様の効果をもたらす。即ち、追加型式設計承認を受けた

設計変更がなされた航空機については、修理改造検査又は耐空証明における当該

設計変更に係る設計、製造過程及び現状についての検査のうち、設計及び製造過

程の検査の一部が省略される。

更に、国産航空機については、当該追加型式設計承認に係る作業を含む航空機

の製造及び完成後の検査の能力について国の認定を受けた製造者が製造及び完成

後の検査を行った場合、また、輸入航空機については、検査の基準及び手続きが

我が国と同等以上と認められる外国が当該基準及び手続きに基づき証明した場合

は、設計、製造過程に加え、現状についての検査も一部省略される。

また、追加型式設計承認による改修作業は型式証明保有者のSBによる改修作業

と同等に取扱う。即ち、認定事業場で改修を実施、確認することができ、修理改

造検査を受検する場合にも、計画の検査が省略される。また、当該改修が軽微な

ものである場合には、小修理として取扱うこととする。

（小修理としての取扱いについては、Ⅳ.2-1(2)(e)を参照。）

（注）輸出国における我が国と同等以上の検査の基準及び手続きの内容については、

輸出国と我が国との当局間で締結する航空機等の証明に係る相互承認協定等に

よる。我が国と外国当局との間で締結した相互承認協定等については、サーキ

ュラーNo.7-001「外国との航空安全に関する相互承認協定等について」を参照

すること。

3.追加型式設計承認の申請区分別の提出書類及び検査の概要

3-1 追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為

をしていないもの

（通常は、国内の事業者が自ら設計した追加型式設計が該当する。）

(1)提出書類

追加型式設計承認申請書に添付すべき書類の内容は、原則型式証明に準じ、以
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下の通りとする。

(a)追加型式設計に係る設計計画書

以下の事項を記載すること。

a.追加型式設計の目的、用途、特徴等

b.追加型式設計が適用される航空機の耐空類別、型式、製造番号

c.追加型式設計責任者の氏名、及び設計に関して当局との連絡を主に行う者の

氏名

d.設計、製造、改修等に関する概略の日程

e.主要部品及び主要部品の製造者名

f.追加型式設計の概要の説明

g.特殊な製作方法があればその概要説明

h.試験に関する事項

強度試験、機能試験、飛行試験、騒音の測定、発動機排出物の測定等に関し

て場所、施設、使用機器、日程等を含む概要説明

（注）追加型式設計計画書は当局が実際の検査を行う前に設計の概略を知るこ

とを目的としたものである。一括して提出するのが望ましいが、まとまっ

たものから逐次提出しても差し支えない。

記載内容は、設計の進捗に伴い変更される場合がありうるが、何らかの

方法で当局に連絡されている限り、強いて本書を変更する必要はない。

(b)設計書

以下の書類のうち、当該追加型式設計が航空機の型式設計に影響を及ぼすも

のについて作成し、提出すること。

作成にあたり、航空機の製造者等のデ－タを使用する場合は、その出処を明

確にすること。

a.重量算定、重心位置計算書

b.性能計算書

c.安定性及び操縦性計算書

d.基礎荷重計算書及び同強度計算書

e.疲労荷重計算書及び同強度計算書

f.騒音値又は発動機排出物値の計算書

g.追加型式設計に係る装備品の仕様書

h.各種系統（操縦、操作、電気、計器、吸排気、冷却、燃料、滑油、高圧油、

空気圧、真空、空気調和、防除氷、消火、酸素、無線、航法装置等）の負荷

解析、強度計算、性能算定、主要線図（ブロックダイヤグラム）、仕様、

FAILURE ANALYSIS等の設計資料

i.在来のものと異なる特殊な構造や装備品が使用される場合は、それらに関す

る設計資料
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(c)図面目録

追加型式設計に関するすべての図面番号、名称等を含む目録であること。

(d)設計図面

追加型式設計に関する図面をいう。

(e)部品表

当該追加型式設計に含まれる部品について部品名、部品番号、製造者名を記

載すること。標準部品の製造者名は除く。

(f)製造計画書

下記の事項を記載すること。

a.部品の製造場所及び主要製造者名

b.製造の日程

(g)仕様書

以下の事項のうち、当該追加型式設計が航空機の型式設計に影響を及ぼすも

のについて記載すること。

影響を及ぼさないものについては、「変更なし」とすること。

a.追加型式設計が適用される航空機の型式及び製造番号

b.発動機、プロペラ又は回転翼の型式及び数

c.追加型式設計の設計者及び製造者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び

主たる事業所の所在地）

d.耐空類別及び適用された基準

e.操縦面の舵角範囲を含む航空機の主要諸元

f.重量及び重心位置

g.制限荷重倍数

h.対気速度限界

i.航空機に特有な許容できる飛行特性

j.運用高度限界又は自動回転着陸高度限界

k.動力装置の運転に関する諸元及び必要な図表

l.燃料等級、滑油規格

m.燃料、滑油等の総容量、使用不能量

n.装備品及び部品の種類（追加型式設計に係るもの）

o.横風速度限界

p.搭乗者限界

q.水上条件限界

r.必要な標識及び掲示板

s.構造部材の安全寿命

t.騒音値
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u.発動機排出物値

(h)飛行規程

規則第5条の4に掲げる事項を記載すること。作成方法については、「耐空証

明関係の付録I-2」を参照。

当該追加型式設計により変更又は追加となる部分について記載する。

(i)整備手順書

規則第5条の5に掲げる事項を記載すること。

作成方法については、「耐空証明関係の付録I-3」を参照。

当該追加型式設計により変更又は追加となる部分について記載する。

(j)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

以下の事項に関し、当該追加型式設計により変更又は追加となる部分につい

て記載する。ただし、当該事項が飛行規程に記載されている場合は、当該飛行

規程をもって、本書類に代えることができる。

a.航空機の自重及び重心位置

b.装備品の名称、重量及び重心位置

c.燃料タンクの使用可能量及び重心位置

d.その他

(k)規則第39条の4第1項の規定により検査の確認をした旨を証する書類

（規則第23条の2第2項第2号に掲げる航空機に限る。）

(l)その他参考事項を記載した書類

その他参考事項を記載した書類とは下記の書類をいう。なお、以下の書類の

うち、ａ～ｌについては、当該追加型式設計が航空機の型式設計に影響を及ぼ

す場合に作成し、提出すること。

作成にあたり、航空機の製造者等のデ－タを使用する場合は、その出処を明

確にすること。

a.適合性審査表案

b.空力及び水力関係試験方案

c.部分強度試験方案

d.静的強度試験方案

e.疲労強度試験方案

f.動的強度試験方案

g.振動試験方案

h.各種機能試験方案

i.飛行試験方案

j.騒音測定方案
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k.発動機排出物測定方案

l.技術通報発行要領

サーキュラー№1-013を参照すること。

m.担当検査官が必要と認めた試験方案、試験成績書及びその他の必要資料、並

びにMinimum Equipment List及びConfiguration Deviation Listを設定する

場合はこれらの原案

n.改造（修理）手順書

（注）改造（修理）手順書とは、追加型式設計承認を受けた者が、改造・修理

作業を実施する者に対して、改造・修理作業を行う際の手順を示した書類

をいう。外国の追加型式設計承認におけるManufacturing and Installati

on Instruction Drawingsに相当する。

(2)検査の概要等

(a)申請

a.申請者は当該型式の航空機の型式証明の保有者以外の者で、追加型式設計の

設計者とする。

b.申請者は当該追加型式設計に責任を持たなければなければならない。

(b)追加型式設計の基準

a.申請者は設計の初期の段階において、追加型式設計計画書を提出し、追加型

式設計の概要、証明の方法、設計上又は証明に当たっての特記事項等につい

て説明を行う。

b.追加型式設計の基準は、当該航空機について我が国が行った型式証明に適用

した基準とする。

ただし、当該追加型式設計が耐空性に及ぼす影響が大きい場合には、変更

によって影響を受ける装備品又は部位に直接関係する最新の耐空性基準の適

用の可能性を検討し、申請者及び設計国の当局（輸入STCの場合）と協議の

上、基準を決定する。

特別要件、適用除外及び同等の安全性の証明を規定する場合には、同様に

申請者及び設計国の当局（輸入STCの場合）と協議の上、決定する。

(c)検査の概要

事前に担当検査官と検査について調整を行い、証明の方法、提出書類並びに

提出時期、試験への立会い、地上試験及び飛行試験の要否、スケジュ－ル等に

ついて決定する。

a.設計の検査

・提出書類により基準への適合性を検査する。

・必要に応じて、担当検査官立会の試験を行う。

試験には、static load test､ flammability test､ fire containment t
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est､ EMI flight and ground test 、騒音又は発動機の排出物の測定等が

ある。

b.製造過程の検査

・必要に応じて、部品の製造・完成適合検査、改造過程の検査、品質管理の

方法の検査を行う。

c. 現状の検査

・完成後の外観検査並びに必要に応じ地上試験及び飛行試験を行う。

d.その他

・飛行規程の変更がある場合は、提出された飛行規程の変更内容を検査し、

承認する。

（注）当該追加型式設計が複数の航空機の型式に及ぶ場合には、各型式に対し

て必要により、書類又は試験による適合性の証明並びに製造過程及び完成

後の現状検査が必要となる。

(d)承認書の交付

追加型式設計が適用した基準に適合していると判断した場合には、追加型式

設計承認書を申請者に対し交付する。

3-2 追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為

をしたもの

（通常は、外国の事業者が自ら設計し、既に当該外国政府から承認を受けている

追加型式設計が該当する。）

(1)提出書類

(a)当該追加型式設計による変更をした航空機が法第10条第4項の基準（耐空性、

騒音及び発動機の排出物の基準）に適合することを証明するに足る書類及び図

面（変更に係る部分に限る。）

a. 我が国の適用基準（特別要件、特別付加要件、同等安全性及び適用除外を

含む。）に対する適合性証明方法（Means of Compliance)及び適合性審査

表（Compliance Check List）（他の STC 番号を呼び出している場合、関

連する適合性審査表を含む。）その他適合性を証明する書類

b. 試験方案及び試験報告書

c. 飛行試験方案及び飛行試験報告書

d. 系統安全性評価書

e. 騒音基準への適合性を示す報告書であって、以下の事項を含むもの

(i) 航空法施行規則附属書第2に基づいて証明された最大騒音値

(ii) 補正の方法を含む騒音の測定方法及び分析の方法

(iii) 適用される騒音証明基準に適合する目的で行われた追加の改造に関す

る記載
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f. （タービン発動機を装備する航空機の場合のみ）航空法施行規則附属書第

3の基準で要求される排出燃料の基準への適合性を示す報告書

g. （ターボジェット又はターボファン発動機の場合のみ）航空法施行規則附

属書第3の基準で要求される排出ガスへの基準への適合性を示す報告書

(i) 航空法施行規則附属書第3の基準に基づいて証明された煤煙数値及び排出

ガス値

（注）航空法施行規則附属書第3に準拠した測定方法又は計算方法による、

炭化水素、窒素酸化物及び一酸化炭素の数値を添付すること。

(ii) 適用される排出ガスの基準に適合する目的で行われた追加の改造に関

する記載

h. 適合性見解書（Issue Papers）

i. 日本語プラカードに係る図面又は設計文書

(b)当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為を

したことを証明する書類

(c)図面目録

(d)部品表

(c)及び(d)については、必要な事項が記載されたMaster Drawing Listを提

出してもよい。

(e)仕様書

a. 設計の概要（設計変更の内容、製造者及び型式、当該国が適用した耐空

性、騒音及び発動機の排出物の基準、特別要件、同等安全性並びに適用

除外を含む。）

b. 新技術又は特殊な設計の概要

(f)飛行規程

a.追加飛行規程の案

（注）1.追加飛行規程の言語は、飛行規程に代え、国土交通大臣の認可を受け

た運航規程が搭載されることが認められている航空運送事業者のみが

使用することが想定される航空機の追加飛行規程を除き、日本語であ

ること。

2.航空局の承認を受けるための追加飛行規程は、航空法施行規則附属書

第2及び第3に規定された騒音、排出燃料及び排出ガスの基準に適合す

ること及び騒音値に関する記載を含むこと。

(g)整備手順書

a.耐空性を継続するための指示書（Maintenance/Repair Manual Supplement

等）

(h)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類

(i)その他参考事項を記載した書類（該当する場合）

a. 航空法施行規則で要求される装備品が搭載されていることを示す報告書

b. 製造に関する文書
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(i) Production Flight Test Procedure

(ii) Manufacturing and Installation Instruction Drawing

c. 以下の技術資料

(i) オペレーティング・マニュアル

(ii) パーツ・カタログ

(iii) 航空機、発動機又は装備品、及びその主要装備品に適用されるサー

ビス・ブレティンのリスト及びその概要

(iv) 航空機、発動機又は装備品及びその主要装備品に適用される耐空性改

善命令（Airworthiness Directive）のリスト及びその概要

d. 技術資料の最新版の電子データ等を航空局に提供する方法を示す文書

e. 必要に応じて、型式証明保有者との協力体制に係わる書類又は自ら設計す

る能力を証明する書類

(2)検査の概要等

(a)申請

a.申請者は当該型式の航空機の型式証明の保有者以外の者で、追加型式設計の

保有者とする。代理人による手続きは可能であるが、検査は上記の者が受け

ることになる。

b.申請者は当該追加型式設計に責任を持たなければなければならない。

c.申請は原則として設計国の当局を通して行う。

d.飛行規程( 変更のある場合に提出）を除き、申請添付書類は日本語、英語の

いずれで記述してもよい。

e.飛行規程( 変更のある場合に提出）については、「耐空証明関係」の付録I

-2による

f.我が国の追加型式設計承認取得希望時期

(b)追加型式設計の基準

a.申請者は追加型式設計の概要、証明の方法、設計上又は証明に当たっての特

記事項等について説明を行う。

b.追加型式設計の基準は、原則として原設計国が当該追加型式設計の申請を受

理した時に有効であった我が国の耐空性基準とする。ただし、当該追加型式

設計が耐空性に及ぼす影響が大きい場合には、変更によって影響を受ける装

備品又は部位に直接関係する最新基準の適用の可能性を検討し、申請者及び

設計国の当局と協議の上、基準を決定する。

我が国独自の特別要件、特別付加要件、適用除外及び同等の安全性の証明

を規定する場合には、同様に申請者及び設計国の当局と協議の上、決定する。

c.プラカ－ド表示は日本語とする。

ただし、航空法の一部を改正する法律（平成11年法律第72号）による改正

前の航空法における定期航空運送事業者等の航空機においては、非常脱出、
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保安装備品等に関するプラカ－ド以外は、英語でもよい。

（サーキュラーNo.1-008参照）

(c)検査の概要

追加型式承認の検査の概要を以下に示す。

事前に担当検査官と検査について調整を行い、証明の方法、提出書類並びに

提出時期、試験への立会い、地上試験及び飛行試験の要否、スケジュ－ル等に

ついて決定する。

a.設計の検査

外国の証明書、承認書（STC等）又はCompliance Check List及びその他の

提出書類により基準への適合性の証明状況を確認

b.製造過程の検査

・製造国の当局による製造過程への関与の具体的方法、製造者による製造方

法、検査方法（特殊工程含む。）、治工具管理及び品質保証の方法等の確

認

・我が国への輸出に当たって、製造者及び製造国の当局が行う検査等の要件

の確認

（注）使用する部品には、製造国政府が指定する耐空性を保証するタグ

(FAA Form 8130-3､ EASA Form 1等）を添付すること。

c.現状の検査

完成後の外観検査並びに必要に応じ地上試験及び飛行試験を行う。

d.その他

飛行規程の変更がある場合は、提出された飛行規程の変更内容を検査し、承

認する。

（注）当該追加型式設計が複数の航空機の型式に及ぶ場合には、各型式に対

して必要により、書類又は試験による適合性の証明並びに製造過程及び

完成後の現状検査が必要となる。

(d)承認書の交付

航空局は、次の事項が確認された場合に追加型式設計が適用した基準に適合

していると判断した場合には、追加型式設計承認書を設計国の当局に送付す

る。

a. 申請者が、我が国の適用基準への適合性を実証していること。

b. 設計国の当局が、航空局に対して、航空局が追加要求した資料を添えて我

が国の適用基準への適合性を証明していること。

c. 設計国の当局が追加型式設計承認書を発行していること。

承認書の備考欄には、次の事項を記載するものとする。

a.当該追加型式設計による航空機の改修の作業区分（小修理、小改造又は大改
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造の区分）

b.外国の追加型式設計の承認を受けている場合は当該外国の承認番号

c.その他必要と認めた事項

4.追加型式設計の変更

4-1 追加型式設計の変更の取扱い

(a)追加型式設計の変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その

他の行為をしていないもの

（通常は、国内の事業者が自ら設計した追加型式設計の変更が該当する。）

追加型式設計承認を受けた者が、当該承認を受けた設計を変更しようとする場

合は、国土交通大臣の承認を受ける必要がある。（法第13条の2第3項）

なお、以下に示す軽微な変更にあっては、届け出を行えばよい。

(1)非常脱出及び乗員・乗客の安全性に影響を与えない客室装備品・調理室の装

備品その他の小物の設置、移設及び取り外し

(2)素材の変更を伴わない客室インテリアの変更

(3)エンターテイメントシステムのソフトウェアの変更

(4)サーキュラーNo.1-008に該当しないマーキング及びプラカードの変更

(5)付属図面等の明らかな誤記訂正、注釈の追加、作業手順の明確化など。

(b)追加型式設計の変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その

他の行為をしたもの

（通常は、外国の事業者が自ら設計し、既に当該外国政府から承認を受けている

追加型式設計の変更が該当する。）

設計国の当局（権限を委譲されたものを含む）が当該追加型式設計変更につい

て承認を行っている、又は行うことが必要である。その上で、追加型式設計変更

が耐空性及び環境適合性に与える影響の大きさに応じて、「航空局の承認が必要

な追加型式設計変更」、「航空局への通知が必要な追加型式設計変更」又は「航

空局への通知が不要な追加型式設計変更」に区分される。

（ 注 ） サ ー キ ュ ラ ー No.1-302 「 耐 空 性 審 査 要 領 等 の 適 用 に 係 る 指 針 」

の 4項 の 手 順 2に 規 定 さ れ る 設 計 変 更 等 の 内 容 の 規 模 の 判 断 に お い て 、

「 明 ら か に 大 規 模 （ Substantial Change） で あ る 場 合 」 に 該 当 す る

場 合 は 、 新 た な 型 式 と し て 型 式 証 明 の 申 請 が 必 要 と な る 。

a. 航空局の承認が必要な追加型式設計変更

航 空 局 へ の 通 知 が 不 要 な 追 加 型 式 設 計 変 更 以 外 の 設 計 変 更 で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て は 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 申 請

者 は 設 計 国 の 当 局 を 経 由 し て 追 加 型 式 設 計 変 更 を 申 請 す る こ と 。

(i)主 要 な 大 変 更

i. 飛 行 規 程 の 限 界 事 項 の 変 更 に 係 る も の
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ii. 耐 空 性 を 継 続 す る た め の 指 示 書 に お け る 耐 空 性 限 界 の 内 容 （ Ce

rtification Maintenance Requirementを 含 む 。 ） の 変 更 に 係 る

も の （ 記 載 事 項 の 誤 記 訂 正 等 を 除 く 。 ）

iii. 型 式 証 明 デ ー タ ・ シ ー ト の 変 更 （ 製 造 番 号 の 追 加 を 除 く 。 ） に

係 る も の

iv. 原 運 用 許 容 基 準 （ Master Minimum Equipment List (MMEL)） 及

び Configuration Deviation Listに 影 響 す る 設 計 変 更

v. 追加型式設計時に設定した適用基準の変更を要するもの（新たに特別要件

（Special Condition）、特別付加要件、同等の安全性（Equivalent Level

o f Safety）及び適用除外（Exemption）を設定する場合を含む。）

vi. 追 加 型 式 設 計 時 に 承 認 さ れ た 適 合 証 明 方 法 （ Means of Complia

nce） の 変 更 又 は 新 た な 適 合 証 明 方 法 を 設 定 す る も の

vii. サ ー キ ュ ラ ー No.1-302「 耐 空 性 審 査 要 領 等 の 適 用 に 係 る 指 針 」

の 4項 の 手 順 ４ に 示 さ れ る 「 重 要 な 設 計 の 変 更 等 （ Significant

Change） 」 に 該 当 す る も の

(ii)航 空 局 指 定 項 目

i. 型 式 証 明 時 に 航 空 局 が 指 定 す る 認 証 項 目 に 影 響 の あ る 設 計 の 変

更

ii. 航 空 法 施 行 規 則 第 22条 の 2第 1項 第 1号 又 は 第 2号 （ 騒 音 及 び 排 出

物 の 基 準 ） に 該 当 す る 追 加 型 式 設 計 変 更

iii. 以 下 に 示 す 客 室 仕 様 の 重 大 な 変 更

Ÿ サ ー キ ュ ラ ー No.1-008に 該 当 す る 客 室 に 取 り 付 け ら れ る 日 本

語 の マ ー キ ン グ 及 び プ ラ カ ー ド が 変 更 さ れ る 場 合

Ÿ 客 室 配 置 の 変 更 （ た だ し 、 ① 非 常 脱 出 及 び 乗 員 ・ 乗 客 の 安 全

性 に 影 響 を 与 え な い 客 室 装 備 品 ・ 調 理 室 の 装 備 品 そ の 他 の 小

物 の 設 置 、 移 設 及 び 取 り 外 し 、 ② 素 材 の 変 更 を 伴 わ な い 客 室

イ ン テ リ ア の 変 更 、 ③ エ ン タ ー テ イ メ ン ト シ ス テ ム の ソ フ ト

ウ ェ ア の 変 更 、 ④ サ ー キ ュ ラ ー No.1-008に 該 当 し な い マ ー キ

ン グ 及 び プ ラ カ ー ド の 変 更 を 除 く 。 ）

b. 航空局への通知が必要な追加型式設計変更

a.又はc.のいずれにも該当しない追加型式設計変更は、設計国の当局から航空

局に対して、設計変更の概要並びに当該国及び我が国の基準に適合している旨

の通知が必要であるが、疑義が生じない場合に限り、原則として航空局の承認

を取得したものと見なされる。

c. 航空局への通知が不要な追加型式設計変更

重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更

については、設計国の当局から航空局への通知は不要であり、原則として航空局の承認を取

得したものと見なされる。



- 110 -

4-2 提出書類

当該変更によって影響を受けるものについて、3-1(1)及び3-2(1)に準じて書類

を提出する。

4-3 検査の概要等

(1)申請

3-1(2)(a)及び3-2(2)(a)に準じる。

(2)適用基準

当該変更に適用される基準は、当該追加型式設計承認に適用した基準とする。

(3)検査の概要

当該変更によって影響を受ける部分の設計について、3-1(2)(c)及び3-2(2)

(c)に準じて検査を行う。

(4)承認書の発行

追加型式設計の変更が適用した基準に適合していると判断した場合には申請者

に対し、新たに追加型式設計承認書を交付する。

5.追加型式設計承認関係手続き

5-1 追加型式設計承認申請書、追加型式設計変更申請書及び追加型式設計変更届出

書の記載要領並びに申請等書類の提出先

(1)申請書等の記載要領

(a)追加型式設計承認申請書

a.申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

当該追加型式設計承認をこれから取得しようとする者について記入する。

代行手続の場合には、当該代行者の当該事項についても合わせて記入する。

b.航空機の種類、型式、型式証明書番号、製造番号、耐空類別、適用される法

第10条第4項の基準、設計者氏名又は名称、設計者住所、製造者氏名又は名

称、製造者住所

検査を受ける航空機及び検査を受ける際に提出する書類と整合するもので

なければならない。

c.追加型式設計を行う設計者氏名又は名称、設計者住所､ 製造者氏名又は名称、

製造者住所

当該追加型式設計及び検査を受ける際に提出する書類と整合するものでな

ければならない。

d.追加型式設計の内容

追加型式設計の内容を簡潔に記入する。
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e.受検希望地

備考欄に受検希望地を明記すること。

(b)追加型式設計変更申請書

(a)に準じて、申請書を作成し、提出する。

(c)追加型式設計変更届出書

a.届出者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

b.航空機の種類、型式、型式証明書番号、製造番号、耐空類別、適用される法

第10条第4項の基準、設計者氏名又は名称、設計者住所、製造者氏名又は名

称、製造者住所

c.追加型式設計変更を行う設計者氏名又は名称、設計者住所､ 製造者氏名又は

名称、製造者住所

d.変更事由

追加型式設計変更が必要となった事由を記入する。

e.追加型式設計変更の内容

追加型式設計変更の内容及び申請が不要な理由を簡潔に記入する。

(2)申請書の提出先

(a)受検希望地が外国の場合

国土交通省航空局安全部航空機安全課 航空機検査官

東京都千代田区霞ヶ関２－１－３

TEL ０３－５２５３－８７３５

(b)受検希望地が新潟、長野、静岡以東の場合

東京航空局保安部運用課検査乗員係

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第二合同庁舎

TEL ０３－５２７５－９２９２

(c)受検希望地が富山、岐阜、愛知以西の場合

大阪航空局保安部運用課検査乗員係

大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館

TEL ０６－６９４９－６２１１

（注）追加型式設計変更の申請及び届出は、原則として先に追加型式設計の申請

を行った地方航空局宛に行うこと。

（注）国際民間航空条約の締約国たる外国の承認を得た追加型式設計の申請につ

いては、受検希望地を管轄する上記(a)から(c)の宛先とし、当該外国の当局

を経由して、国土交通省航空局安全部航空機安全課航空機検査官に提出する

こと。



- 112 -

5-2 申請等書類の提出から検査、追加型式設計承認書類の交付までの流れ

(1)追加型式設計承認

申請書の提出 ・必ずしもこの時点で関係書類は添付しなくて

よい。

追加型式設計の概要説明 ・担当検査官と検査スケジュ－ルについても調

整を行うこと。

検査方針の決定 ・当該設計変更に適用される基準の確認及び証

明の方法、検査内容、提出書類等について調

整を行う。

関係書類の提出 ・調整されたスケジュ－ルに従って、書類を提

出する。

検査の実施 ・書類検査、立会検査、実機検査を実施する。

追加型式設計 ・飛行規程の改定を行う場合には、合わせて飛

承認書の交付 行規程の承認を行う。
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(2)追加型式設計の変更承認

変更申請書の提出 ・必ずしもこの時点で関係書類は添付しなくてよ

い。

設計変更の概要説明 ・証明の方法、検査内容、スケジュ－ル提出書類等

について調整を行う。

関係書類の提出 ・調整されたスケジュ－ルに従って、書類を提出す

る。

検査の実施 ・書類検査、必要に応じて立会検査、実機検査を実

施する。

追加型式設計 ・飛行規程の改定を行う場合には、合わせて、飛行

承認書の交付 規程の承認を行う。

6.追加型式設計承認保有者のその他の業務

追加型式設計承認の保有者は以下の業務についても、実施することが必要である。

(1)追加型式設計の変更の承認の取得。（法第13条の2）

(2)改修後の当該部位に関する不具合等の情報の収集、当局への情報の提供

(3)設計、製造に関する不具合等が発生した場合の技術対策等の是正措置

(4)デ－タ（設計デ－タ、図面、試験報告書、航空製品の検査証明書）の維持、保

管

(5)マニュアルの作成、改訂、保管及び航空機の使用者への提供

(6)耐空性の継続（耐空性の維持に関する整備手順書の提供、改訂を含む）

(7)改造（修理）手順書の使用者への提供

(8)技術資料を提供する方法は航空局がオンラインでアクセスできるウェブサイト

への掲載が望ましいが、紙媒体又はCD-ROM等の電子媒体による提供も可能とする。
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第Ⅳ部 修理改造検査関係

1.概要

第Ⅳ部においては、法第16条の修理改造検査に関する一般的方針、申請手続き、

提出書類等について定める。

2.修理改造検査の対象範囲

法第16条第1項又は第2項（修理改造検査）の検査を受けるべき修理又は改造は、

法第10条第1項又は法第10条の2第1項の耐空証明を受けた航空機に対して行われる規

則第24条に定められる一定の範囲の修理又は改造であるが、以下に当該修理又は改

造の対象範囲等に関する指針を示す。ただし、実施しようとする作業が修理改造検

査の対象に該当するか明確でない場合には、適宜検査官室に問い合わせること。

2-1 修理改造検査の対象範囲及び適用基準（規則第24条及び第26条の2）

法第16条の修理改造検査を受けるべき修理又は改造の範囲及び当該検査で適用す

る基準は以下の表に定めるとおりである。

航空機 修理改造検査の対象範囲 適用基準

1.法第19条第1項の イ 規則第5条の6の表に掲げる 法第10条第4項第1号

航空機 作業の区分のうちの改造(ロ の基準

及びハを除く。)

ロ 改造のうち、航空機の騒音 法第10条第4項第1号

に影響を及ぼすおそれのある 及び第2号の基準

もの

ハ 改造のうち、発動機の排出 法第10条第4項第1号

物に影響を及ぼすおそれのあ 及び第3号の基準

るもの

2.その他の航空機 イ 規則第5条の6の表に掲げる 法第10条第4項第1号

作業の区分のうちの大修理又 の基準

は改造（滑空機にあっては、

大修理又は大改造）(ロ及び

ハを除く。)

ロ 修理又は改造のうち、航空 法第10条第4項第1号

機の騒音に影響を及ぼすおそ 及び第2号の基準

れのあるもの

ハ 修理又は改造のうち、発動 法第10条第4項第1号

機の排出物に影響を及ぼすお 及び第3号の基準

それのあるもの

（注）法第19条第1項の航空機とは、航空運送事業の用に供する航空機であって、か
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つ、規則第31条の2に定めるもの（客席数が60又は最大離陸重量が27トンを超え

る飛行機又は回転翼航空機。平成20年3月30日より、客席数が30又は最大離陸重

量が15トンを超える飛行機又は回転翼航空機に対象を拡大）をいう。

上記の修理改造検査の対象となる作業について、航空機整備改造認定事業場が作

業を実施した場合には、修理改造検査の代わりに当該認定事業場が法第19条の2に基

づく確認をすることができることとしているが、法第19条の2に基づく認定事業場の

確認の可否は、一般に耐空性、環境適合性への影響度、計画や設計についての国の

承認の有無により判断されることとなる。

（注）国の承認とは、型式証明、型式設計変更承認（輸入機の型式設計の小変更に

ついては、製造国政府の承認をもって我が国の型式設計変更の承認を受けたも

のとみなす。詳細は「型式証明関係」を参照のこと。）、追加型式設計承認、

型式又は仕様の承認、認定事業場の技術指令等の承認等をいう。

また、我が国の型式証明を有さない型式の輸入機についても、当該航空機の

製造者が行った設計の小変更については、製造国政府の承認をもって国の承認

を受けたものとみなす。

2-2 規則第5条の6の表に掲げる区分による大修理及び改造（滑空機にあっては大修

理及び大改造）

安全性を確保するための基準への適合性（耐空性）に一定以上の影響を及ぼす

範囲の修理又は改造であり、規則第5条の6の表に各々の作業内容が規定されてい

る。

各々の区分の具体的な作業内容の例示は、サーキュラーNo.3-001「航空機の整

備及び改造について」参照のこと。

(1)修理の区分

検査を受けるべき大修理は、規則第5条の6の表に次の通り規定されている。

1 次に掲げる修理作業その他の耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作

業。

イ 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継

ぎ、溶接及びこれに類似した作業

ロ 複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業

2 その仕様について規則第14条第1項の国土交通大臣の承認を受けていな

い装備品又は部品を用いる修理作業

これを踏まえ、法第19条の2に基づく認定事業場の確認の可否も含めた修理の

区分についての基本的考え方を示すと、次の通りである。
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(a)大修理（法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可）

(i)修理方法が確立されていないもの（メンテナンス・マニュアル、サービス

・ブレティン、公知の整備作業の基準等に修理方法が記載されていないもの

であって、国の承認を受けていないもの）

(ii)その型式又は仕様について国の承認を受けていない装備品又は部品（型式

又は仕様承認対象のもの）を用いてするもの

(b)大修理（法第19条の2に基づく認定事業場による確認可）

修理方法が確立されているもので、作業が大規模、複雑又は特殊な技量若し

くは装置を要するもの

(c)小修理（修理改造検査の対象範囲外）

修理方法が確立されており、作業が容易なもの（上記(a)、(b)以外のもの）

(2)改造の区分（設計変更を伴う改修作業と改造との区分の関係）

検査を受けるべき改造（滑空機にあっては大改造）については、規則第5条の

6の表に次の通り規定されている。

（小改造）

航空機の重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重

大な影響を及ぼさない改造で、その仕様について規則第14条第1項

の国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いるもの

（大改造）

小改造以外の改造

これを踏まえ、認定事業場の確認の可否を含めた改造等の作業の区分について

の基本的考え方を示すと、次の通りである。

(a)大改造（法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可）

耐空性に重大な影響を及ぼす設計変更であって、国の承認を受けていないも

のによる改造

(b)大改造（法第19条の2に基づく認定事業場による確認可）

耐空性に重大な影響を及ぼす設計変更であって、国の承認を受けているもの

による改造

(c)小改造（法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可）

耐空性に影響を及ぼす設計変更であって、国の承認を受けていないものによ

る改造
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(d)小改造（法第19条の2に基づく認定事業場による確認可）

耐空性に大きな影響を及ぼす設計変更であって、国の承認を受けているもの

による改造

(e)小修理（修理改造検査の対象範囲外）

複雑でなく、かつ、特殊な技量も装置も必要としない作業であって、以下に

掲げるもの（いずれも改造とはみなさない。）

(i)耐空性に大きな影響を及ぼさない設計変更であって、国の承認を受けてい

るものによる改修

(ii)当該航空機について過去に検査（耐空証明検査、修理改造検査、認定事業

場による確認）に合格した形態への変更

（注）型式証明における型式設計変更の分類との関係

型式設計変更の大変更は上記の大改造に、小変更は上記の小改造又は小

修理（いずれに相当するかはサーキュラーNo.3-001「航空機の整備及び改

造について」も参照の上ケースバイケース）に相当するものとして取扱う。

2-3 法第10条第4項第2号の航空機について行う騒音に影響を及ぼすおそれのある修

理又は改造

検査を受けるべき騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造は、規則第24

条の表第2号下欄ロにおいて、次に掲げる修理又は改造その他の騒音に影響を及ぼ

すおそれのある修理又は改造と規定されている。

イ ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理

又は改造

ロ 装備する発動機又はその部品（航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材

その他の部品に限る。）の変更を伴う修理又は改造

ハ 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造

これを踏まえ、認定事業場の確認の可否も含めた修理又は改造の区分について

の基本的考え方を示すと、次の通りである。

(1)騒音に影響を及ぼすおそれのある修理

(a)法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可

(i)修理方法が確立されていないもの（メンテナンス・マニュアル、サービス

・ブレティン、公知の整備作業の基準等に修理方法が記載されていないもの

であって、国の承認を受けていないもの）

(ii)その型式又は仕様について国の承認を受けていない装備品又は部品（型式

又は仕様承認対象のもの）を用いてするもの

(iii)修理後の騒音値について国の承認を受けていないもの
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(b)法第19条の2に基づく認定事業場による確認可

修理方法が確立されており、修理後の騒音値について国の承認を受けている

もの

(c)騒音に影響を及ぼすおそれのある修理には当たらないもの

修理方法が確立されており、騒音値に変更のないことについて国の承認を受

けているもの

（注）上記は、騒音に係る修理改造検査の対象範囲外となる場合を規定したも

のであって、安全性に係る修理改造検査の対象となるか否かは、上記 2-

1を参照すること。

(2)騒音に影響を及ぼすおそれのある改造

(a)法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可

(i)国の承認を受けていない設計変更によるもの

(ii)改造後の騒音値について国の承認を受けていないもの

(b)法第19条の2に基づく認定事業場による確認可

国の承認を受けている設計変更によるものであって、改造後の騒音値につい

て国の承認を受けているもの

(c)騒音に影響を及ぼすおそれのある改造には当たらないもの

（騒音に係る修理改造検査の対象範囲外）

(i)国の承認を受けている設計変更によるものであって、騒音値に変更のない

ことについて国の承認を受けているもの

(ii)農業用航空機、消防用航空機等の騒音規制の対象外とされている形態への

改造

事例としては、基本形態から農薬散布用の機外装置を取り付けた形態（農

業用）への改造などがある。

(iii)小型飛行機、動力滑空機及びヘリコプターについての機体形状の大規模で

ない変更を伴う改造

これらの航空機は飛行速度が遅く全体の騒音値に占める機体形状による空

力騒音の寄与度が低いため、機外装備品の追加又は取外し及び関連する機体

構造の一部変更等の機体形状の大規模でない変更を伴う改造は騒音に影響を

及ぼすおそれのある改造には当たらないものとする。事例としては、報道用

機材等の機外装備品を追加装着する改造などがある。

(iv)当該航空機について過去に検査（耐空証明検査、修理改造検査、認定事業

場による確認）に合格した形態への変更

注）上記は、騒音に係る修理改造検査の対象範囲外となる場合を規定したも

のであって、安全性に係る修理改造検査の対象となるか否かは、上記
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2-1 を参照すること。

2-4 法第10条第4項第3号の航空機について行う当該航空機の発動機の排出物に影響

を及ぼすおそれのある修理又は改造

検査を受けるべき発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造は、

規則第24条の表第2号下欄ハにおいて、次に掲げる修理又は改造その他の当該航空

機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造と規定されている。

イ 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造

ロ 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品（発動機の排出物に影

響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。）の変更を伴う修理又は改造

ハ 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造

これを踏まえ、認定事業場の確認の可否も含めた修理又は改造の区分について

の基本的考え方を示すと、次の通りである。

(1)発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理

(a)法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可

(i)修理方法が確立されていないもの（メンテナンス・マニュアル、サービス

・ブレティン、公知の整備作業の基準等に修理方法が記載されていないもの

であって、国の承認を受けていないもの）

(ii)その型式又は仕様について国の承認を受けていない装備品又は部品（型式

又は仕様承認対象のもの）を用いてするもの

(iii)修理後の発動機の排出物値について国の承認を受けていないもの

(b)法第19条の2に基づく認定事業場による確認可

修理方法が確立されており、修理後の発動機の排出物値について国の承認を

受けているもの

(c)発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理には当たらないもの

修理方法が確立されており、発動機の排出物値に変更のないことについて国

の承認を受けているもの

（注）上記は、発動機の排出物に係る修理改造検査の対象範囲外となる場合を

規定したものであって、安全性に係る修理改造検査の対象となるか否かは、

上記2-1を参照すること。

(2)発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある改造

(a)法第19条の2に基づく認定事業場による確認不可

(i)国の承認を受けていない設計変更によるもの

(ii)改造後の発動機の排出物値について国の承認を受けていないもの
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(b)法第19条の2に基づく認定事業場による確認可

国の承認を受けている設計変更によるものであって、改造後の発動機の排出

物値について国の承認を受けているもの

(c)発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある改造には当たらないもの

（発動機の排出物に係る修理改造検査の対象範囲外）

(i)国の承認を受けている設計変更によるものであって、発動機の排出物値に

変更のないことについて国の承認を受けているもの

(ii)当該航空機について過去に検査（耐空証明検査、修理改造検査、認定事業

場による確認）に合格した形態への変更

（注）上記は、発動機の排出物に係る修理改造検査の対象範囲外となる場合

を規定したものであって、安全性に係る修理改造検査の対象となるか否

かは、上記 2-1 を参照すること。

3.修理改造検査の提出書類及び検査の概要

3-1 提出書類

次の表は、規則第25条に定められた区分に応じ、その添付書類の内容を例示し

たものである。

（修理又は改造の内容は多岐にわたるため、書類、図面、検討書等の内容は、

作業の内容等によって変更される場合がある。3-2も参照のこと。）

規則第25条に 左欄の書類の内容

定める添付書 備考

類 提出を必要とするもの 提示を必要とするもの

1.修理又は 修理改造検査の対象となっ

改造の計画 た作業についての概略（修

理方法が確立されている修

理か否か、設計変更が国の

承認を受けているものか否

か、又、騒音又は発動機の

排出物に影響を及ぼすおそ

れのあるものか否か等の事

項を含むこと。）

2.飛行規程 改訂又は追加部分 現在、承認を受けている

（変更のある 飛行規程

場合に限
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る。）

3.整備手順書 改訂又は追加部分

（変更に係る

部分に限

る。）

4.航空機の重 以下の事項のうち、改訂又

量及び重心位 は追加される部分を記載す

置の算出に必 ること。ただし、当該事項

要な事項を記 が飛行規程に記載されてい

載した書類 る場合は、当該飛行規程を

もって、本書類に代えるこ

とができる。

(1) 航空機の自重及び重心

位置

(2) 装備品の名称、重量及

び重心位置

(3) 燃料タンクの使用可能

量及び重心位置

(4) その他

5.その他の参 (1) 航空機の現況表 検査時に所有している登

考書類 （「耐空検査関係」の様 録証明書、耐空証明書及

式1に同じ） び航空日誌

(2) 作業の明細 修理改造検査の対象とな

修理改造検査の対象とな った作業に関する点検表

った作業の明細 等

(3) 不具合処理記録 修理改造検査の対象とな

修理改造検査の対象とな った作業中に発見された

った作業中に発見された 不具合の内容を記載した

主要不具合の処理状況を もの

記載したもの

(4) 修理改造作業の検討書

変更審査表（必要に応じ

適合性審査表）、図面、

強度検討書、各種系統の
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負荷解析、FAILURE ANAL

YSIS、飛行試験実施要領

等騒音又は発動機排出物

に影響を及ぼすおそれの

ある作業の場合は、作業

後の騒音値又は発動機排

出物値及び当該値を決定

するに際し使用した測

定、解析、計算等に関す

る資料

(5) 計測記録 修理改造検査の対象とな

重量及び重心の測定記録 った作業に伴い、特別に

実測した測定記録

(6) 社内地上試験記録及び

不具合処理記録

(a) 社内地上試験記録

有資格整備士の確認の

あるもの

(b) 社内地上試験不具合

処理記録

社内地上試験中に発見

された不具合の処理状

況を記載したもの

(7) 社内飛行試験記録及び

不具合処理記録

(a) 社内飛行試験記録

担当操縦士の意見を添

えた有資格整備士の確

認のあるもの

(b) 社内飛行試験不具合

処理記録

社内飛行試験中に発見

された不具合の処理状

況を記載したもの

(8) 官検時の地上試験記録

及び不具合処理記録

(a) 官検時の地上試験記
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録

(b) 官検時の地上試験不

具合処理記録

官検時の地上試験中に

発見された不具合の処

理状況を記載したもの

(9) 官検時の飛行試験記録

及び不具合処理記録

(a) 官検時の飛行試験記

録

(b) 官検時の飛行試験不

具合処理記録

官検時の飛行試験中に

発見された不具合の処

理状況を記載したもの

3-2 検査の概要

(1)修理改造検査における計画及び設計の検査

計画及び設計の検査のうち、基準への適合性に係る技術的審査は、原則、次の

方針により行うので、これに応じた提出書類を提出すること。

なお、当該審査が、型式証明、型式設計変更承認、追加型式設計承認、型式又

は仕様の承認等の機会において、既に行われたことがある場合は、この限りでな

い。

(a)公知の作業基準によるもの

審査を省略する。

(b)航空機の製造者が指定した方法（メンテナンス・マニュアル、サービス・ブ

レティン等による）によるもの

大規模な構造修理や設計の大変更による改造にあっては、適合性審査表、技

術検討書等に基づき審査を行う。ただし、製造国政府の承認を受けている場合

はその項目により省略することがある。

それ以外の修理改造にあっては、原則審査を省略する。ただし、製造国政府

の承認を受けていない場合は、必要に応じ、適合性審査表、技術検討書等に基

づき審査を行う。

(c) (a)、(b)以外の方法によるもの

適合性審査表、技術検討書等に基づき審査を行う。ただし、製造国政府の承

認を受けている場合はその項目により省略することがある。
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(2)騒音又は発動機の排出ガスの基準への適合性の審査について

騒音又は発動機の排出ガスに影響を及ぼすおそれのある修理又は改造を行う場

合の騒音又は発動機の排出ガスの基準への適合性の審査は、原則、次の方針によ

り行うので、これに応じた準備をすること。

なお、当該審査が、型式証明、型式設計変更承認、追加型式設計承認、型式・

仕様承認、他機の耐空証明や修理改造検査等の機会において、既に行われたこと

がある場合は、この限りでない。

(a)修理又は改造後の騒音値又は発動機排出ガス値が製造国政府により承認され

ている場合（国際民間航空条約附属書16に基づくものに限る。）

製造国政府が承認したものであることを示す書類及び必要に応じ製造国政府

がその承認に当たり行った実測又は使用した解析、計算等の技術資料に基づき

審査を行う。

なお、値が国際民間航空条約附属書16に基づかない方法で承認されている場

合は、同附属書16に基づく方法に換算した値も承認されていなければならない。

(b)修理又は改造後の騒音値又は発動機排出ガス値が製造国政府により承認され

ていない場合

実測又は解析、計算等の技術資料に基づき審査を行う。

(3)飛行規程の取扱い

修理又は改造の作業の結果、飛行規程の変更が必要の場合は、国の承認を受け

る必要がある。

修理改造検査を受検する場合は、当該検査合格と同時に、提出された飛行規程

について承認が行われる。

4.修理改造検査関係手続き

4-1 申請書の記載要領及び申請書類の提出先

(1)修理改造検査申請書の記載要領

(a)申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

申請の航空機の使用者を原則とするが、当該航空機の所有者、当該修理改造

作業の実施者等その代理人でもよい。（参考TCL-144）

(b)航空機の種類、国籍記号及び登録記号、登録番号、型式、型式証明書番号、

製造番号、製造年月日、最大離陸重量、耐空類別、適用される航空法第10条第

4項の基準、耐空証明書番号及び耐空証明書有効期間

検査を受検する際に提出する書類等と整合するものでなければならない。

(c)手数料の区分
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政令で定められる手数料の区分を記載する。

(d)騒音又は発動機の排出物の実測を行う検査の有無

実測を行う検査の有無について、「騒音実測」、「発動機の排出物実測」、

「騒音及び発動機排出物実測」又は「なし」と明記する。

(e)検査希望場所及び検査希望時期

希望する場所及び日時を記載する。必ずしも希望どおりに検査を受けられな

い場合があるので、実際の実施場所及び時期については事前に担当検査官室と

調整を行うこと。

(f)修理改造事由

該当する規則第24条の区分を、例えば、「大修理かつ騒音修理」、「小改造、

騒音改造かつ発動機排出物改造」等と記入する。

(2)修理改造検査申請書類の提出先

(a)受検希望地が新潟、長野、静岡以東の場合

東京航空局保安部運用課検査乗員係

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第二合同庁舎

TEL ０３－５２７５－９２９２

(a)受検希望地が富山、岐阜、愛知以西の場合

大阪航空局保安部運用課検査乗員係

大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館

TEL ０６－６９４９－６２１１
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4-2 申請書類の提出から検査、合格までの流れ

申請書類の提出 ・関係書類（その他の参考書類は除く）

を添付して申請書を提出すること。

検査場所及び検査日の決定 ・担当検査官室と調整を行うこと。

検 計画について検査を実施 ・作業着手の許可を得ること。

査

の

実 過程及び完了後の現状につ ・その他の参考書類を提出すること。

施 いて検査を実施

修理改造検査合格

（航空日誌へ記入）
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第Ⅴ部 予備品証明関係

1.概要

第Ⅴ部においては、法第17条の予備品証明検査及び予備品証明を受けたものと見

なす輸入装備品の取り扱いに関する一般方針、提出書類等について定める。

なお、現在では予備品証明には有効期間は設定されていないが、有効期間や保管

方法の指示、装備可能な航空機についての特記等が必要な予備品については、製造

者等の責任において適切に指示等を行うことが必要であり、航空機使用者は自らの

責任においてこれらの指示等に従って予備品を保管し、使用すること。

2.予備品証明を受けたものとみなす輸入装備品

（法第17条第3項及び規則第30条の2）

法第17条第3項第4号に規定する国土交通省令で定める輸入装備品（規則第30条の

2）は、国土交通大臣による予備品証明を受けたものとみなされる。

2-1 その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為を

した装備品（規則第30条の2第1号）

国際民間航空条約の締約国たる外国が、締約国としての責務により、国際民

間航空機関において採択及び改正された航空機の耐空性に関する国際標準並び

に勧告される方式及び手続に従い、その耐空性について証明その他の行為（認

証、承認等証明に相当する行為をいう。また、修理又は改造品については、使

用可能であることの証明その他の行為でもよい。）をした輸入装備品である。

この場合の装備品は、新規製造品、中古品、修理又は改造品等全ての形態のも

のが対象となる。

当該締約国たる外国とは通常当該外国の航空当局を指すが、当該航空当局が

その証明その他の行為を航空当局になり代わり行うことについて権限を与えて

いる代理人（米国におけるDMIR:Designated manufacturing inspection repre

sentatives等）も含まれる。

しかしながら、航空当局からその証明その他の行為を行うことについて権限

を与えられているとはいうものの、航空当局の代理であるとは言えない民間の

認定事業者（米国における Repair Station、欧州におけるPOA: Production O

rganisations ApprovalsやAMO: Approved Maintenance Organization等）は含

まれない。

参考までに、米国と欧州EASA加盟国による証明の取扱いは次の通りである。

米国：新規製造品及びｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ品については国又はその代理人が証明を行っ

ており本規定の適用可。修理品については証明を行わないので本規定

の適用不可。

欧州：新規製造品も修理品も、通常、国としては証明を行わないので本項の

適用不可。（ただし、新規製造品の一部については 2-2項の適用が可
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能となる。）

2-2 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が

国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、

当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改

造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品（規則第30条の2第2号）

我が国における装備品の製造者に対する認定（法第20条第1項第6号の装備品

の製造及び完成後の検査の能力の認定）及び装備品の修理又は改造事業者に対

する認定（法第20条第1項第7号の装備品の修理又は改造の認定）の制度とその

認定に関する基準及び手続が同等以上であると国土交通大臣が認めた認定制度

を有する外国がある場合に、当該外国が認定を行った当該外国の事業者が、当

該認定に基づき、製造者にあっては製造をし、修理又は改造事業者にあっては

修理又は改造をし、その耐空性を有することを確認（修理又は改造品について

は、使用可能であることの確認でもよい。）した輸入装備品である。

外国が制度上自ら証明を行わないこととしている場合は、通常このような民

間の認定事業者にその証明を行わせている。

認定に関する基準及び手続が我が国と同等以上であることの決定及び本規定

の適用は、原則、航空当局間における調整に基づき必要な取極め等を締結する

ことにより行われる。

具体的には、以下に掲げる輸入装備品については、本項に該当するものとし

て取り扱うものとする。

(1) 米国FAAにより認定を受けた者（Production Approval Holder：以下「PA

H」という。）が製造し、耐空性を確認した装備品又はPAHからDirect Shipm

ent authorizationを受けたサプライヤーが製造し、耐空性を確認した装備品

(2) 欧州EASAにより認定（EASA POA）を受けた者が製造し耐空性を確認した装

備品

(3) 欧州JAA加盟国の製造者であって、当該国により認定（JAA APO）を受けた

者が製造し耐空性を確認した装備品

(4-1) 加国TCCAにより認定を受けた者が製造し耐空性を確認した装備品

(4-2) 加国TCCAにより認定を受け、航空局の特別要件を満たすことを承認され

た者が、修理又は改造し耐空性を確認した装備品(加国TCCAによるJCAB Supp

lementの承認日以降に耐空性を確認した装備品に限る。)

(5) ブラジルANACにより認定を受けた者が製造し耐空性を確認した装備品
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3.予備品証明の要否及び検査時の提示書類

上記2.に基づき、予備品証明の申請が必要な装備品（予備品証明を受けたものと

みなせないもの）と不要な装備品（予備品証明を受けたものとみなせるもの）を各

区分毎に整理したものが次の表である。また、予備品証明の申請が必要な装備品に

ついては、あわせて、申請を行う場合に必要となる提示書類を掲げてある。

なお、予備品証明を受けたものとみなされたもの、予備品証明を受けたもの、い

ずれの場合も、当該装備品が特定の航空機に装備可能かどうかは考慮されていない

ので、装備の際には注意（予備品証明タグの備考欄に条件等が記載される場合があ

る。）が必要である。装備しようとする航空機の部品表に記載されていない装備品

を装備する場合には航空機として検査（修理改造検査等）を受ける必要がある。た

だし、当該装備品がPMA部品であって、サーキュラーNo.3-009「PMA部品の取扱い」

に従う場合においては、この限りではない。

（注）修理品の予備品証明を受けるためには、航空機又は装備品等の設計者の指定

する方法により作業されたものでなければならない。なお、設計者の指定する方法

以外であって、米国FAA又はFAAから一定の権限を委任された者(Designated Engine

ering Representatives(DER)等)が承認した修理設計データに基づく修理を、我が国

の認定を受けていない者が実施した装備品については、予備品証明は行わない。ま

た、米国FAAが承認した修理設計データに基づく修理を実施する際の手続の詳細につ

いては、サーキュラーNo.3-026「米国連邦航空局が承認した修理設計データの取り

扱いについて」を参照すること。

3-1 国内で製造又は修理（若しくは改造）された装備品

装備品の区分 予備品証明 提示書類

の要否

(1)装備品基準適合証 不要 －

が添付されたもの

(2)(1)以外の新規製造 必要 ・型式承認の場合に準じる

品

(3)(1)以外の修理品 必要 ・修理の作業記録

・機能試験記録（実施した場合に限

る）

・修理者の作業能力、品質管理体制

が確認できる書類
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3-2 輸入した装備品

装備品の区分 予備品証明 提示書類（予証不要の条件）

の要否

(1)我が国の修理改造 不要 （基準適合証が添付されている場

認定事業場が確認し 合）

たもの

(2)米国からの輸入品

（注4） （輸出耐空証明書として発行された

(a)新規製造品、 不要 FAA Form8130-3又は-4のタグが添付

ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ、発動機 されている場合）（注1）（注2）

製造者によるﾘﾋﾞﾙ

ﾄ発動機（注5）

(b)修理品 必要 ・PAH、FAA Repair Station(FAR14

（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを含む） 5)等が発行したFAA Form8130-3の

タグ

・作業記録又は作業内容の説明資料

（注3）

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

(3)欧州EASA加盟国か

らの輸入品（注4）

(a)新規製造品 不要 （輸出耐空証明書として発行された

EASA Form1のタグが添付されている

場合）（注1）

(b)修理品 必要 ・EASA AMO (EASA145)が発行した

（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを含む） EASA Form 1のタグ

・作業記録又は作業内容の説明資料

（注3）

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

(4)欧州JAA加盟国から

の輸入品
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(a)新規製造品 不要 （輸出耐空証明書として発行された

JAA Form1のタグが添付されている

場合）（注1）

(b)修理品 必要 ・JAA AMO (JAR145)が発行したJAA

（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを含む） Form 1のタグ

・作業記録又は作業内容の説明資料

（注3）

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

(5)加国（カナダ）か

らの輸入品（注4）

(a)新規製造品 不要 （輸出耐空証明書として発行された

TCCA Form Oneのタグが添付されて

いる場合）（注1）

(b-1)加国TCCAにより 不要 （TCCA Form Oneのタグが添付され

認定を受けた者が、加 ている場合）

国TCCAによるJCAB Sup

plementの承認日以降

に耐空性を確認した修

理品（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを含

む）(注6)

(b-2)上記以外の 必要 ・加国TCCAが認定した者が発行した

修理品（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ TCCA Form Oneのタグ

を含む） ・作業記録又は作業内容の説明資料

（注3）

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

(6)伯国（ブラジル）

からの輸入品（注4）

(a)新規製造品、 不要 （輸出耐空証明書として発行された

Newly Overhauled ANAC FormF-100-12又はANAC Form

品 SEGVOO 003のタグが添付されている

場合）（注1）
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(b)修理品 必要 ・伯国ANACが認定した者が発行した

（ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを含む） ANAC Form SEGVOO 003のタグ

・作業記録又は作業内容の説明資料

（注3）

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

(7)その他の国際民間

航空条約の締約国たる

外国からの輸入品

(a)当該外国の証明の 不要 （輸出耐空証明書として発行された

あるもの タグが添付されている場合）（注

1）

(b)当該外国の証明の

ないもの

(i)当該外国の認定 必要 ・当該者が装備品の耐空性を証明し

を受けている者が た際に発行する書類

製造又は修理した ・修理の場合は作業記録又は作業内

場合 容の説明資料

・機能試験記録（実施した場合に限

る。）

・当該者が認定を受けていることを

証する書類

・当該認定の基準及び手続の概要

(ii)(i)以外の場合 必要 ・3-1(2)又は(3)の場合に準じる

なお、上表にて記載したタグについては、装備品一点に対し一葉の原本が添

付されること。ただし、複数の装備品に対し一葉のタグしか発行されていない

場合で、かつ、原本のタグを保管している者が、原本と相違ない写しであるこ

とを文面で証明（保管者の所属・氏名及び証明日を含む）している場合にあっ

ては、当該証明及びタグの写しをもって原本とみなすことができる。

また、予備品証明検査において、装備品等の修理又は改造の作業の実施後、

航空機に取り付けて機能試験等を実施することが、装備品の設計者が指定する

方法に含まれている場合であって、機上で要求される当該機能試験等以外の作

業が全て完了していることを確認した場合には、予備品証明書の裏面等に、機

上で要求される機能試験等を明記した上で予備品証明書を発行する。なお、当

該装備品等が発動機又はプロペラの場合は、地上備え付け用航空日誌にも同様
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の事項を記載する。

（注1）輸出耐空証明書とは、装備品等が輸入国の受入要件を満たすことを輸出

国が証明したことを示す証明書であって、一般にExport airworthiness appro

valと記載される。Form が発行された時点において有効な各国の規則（例えば

米国の場合はFAA Order8130-21）に定められた輸出耐空証明書の要件を満たし

ていること。新規製造品であっても、輸出耐空証明書の要件を満たしていない

Formが添付されている場合は、修理品に準じて予備品証明検査を受検する必要

がある。

（注2）米国からの新規製造品の場合、一般に発行者は米国FAAにより認定を受

けた者（Production Approval Holder：PAH）又はPAHから「Direct Shipment

Authorization」を受けたサプライヤーである。Form 8130-3の場合、Block4の

発行者を確認し、PAHの番号が記載されていればPAHによるタグであることが判

別できる。“Direct Shipment Authorization”の場合は、Block13のRemarks欄

にその旨が記載される。

なお、輸出耐空証明書が添付された場合に予備品証明が不要となるオーバーホ

ール品は、設計者の指定する方法によりオーバーホール作業が実施されたもの

に限る。

（注3）予備品証明検査の受検者は作業記録又は作業内容の説明資料を用いて、

実施した作業基準を説明できること。ただし、外国当局が発行する耐空性を保

証する様式のRemarks欄にAD、SB、CMM、SRM、AMM、Overhaul manual等の

設計者の指定する作業基準が記述されている場合は、作業記録又は作業内容の

説明資料の提示は不要である。

（注 4）当該国から認定を受けた者（当該国に所在しない者も含む。）が製造、

又は修理した装備品を含む。

（注 5）発動機製造者によるﾘﾋﾞﾙﾄ発動機以外のﾘﾋﾞﾙﾄ装備品については修理品

として取り扱う。

（注6）加国TCCAにより認定を受けている装備品修理改造認定事業場であって、

航空局の特別要件を満たしたと承認された者及びその承認日は、｢日本国国土交

通省航空局とカナダ運輸省航空局間の整備に関する技術取決め｣（Technical A

rrangement for Maintenance: TA-M）に基づいて、ウェブサイト(http://wwwa

pps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/CAS-SAC/aooah.aspx?lang=eng)に公開されている。

4.発動機に取り付けられている予備品証明対象部品の取扱い
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発動機に取り付けられている補機のうち予備品証明対象部品の予備品証明は、原則として

発動機の予備品証明に含めて行うこととし、個々には行わない。したがって、予備品検査合

格票(TCF-1-131-3)についても、発動機に対してのみ発行する。

この場合、当該発動機の「地上備え付け用発動機航空日誌」の「修理改造又は整備の実施

記録」の頁に対象となった補機の名称、部品番号又は型式名及び製造番号を記入すること。

当該補機については、適正な保護及び取扱いが行われている場合に限り、その使用が認め

られている他の航空機に装備する際、新たに予備品証明を取得することなく使用できるもの

とする。ただし、この場合は、関係するすべての航空日誌にその経緯を明確にすること。

5.予備品証明関係手続き

5-1 予備品証明申請書の記載要領及び申請書類の提出先

(1)予備品証明申請書の記載要領

(a)申請者の住所又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

申請の装備品を装備する予定の航空機の使用者を原則とするが、当該装備品

の所有者等その代理人でもよい。

(b)所有者氏名又は名称及び所有者住所

申請時点の当該装備品の所有者名及び所有者住所を記載する。

(c)装備品の種類又は名称、型式、製造番号及び製造者氏名又は名称

装備品に付されている銘板、検査を受検する際に提示する書類と整合するも

のでなければならない。

(d)検査希望場所及び検査希望時期

希望を記載してよいが、必ずしも希望どおりに検査を受けられない場合があ

るので、実際の実施場所及び時期については事前に担当検査官室と調整を行う

こと。

(2)予備品証明申請書類の提出先

(a)受検希望地が新潟、長野、静岡以東の場合

東京航空局保安部運用課検査乗員係

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第二合同庁舎

TEL ０３－５２７５－９２９２

(b)受検希望地が富山、岐阜、愛知以西の場合

大阪航空局保安部運用課検査乗員係

大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館

TEL ０６－６９４９－６２１１

5-2 申請書類の提出から検査、予備品証明書の交付までの流れ

申請書の提出 ・関係書類は添付しなくてよい。
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検査場所及び検査日の決定 ・担当検査官室と調整を行うこと。

検査の実施 ・当該装備品及び関係書類を持参すること。

予備品証明書の交付

6.法改正に伴う経過措置

6-1 航空法の一部を改正する法律（平成8年法律第35号）による改正前の航空法（以

下「旧法」という。）の規定によりなされた予備品証明

平成9年10月1日時点で有効な予備品証明を受けている装備品は、航空法の一部

を改正する法律（平成8年法律第35号）による改正後の航空法（以下「新法」とい

う。）の規定による予備品証明を受けたものとみなす。予備品証明書に記載され

ている有効期間及び型式限定は廃止されたものとして扱うことができる。

6-2 旧法の規定によりなされた装備品修理改造認定事業場の確認

平成9年10月1日時点で有効な確認が行われている装備品は、新法の規定により

確認されたものとみなし、新法の規定による予備品証明を受けたものとみなす。

確認票に記載されている有効期間及び型式限定は廃止されたものとして扱うこと

ができる。

6-3 予備品証明を受けたものとみなされる輸入装備品

新法の規定により予備品証明を受けたものとみなされる輸入装備品は、平成9年

10月1日以降に外国が証明又は該当する認定事業場が確認したものであって、それ

以前に証明又は確認されたものは、予備品証明が必要である。
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付録Ⅴ-1 タグ一覧表

ANAC Form F-100-12
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ANAC Form SEGVOO 003
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附則

1. 本サーキュラーは、平成12年2月1日から適用する。

2. 本サーキュラーにより、TCL-123A-1-93「耐空証明検査時及び修理改造検査時

に必要な書類について」、TCM-50-004D-1-91「飛行規程の作成及び取扱要

領」、TCM-21-002B-74「型式証明に必要な書類について」及びTCM-21-003

「ライセンス契約に基づき製造される航空機の型式証明に必要な書類につい

て」は廃止する。

附則（平成12年7月25日）

1. 本サーキュラーは、平成12年7月25日から適用する。ただし、付録I-2の運用

様式限界に係る改正については、次回の飛行規程の改訂時又は本改正の適用

日から一年を経過した日のいずれか遅い時期までの間は、なお従前の例によ

ることができる。

附則（平成12年11月29日）

1. 本サーキュラーは、平成12年11月29日から適用する。

附則（平成13年 1月29日）

1. 本サーキュラーは、平成13年 1月29日から適用する。

附則（平成13年10月10日）－TCDによる飛行規程改訂関連の改正

1. 本サーキュラーは、平成13年11月1日から適用する。

附則（平成16年6月30日）－追加型式設計変更届出関連の改正

1. 本サーキュラーは、平成16年6月30日から適用する。

附則（平成17年3月17日）－輸入装備品に係る予備品証明関連の改正

1. 本サーキュラーは、平成17年3月17日から適用する。

附則（平成17年9月30日）－国産航空機等及び設計検査認定事業場に係る型式証明関連

の改正

1. 本サーキュラーは、平成17年10月1日から適用する。

附則（平成17年11月9日）－国際民間航空機関の騒音に関する標準書式関連の改正

1. 本サーキュラーは、平成17年11月9日から適用する。

附則（平成18年12月28日）－耐空証明関係手続きに関する改正

1. 本サーキュラーは、平成19年1月1日から適用する。

附則（平成19年3月28日）－修理改造検査の対象範囲に関する改正
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1. 本サーキュラーは、平成19年3月30日から適用する。

附則（平成20年10月31日）－輸入装備品に係る予備品証明関連の改正

1. 本サーキュラーは、平成20年10月31日から適用する。

附則（平成22年7月15日）－航空機の騒音及び発動機の排出物に関する改正

1. 本サーキュラーは、平成22年7月15日から適用する。

附則（平成23年6月30日）

1. 本サーキュラーは、平成23年7月1日から適用する。

附則（平成24年3月26日）－米国とのBASA IPA及びEASAとのWA締結に伴う改正

1. 本サーキュラーは、平成24年3月26日から適用する。

附則（平成24年3月30日）

1. 本サーキュラーは、平成24年3月30日から適用する。

附則（平成29年12月20日）

1. 本サーキュラーは、平成29年12月31日から適用する。

附則（平成30年1月26日）

1. 本サーキュラーは、平成30年2月3日から適用する。

本サーキュラーに関する質問・意見については、下記に問い合わせること。

国土交通省航空局安全部航空機安全課 航空機検査官

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

電話番号 03-5253-8735

FAX 03-5253-1661


